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第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【投資法人の概況】

（1）【主要な経営指標等の推移】

①　主要な経営指標等の推移　(注1)(注2)(注3)

期別 第1期 第2期

決算年月 2020年5月 2020年11月

営業収益 百万円 2,244 2,354

(うち不動産賃貸事業収益) 百万円 (2,244) (2,354)

営業費用 百万円 937 1,139

(うち不動産賃貸事業費用) 百万円 (666) (819)

営業利益 百万円 1,306 1,215

経常利益 百万円 1,012 1,121

当期純利益 百万円 1,010 1,120

総資産額 百万円 87,625 84,498

(対前期比) ％ (－) (△3.6)

純資産額 百万円 52,136 52,139

(対前期比) ％ (－) (0.0)

有利子負債額 百万円 33,000 29,500

出資総額(純額)　(注4) 百万円 51,125 51,018

発行済投資口の総口数 口 514,350 514,350

1口当たり純資産額　(注5) 円 101,363 101,369

1口当たり当期純利益　(注6) 円 3,838 2,178

分配金総額 百万円 1,117 1,229

1口当たり分配金 円 2,173 2,390

(うち1口当たり利益分配金) 円 (1,965) (2,179)

(うち1口当たり利益超過分配金) 円 (208) (211)

総資産経常利益率　(注5) ％ 1.2 1.3

(年換算値)　(注7) ％ (2.5) (2.6)

自己資本利益率　(注5) ％ 2.0 2.1

(年換算値)　(注7) ％ (4.2) (4.3)

期末自己資本比率　(注5) ％ 59.5 61.7

(対前期増減) ％ (－) 2.2

配当性向　(注5) ％ 100.0 100.0

[その他参考情報]    

当期運用日数　(注8) 日 341 183

期末投資物件数 件 7 8

期末稼働率 ％ 100.0 100.0

減価償却費 百万円 357 363

資本的支出額 百万円 0 －

賃貸NOI(Net Operating Income)　(注5) 百万円 1,935 1,898

FFO(Funds from Operation)　(注5) 百万円 1,368 1,483

1口当たりFFO　(注5) 円 2,660 2,884

期末総資産有利子負債比率(LTV)　(注5) ％ 37.7 34.9

(注1)　本書では、特に記載のない限り、記載未満の数値について、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載しています。した

がって、各項目別の金額又は比率の合計が一致しない場合があります。

(注2)　SOSiLA物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の営業期間（以下「計算期間」又は「事業年度」というこ

とがあります。）は、毎年6月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年5月31日までの各6か月間ですが、第1期の営業期間

は、本投資法人の設立の日である2019年6月26日から2020年5月31日までとなります。
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(注3)　営業収益等には、消費税等は含まれていません。

(注4)　出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。

(注5)　以下の算定式により算出しています。

1口当たり純資産額 純資産額÷発行済投資口の総口数

総資産経常利益率

経常利益÷｛(期首総資産額＋期末総資産額)÷2｝×100

なお、第1期における「期首総資産額」は、実質的な運用開始日である2019年12月

10日の金額を用いています。

自己資本利益率

当期純利益÷｛(期首純資産額＋期末純資産額)÷2｝×100

なお、第1期における「期首純資産額」は、実質的な運用開始日である2019年12月

10日の金額を用いています。

期末自己資本比率 期末純資産額÷期末総資産額×100

配当性向
1口当たり分配金（利益超過分配金を含みません。）÷1口当たり当期純利益×100

分配金総額（利益超過分配金を含まない）÷当期純利益×100

賃貸NOI(Net Operating Income) 不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋減価償却費

FFO(Funds from Operation) 当期純利益＋減価償却費－不動産等売却損益

1口当たりFFO FFO÷発行済投資口の総口数

期末総資産有利子負債比率(LTV) 期末有利子負債残高÷期末総資産額×100

(注6)　「1口当たり当期純利益」は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除した金額を、小数点未満を切り捨てて

記載しています。また、実際に運用を開始した日である2019年12月10日時点を期首とみなして、日数による加重平均投資口

数（510,432口）により算出した1口当たり当期純利益は1,980円です。

(注7)　第1期については実質的な運用日数(2019年12月10日から2020年5月31日までの174日間)に基づいて年換算値を算出していま

す。

(注8)　本投資法人における第1期の計算期間は2019年6月26日から2020年5月31日までの341日間ですが、実質的な運用日数は2019年

12月10日から2020年5月31日までの174日間です。

 

②　運用状況

（イ）当期の概況

a.　投資法人の主な経緯

本投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号。その後の改正を含

みます。以下「投信法」といいます。）に基づき、住商リアルティ・マネジメント株式会社（以下「本

資産運用会社」といいます。）を設立企画人として、2019年6月26日に設立され、2019年12月10日に株

式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）不動産投資信託証券市場に上場しまし

た（銘柄コード2979）。

本投資法人は、物流不動産（注1）及びインダストリアル不動産（注2）へ投資し、住友商事グループ

（注3）が有する不動産事業における知見及び開発力、並びに私募リート及び私募ファンド等の運用を

通じて蓄積したノウハウの活用により、投資主価値の最大化を追求します。

また、本投資法人は、住友商事株式会社（以下「住友商事」又は「スポンサー」ということがありま

す。）が開発したSOSiLA（ソシラ）シリーズに重点的に投資することにより、その事業コンセプトであ

る社会とのつながり（＝Sociability）・環境への配慮や持続的成長（＝Sustainability）・人と労働

環境への配慮（＝Individuality）の3つのコンセプトを重視した事業精神を受け継ぎ、豊かな社会の実

現に貢献するとともに、投資法人という透明性の高いスキームで、幅広い投資家にESG（注4）投資の機

会を提供し続けていきたいと考えています。

（注1）「物流不動産」とは、主として物流施設の用途に供され、又は供されることが可能であるものをいいます。以下同

じです。なお、物流施設に該当する施設としては、主として物品の保管及び発送を目的としている施設が想定され

ます。

（注2）「インダストリアル不動産」とは、データセンター、通信施設、研究施設、工場、資材・車輌ヤード、空港・港湾

関連施設、エネルギー関連施設、水道関連施設、自動車交通関連施設、流通・加工施設、リサイクル施設等の用に

供され、又は供されることが可能であるものをいいます。以下同じです。なお、流通・加工施設に該当する施設と

しては、主として商品の価値を高めるため物品に加工を施すことを目的としている施設が想定されます。

（注3）「住友商事グループ」とは、住友商事並びにその子会社及び関連会社からなる企業集団をいいます。以下同じで

す。

（注4）「ESG」とは、Environmental（環境）、Social（社会）、Governance（企業統治）の頭文字を繋げた用語であり、

企業経営や成長において、各々の観点を持った上で配慮が必要であるとの考え方を意味します。以下同じです。
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b.　運用環境

当期（2020年11月期）における我が国の経済について、2020年7～9月期のGDP成長率（季節調整済前

期比）は、二次速報値において、実質5.3％（年率22.9％）となりました。2020年4～6月期における新

型コロナウイルス感染症の感染拡大及びそれに伴う緊急事態宣言の影響で、経済活動が大幅に制限され

たものの、2020年4月に発令された緊急事態宣言の解除に伴う経済活動の再開及び前期の大幅な落ち込

みからの反動、GoToトラベルキャンペーン事業の実施等により、特にサービス消費については高い伸び

となりました。

新型コロナウイルス感染症の状況については、一進一退の状況が続いていますが、2020年11月から12

月にかけて感染者数が急拡大するなど、予断を許さない状況です。経済活動が長期に亘って停滞するこ

とも予想され、今後の経済見通しは不透明感の強い状況が続くものと思われます。

不動産売買取引市場においては、緩和的な金融環境を背景に、投資家の投資意欲は引き続き高い状況

にあり、本投資法人が投資対象とする優良な物流施設の利回りは低下傾向が継続しています。

物流不動産市場においては、EC市場の堅調な拡大を背景に、企業による物流業務の外部委託に伴う

3PL（注）市場規模の拡大や物流拠点の再編への動き等により、多機能で利便性の高い物流施設へのテ

ナントニーズは一層高まる傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、

生活必需品の需要増加による在庫の積み増し等が追い風となり、今後も先進的物流施設への需要は一層

増加するものと考えられます。

（注）「3PL」とは、サード・パーティー・ロジスティクスの略称であり、荷主からその物流機能の一部又は全部を請け負

う物流サービスをいいます。以下同じです。

 

c.　運用状況

本投資法人は、2020年10月16日に、（仮称）平塚ラストマイルセンターを取得価格1,200百万円で取

得しました。この結果、本投資法人が当期末現在保有物件は8物件、取得価格の合計は77,764百万円と

なっています。

なお、当期末現在における保有8物件の稼働率は100.0％でした。

 

d.　資金調達の状況

本投資法人は、2020年9月30日に、短期借入金3,500百万円の期限前弁済を行いました。この結果、当

期末時点の借入金残高は、29,500百万円となりました。当期末の総資産に占める有利子負債の割合（以

下「LTV」といいます。）は34.9％となっています。

なお、本書の日付現在において本投資法人が取得している格付は以下のとおりです。

信用格付業者 格付内容 格付の見通し

株式会社日本格付研究所（JCR） 長期発行体格付：A+ ポジティブ

（注）当該格付は、本投資法人に関する格付であり、本投資法人が発行する投資口（以下「本投資口」といいます。）に対

する格付ではありません。また、本投資口について、本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され若しくは

閲覧に供された信用格付、又は信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

 

e.　業績及び分配の概要

当期の業績は、営業収益2,354百万円、営業利益1,215百万円、経常利益1,121百万円、当期純利益

1,120百万円となりました。

また、分配金については、本投資法人の規約に定める分配の方針に従い、投資法人の税制の特例（租

税特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。（以下「租税特別措置法」といいま

す。）第67条の15）が適用されることを企図して、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口

数514,350口の整数倍の最大値となる1,120,768,650円を分配することとし、投資口1口当たりの利益分

配金は2,179円としました。

これに加え、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える

金銭の分配（以下「継続的利益超過分配」といいます。）を行うこととしています（注）。本投資法人

は、当面の間、対象営業期間の減価償却費の30％相当額を利益超過分配金額の目途としており、当期に

おいては、減価償却費の30％にほぼ相当する額である108,527,850円を継続的利益超過分配として分配

することとし、当期の投資口1口当たりの利益超過分配金は211円としました。この結果、1口当たりの

分配金は2,390円となりました。

（注）ただし、経済環境、不動産市場等の動向、保有資産の状況、本投資法人のLTV水準、財務状況等を総合的に勘案し、

利益を超えた金銭の分配を実施しない場合もあります。また、継続的な利益超過分配に加え、新投資口発行等の資金

調達や大規模な修繕等により投資口の希薄化又は多額の費用が発生し、一時的に1口当たり分配金の水準が一定程度

減少することが見込まれる場合には、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うこ

とがあります。ただし、継続的な利益超過分配と合わせて対象営業期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額

から前営業期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の60％に相当する金額を上限とします。
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（ロ）今後の見通し

a.　運用全般に関する見通し

ⅰ．外部成長戦略

本投資法人は、住友商事グループが多様な不動産開発において培った様々なノウハウが応用され

た先進的物流施設であるSOSiLAシリーズに重点投資を行います。

本投資法人は、蓄積した不動産開発ノウハウを活かし今後も継続的な物流不動産の開発が見込ま

れる住友商事と本資産運用会社との間で締結されたスポンサーサポート契約に基づく、将来的な優

先交渉権付与の対象となるSOSiLAシリーズを中心として、今後も継続的にポートフォリオを成長さ

せることを目指します。また、本投資法人は、住友商事グループが開発から運営管理まで一気通貫

して行うビジネスモデルによって、様々な手法で物流不動産の用地に係る権利を取得している点

も、外部成長に資するものと考えています。

 

ⅱ．内部成長戦略

本投資法人は、ロジスティクスマネジメント契約に基づき、本投資法人の保有物件に係るリーシ

ング業務及びテナントマネジメント業務を、幅広い顧客ネットワークを活用したリーシングが可能

な住友商事に委託します。本投資法人は、住友商事の幅広い顧客ネットワークを最大限活用して顧

客の物流不動産へのニーズをとらえたリーシング活動を行うことにより、高い稼働率を維持するこ

とが可能であると考えています。更に、住友商事グループは、開発から運営管理まで一気通貫して

行う住友商事グループのマネジメントによって、顧客のニーズを活かした物流施設のリーシングが

可能であり、外部のプロパティ・マネジメント（以下「PM」ということがあります。）会社等に頼

ることなく、物流施設の稼働率を高めることが可能な点も、SOSiLAシリーズ、ひいては本投資法人

の運用資産の安定的な運営に寄与すると、本投資法人は考えています。

 

ⅲ．財務戦略

本投資法人は、スポンサーである住友商事が有する高い信用力を背景に、また、住友商事グルー

プが有する金融機関とのリレーションも必要に応じて活用することで、金融機関と良好な関係を構

築することを企図しています。また、このような効率的な財務運営を行うことによって将来への成

長余力を残すとともに、減価償却費の30％を目途とした継続的な利益超過分配によって、安定的な

分配金水準の確保及び効率的なキャッシュマネジメントを目指します。

 

b.　決算後に生じた重要な事実

ⅰ．新投資口の発行

本投資法人は、2020年11月13日及び2020年11月24日開催の役員会の承認を受け、以下の条件にて

新投資口の発行を行い、2020年12月1日及び2020年12月29日に払込が完了しました。この結果、本

投資法人の出資総額（純額）は62,128百万円、発行済投資口の総口数は611,685口となりました。

 

(ⅰ)公募による新投資口発行（一般募集）

発行新投資口数 92,700口

発行価格 1口当たり118,206円

発行価格の総額 10,957,696,200円

発行価額 1口当たり114,144円

発行価額の総額 10,581,148,800円

払込期日 2020年12月1日
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(ⅱ)第三者割当による新投資口発行

発行新投資口数 4,635口

発行価額 1口当たり114,144円

発行価額の総額 529,057,440円

払込期日 2020年12月29日

割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

 

ⅱ．資金の借入れ

本投資法人は、以下のとおり資金の借入れを行いました。

区分 借入先
借入金額

（百万円）
利率

借入

実行日
返済期日 返済方法 担保

短期

(注1)

株式会社三井住友銀行 900
基準金利

＋0.15％

(注2)

(注3)

2020年

12月10日 2021年

11月30日

期限一括

返済

無担保

無保証

三井住友信託銀行株式会社 600

株式会社みずほ銀行 600

株式会社三井住友銀行 1,500

2020年

12月4日長期

(注1)

株式会社三井住友銀行 1,450

0.41755％

(注4)

2026年

11月30日

三井住友信託銀行株式会社 1,100

株式会社みずほ銀行 1,100

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 400

株式会社福岡銀行 400

株式会社日本政策投資銀行 200

みずほ信託銀行株式会社 200

株式会社三井住友銀行 1,450

0.55763％

(注4)

2028年

11月30日

三井住友信託銀行株式会社 1,100

株式会社みずほ銀行 1,100

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 400

株式会社福岡銀行 400

株式会社日本政策投資銀行 200

みずほ信託銀行株式会社 200

（注1）「短期」とは、借入実行日から返済期日までの期間が1年以下の借入れをいい、「長期」とは、借入実行日から返済期日までの期間が1年

超の借入れをいいます。

（注2）利払期日は、2020年12月30日を初回とし、その後は毎月末日及び返済期日です。

（注3）基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する当該利息期間に対応する1か月日本円TIBORです。

（注4）利払期日は、2021年2月26日を初回とし、その後は5月、8月、11月及び2月の各末日並びに返済期日です。

 

ⅲ．資産の取得

本投資法人は、規約に定める資産運用の方針に基づき、上記「ⅰ．新投資口の発行(ⅰ)公募によ

る新投資口発行（一般募集）」に記載の新投資口の発行による手取金及び借入金により、以下に掲

げる資産を取得しました。
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(ⅰ)SOSiLA海老名（準共有持分62％）

特定資産の種類 不動産信託受益権

取得価格 14,694百万円

取得日 2020年12月4日

所在地 神奈川県海老名市中新田五丁目1432番地

用途 物流不動産

敷地面積 33,816.68㎡(注)

延床面積 71,963.60㎡(注)

構造・階数 鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建

（注）「敷地面積」及び「延床面積」は当該物件全体に相当する数値を記載しています。

 

(ⅱ)SOSiLA西淀川Ⅱ

特定資産の種類 不動産信託受益権

取得価格 8,404百万円

取得日 2020年12月4日

所在地 大阪府大阪市西淀川区中島二丁目5番地26

用途 物流不動産

敷地面積 23,635.00㎡

延床面積 47,494.24㎡

構造・階数 鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
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（2）【投資法人の目的及び基本的性格】

①　投資法人の目的及び基本的性格

本投資法人は、投信法に基づき設立された投資法人であり、資産を主として不動産等資産（投資信託及び投

資法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」

といいます。）に定めるものをいいます。以下同じです。）に対する投資として運用することを目的として、

中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して資産の運用を行います（規約第27

条）。

 

②　投資法人の特色

本投資法人は、投信法に基づき、その資産を主として特定資産のうち不動産等資産に対する投資として運用

することを目的とします（規約第2条）。

本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人

の資産運用は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）（以下「金融商品取引

法」といいます。）上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。

（注1） 投資法人に関する法的枠組みは、大要以下のとおりです。

投資法人は、金融商品取引法上の金融商品取引業者等の一定の資格を有する設立企画人により設立されます。投資法人を設

立するには、設立企画人が規約を作成しなければなりません。規約とは、株式会社における定款に相当するものであり、投

資法人の商号、発行可能投資口総口数、資産運用の対象及び方針、金銭の分配の方針等を規定する投資法人の根本規則で

す。投資法人は、かかる規約に沿って運営されます。なお、規約は、投資法人の設立後には、投資主総会の特別決議により

変更することができます。

投資法人は、投資口を発行して、投資家より出資を受けます。投資口を有する者を投資主といい、投資主は、投資主総会を

通じて、一定の重要事項につき投資法人の意思決定に参画できるほか、投資法人に対して一定の権利を行使することができ

ますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは必ずしも同一ではありません。また、投資法人は、投信法に定める

ところに従って新投資口予約権証券を発行することができます。

投資法人には、その機関として、投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人が設置されます。執行役員は、

投資法人の業務を執行し、投資法人を代表します。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督します。執行役員及び監督役

員（以下「役員」ということがあります。）は役員会を構成し、かかる役員会は、執行役員の一定の重要な職務の執行に対

する承認、計算書類等（金銭の分配に係る計算書を含みます。）の承認等、投資法人の一定の業務の執行に係る重要な意思

決定を行います。更に、会計監査人は、投資法人の会計監査を行います。これらの執行役員、監督役員及び会計監査人はい

ずれも投資主総会において選任されます。投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人については、後記

「（4） 投資法人の機構　① 投資法人の統治に関する事項」をご参照ください。

投資法人は、規約に定める額を限度として、借入れを行うことができるほか、投資主の請求により投資口の払戻しをしない

旨を規約に定めたクローズド・エンド型の投資法人の場合には、規約に定める額を限度として、投資法人債を引き受ける者

を募集することもできます。また、投資法人は一定の要件を充足した場合に、短期投資法人債を発行することができます。

投資法人は、投資口及び投資法人債（短期投資法人債を含みます。以下同じです。）の発行による手取金及び借入金を、規

約に定める資産運用の対象及び方針に従い運用します。なお、投資法人がこのような資産の運用を行うためには、内閣総理

大臣の登録を受ける必要があります（以下、この登録を受けた投資法人を「登録投資法人」といいます。）。本投資法人の

資産運用の対象及び方針については、後記「2 投資方針　（1） 投資方針」及び同「（2） 投資対象」をご参照ください。

投資法人は、投資主に対して、規約で定めた金銭の分配の方針に従って、金銭の分配を行います。本投資法人の投資主に対

する分配方針については、後記「2 投資方針　（3） 分配方針」をご参照ください。

登録投資法人は、投信法上の資産運用会社（内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者（投資運用業を行うものに限

り、信託会社を除きます。））にその資産の運用に係る業務を委託しなければなりません。また、登録投資法人は、信託銀

行等の一定の資格を有する資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければなりません。更に、投資法人は、一

般事務受託者に投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務、投資主名簿等

に関する事務その他の事務を委託しなければなりません。資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者等については、

後記「（3） 投資法人の仕組み」をご参照ください。

（注2） 本投資口は、振替投資口（振替法第226条第1項に定める意味を有します。以下同じです。）です（振替投資口である本投資

口を、以下「本振替投資口」といいます。）。本振替投資口については、本投資法人は投資証券を発行することができず、

権利の帰属は振替口座簿の記載又は記録により定まります（振替法第226条第1項、第227条第1項）。なお、以下、本投資法

人が発行する投資証券を「本投資証券」ということとしますが、同時に本投資証券には、別途明記する場合を除き、本振替

投資口を含むものとします。

（注3） 本投資法人は、不動産等を運用財産とする匿名組合出資持分その他の投資ビークルに投資することがあります。
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（3）【投資法人の仕組み】

①　本投資法人の仕組図

 

 
（注） 住友商事は、本投資法人の特定関係法人（特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成5年大蔵省令第22号。そ

の後の改正を含みます。）第12条第3項に規定する特定関係法人をいいます。以下同じです。）に該当します。住友商事

は、本資産運用会社の親会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号。その後

の改正を含みます。）（以下「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」といいます。）第8条第3項に規定

する親会社をいいます。）です。
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②　本投資法人及び本投資法人の資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者等の名称、運営上の役割及び

関係業務の概要

 

運営上の役割 名称 関係業務の概要

投資法人 SOSiLA物流リート

投資法人

　規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、主として不動

産等資産に対する投資として運用を行います。

資産運用会社 住商リアルティ・

マネジメント株式会社

　本投資法人との間で2019年6月26日付の資産運用委託契約を締結

しています。

　投信法上の資産運用会社として、同契約に基づき、本投資法人の

規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係る業

務を行います（投信法第198条第1項）。

　本資産運用会社に委託された業務の内容は、（イ）本投資法人の

運用資産の運用に係る業務、（ロ）本投資法人の資金調達に係る業

務、（ハ）本投資法人への報告業務、（ニ）本投資法人の運用資産

に係る運用計画の策定業務及び（ホ）その他本投資法人が随時委託

する業務、上記（イ）から（ホ）までに付随し又は関連する業務

（本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含みます。）で

す。

資産保管会社

投資主名簿等管理人

一般事務受託者

 

三井住友信託銀行

株式会社

　本投資法人との間で2019年6月26日付の一般事務委託及び資産保

管委託契約を締結しています。同契約に基づき、投信法上の資産保

管会社（投信法第208条第1項）として、本投資法人の保有する資産

の保管に係る業務等を行います。また、同契約に基づき、投信法上

の一般事務受託者（投信法第117条第4号、第5号及び第6号）とし

て、（イ）本投資法人の計算に関する事務、（ロ）本投資法人の会

計帳簿の作成に関する事務、（ハ）本投資法人の納税に関する事務

及び（ニ）本投資法人の機関の運営に関する事務等を行います。

　更に、本投資法人の設立企画人たる本資産運用会社が2019年6月

20日付にて投資主名簿等管理事務委託契約を締結し、本投資法人

は、2019年6月26日付で当該契約上の地位を承継しています。同契

約に基づき、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第2号、第

3号及び第6号）として、投資主名簿等の作成、管理及び備置きその

他の投資主名簿等に関する事務並びに投資証券の発行に関する事務

等を行います。
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③　上記以外の本投資法人の関係法人

 

役割 名称 業務の内容

スポンサー

特定関係法人

（本資産運用会社

の親会社）

住友商事株式会社 　本資産運用会社は、2019年10月25日付で住友商事との間でスポン

サーサポート契約を締結しています。詳細については、後記「第二

部 投資法人の詳細情報　第3 管理及び運営　1 資産管理等の概

要　（5） その他　④ 関係法人との契約の更改等に関する手続」

をご参照ください。

また、本投資法人は、2019年6月26日付で住友商事との間で商標

使用許諾契約を締結しており、住友商事は本投資法人に対して

「SOSiLA」の商標の使用を許諾しています。また、本投資法人は、

2019年10月25日付で住友商事との間でロジスティクスマネジメント

契約を締結しています。それぞれの詳細については、後記「第二部

投資法人の詳細情報　第3 管理及び運営　1 資産管理等の概要　

（5） その他　④ 関係法人との契約の更改等に関する手続」をご

参照ください。

　また、住友商事は本資産運用会社の親会社です。

特定関係法人 ＳＭＦＬみらいパート

ナーズ株式会社

ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、本資産運用会社の親会

社である住友商事が50％の株式を保有する三井住友ファイナンス＆

リース株式会社の100％子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいいます。）で

す。

ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、本投資法人の保有資産

の一部の前信託受益者です。2020年11月期（第2期）の末日から過

去3年間において、本投資法人とＳＭＦＬみらいパートナーズ株式

会社との間で本投資法人が不動産等及び不動産等を信託する信託の

受益権の取得の対価として支払を行った金額の合計額が、同期間中

に本投資法人が不動産等及び不動産等を信託する信託の受益権の取

得の対価として支払った金額の合計額の20％以上に相当するものと

なったため、本投資法人の特定関係法人に該当します。
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（4）【投資法人の機構】

①　投資法人の統治に関する事項

（イ）　機関の内容

本投資法人の執行役員は1名以上、監督役員は2名以上（ただし、執行役員の員数に1を加えた数以上と

します。）とされています（規約第16条）。

本書の日付現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、

監督役員2名、執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。

a.　投資主総会

投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総

会にて決定されます。投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、投資主総会に

出席した投資主の議決権の過半数によって行います（規約第11条第1項）が、役員の解任（規約第11条第2

項第1号）、本投資法人と本資産運用会社との間の資産の運用に係る業務の委託契約の承認及び解約（規

約第11条第2項第2号及び第3号）にかかる決議、並びに、規約の変更（投信法第140条）等の投信法第93条

の2第2項に定める決議については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当

該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行われます（特別決議）（投信法第93条の2第2

項）。ただし、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その

投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議

案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなします（投信法第93条

第1項、規約第14条第1項）。

本投資法人の資産運用の対象及び方針は、本投資法人の規約に定められています（規約第7章）。かか

る規約中に定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記のとおり投資主総会の特別決議

による規約の変更が必要となります。

本投資法人の投資主総会は、2021年8月1日及び同日以後遅滞なく招集され、以後、隔年毎の8月1日及び

同日以後遅滞なく招集されます（規約第9条第3項）。

また、本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用に

係る業務を委託しています。本資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同意を

得なければならず、執行役員は、かかる同意を与えるためには原則として投資主総会の承認を受けること

が必要となります（投信法第205条）。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則と

して投資主総会の決議が必要です（投信法第206条第1項）。なお、上記のとおり、かかる解約に関する投

資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決

権の3分の2以上にあたる多数をもって行います（規約第11条第2項第3号）。

 

b.　執行役員、監督役員及び役員会

執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する

一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しています（投信法第109条第1項、第5項、会社法（平成

17年法律第86号。その後の改正を含みます。）（以下「会社法」といいます。）第349条第4項）。ただ

し、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務委託、資産運用委託契約又は資産保管委託契約の締結、

本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意その他投信法に定められた一定の職務執行につい

ては、役員会の承認を受けなければなりません（投信法第109条第2項）。監督役員は、執行役員の職務の

執行を監督する権限を有しています（投信法第111条第1項）。また、役員会は、一定の職務執行に関する

上記の承認権限を有する（投信法第109条第2項）ほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職

務の執行を監督する権限を有しています（投信法第114条第1項）。役員会の決議は、法令又は規約に別段

の定めがない限り、議決に加わることのできる役員の過半数が出席のうえ、出席者の過半数をもって行い

ます（投信法第115条第1項、会社法第369条第1項、規約第21条）。

投信法の規定（投信法第115条第1項、会社法第369条第2項）において、決議について特別の利害関係を

有する役員は議決に加わることができないこと及びその場合には当該執行役員又は監督役員の数は出席し

た執行役員又は監督役員の数に算入しないことが定められています。

執行役員又は監督役員は、その任務を怠ったときには、本投資法人に対し、これによって生じた損害を

賠償する責任を負いますが（投信法第115条の6第1項）、本投資法人は、投信法の規定（投信法第115条の

6第7項）により、規約をもって、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が

ない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その

他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、

役員会の決議によって前記賠償責任を免除することができます（規約第19条）。
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c.　会計監査人

本投資法人は、ＥＹ新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法

人の計算書類等の監査を行う（投信法第115条の2第1項）とともに、その職務を行うに際して執行役員の

職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合にお

ける監督役員への報告その他法令で定める職務を行います（投信法第115条の3第1項等）。

会計監査人は、その任務を怠ったときには、本投資法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責

任を負いますが（投信法第115条の6第1項）、本投資法人は、投信法の規定（投信法第115条の6第7項）に

より、規約をもって、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責

任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認

めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって前記賠償責

任を免除することができます（規約第26条）。

 

（ロ）　内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続

本投資法人の役員会は、執行役員1名及び執行役員の職務の執行を監督する監督役員2名で構成されてい

ます。2名の監督役員は、それぞれ本投資法人及び本資産運用会社と利害関係のない公認会計士及び弁護

士で構成されています。

監督役員は、法令に別段の定めがない限り、投資主総会の決議によって選任され、任期は2年となって

います。ただし、投資主総会の決議によって、法令の定める範囲内で、その任期を短縮又は延長すること

を妨げないものとされています。また、補欠又は増員のために選任された役員の任期は、前任者又は在任

者の残存期間と同一とされています（規約第17条第1項、第2項）。

役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがない限り、議決に加わることのできる役員の過半数が出

席のうえ、出席者の過半数をもって行うものとされています（投信法第115条第1項、会社法第369条第1

項、規約第21条）。

本投資法人は、役員会において前記のような監督役員による監督の組織等を構成することにより厳格な

内部管理体制を構築しています。

 

（ハ）　内部管理、監督役員による監督及び会計監査の相互連携

本投資法人の役員会は、執行役員と監督役員により構成され、少なくとも3か月に一度開催されるもの

と定められています。役員会においては、執行役員による業務執行状況等に関する報告に加え、必要に応

じて本資産運用会社や一般事務受託者等の役職員から業務執行状況の詳細について報告が行われます。

各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から業務執行状況等の報告を受け、必要に応じ

て本資産運用会社の役職員に資産運用状況等の報告を求めます。

一方で、会計監査人は、決算期（毎年5月末日及び11月末日。ただし、第1期は2020年5月末日です。）

毎に本投資法人の計算書類等の監査を行い、これらの承認を付議する役員会に先立ち監査報告会を開催

し、監査内容を監督役員に報告します。また、会計監査人は、その職務を遂行するに際して執行役員の職

務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅

滞なくこれを監督役員に報告しなければなりません（投信法第115条の3第1項）。

 

（ニ）　投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況

a.　本資産運用会社に対する管理体制

執行役員又は監督役員は、必要と認めるときは、本資産運用会社の役職員を役員会に同席させ、業務執

行等について説明をさせることができます。

 

b.　一般事務受託者及び資産保管会社等に対する管理体制

執行役員又は監督役員は、必要と認めるときは、一般事務受託者及び資産保管会社の役職員を役員会に

同席させ、業務執行等について説明をさせることができます。

 

c.　その他の関係法人に対する管理体制

執行役員又は監督役員は、上記以外の関係法人についても、必要と認めるときは、本資産運用会社を通

じて又はその他の方法により、その業務の状況の把握に努めます。
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②　投資法人の運用体制

前記「① 投資法人の統治に関する事項」に記載のとおり、本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委

託して行います。

（イ）　業務運営の組織体制

本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下のとおりです。

 

 

　本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。

　本資産運用会社の各種業務は、本投資法人を担当する上場リート事業部、SCリアルティプライベート投

資法人（以下「私募リート」ということがあります。）を担当する私募リート事業部、私募ファンド等

（注）を担当する投資運用第1部及び投資運用第2部並びにその上位組織である私募ファンド本部、各部の

共通部署である業務管理部及び事業企画部、上場リート事業部と私募リート事業部の共通部署であるリー

トマネジメント部及び共通部署である各部の連携を図り監督する業務を担うコーポレート本部に分掌され

ます。

（注） 「私募ファンド等」とは、本資産運用会社が投資一任業務又は投資助言業務を受託した私募ファンド及び事業会社をい

います。以下同じです。

　また、本投資法人の資産の運用に関する審議を行う機関として上場リート投資委員会を、私募リートの

資産の運用に関する審議を行う機関として私募リート投資委員会を、私募ファンド等の資産の運用に関す

る審議を行う機関として私募ファンド委員会を、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプ

ライアンス・リスク管理委員会を設置します。
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（ロ）　本資産運用会社の各組織の業務分掌体制

各組織の主な業務は、以下のとおりです。なお、本「② 投資法人の運用体制」に記載の組織・機関

は、本投資法人の資産運用だけではなく、私募リート及び私募ファンド等の資産運用並びにその他の業務

にも関与していますが、以下では主に本投資法人の資産運用に関する事項を記載しています。

 

組織 担当する業務

取締役会 ＜決議事項＞

・株式、株主総会に関する事項

ⅰ.株式に関する取扱い

ⅱ.株主総会の招集の決定並びにこれに提出する議案

・組織、人事に関する事項

ⅰ.支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

ⅱ.支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

ⅲ.内部統制に関する体制の整備

・財務、経理に関する事項

ⅰ.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認

ⅱ.中間配当の決定

・重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財

・取締役、取締役会に関する事項

ⅰ.代表取締役の選定及び解職

ⅱ.役付取締役の選定及び解職

ⅲ.取締役の競業取引の承認

ⅳ.会社と取締役間の利益相反取引の承認

ⅴ.取締役会の組織、運営に関する事項

・その他の重要な業務執行

・株主総会の決議によりその決定を委任された事項

・その他法令又は定款に定める事項及び取締役会又は取締役社長において必要と

認める事項

上場リート

事業部

・本投資法人の資産運用ガイドラインの策定に関する事項

・本投資法人の年度運用管理計画の起案に関する事項

・本投資法人の運用資産の取得及び売却業務に関する事項

・本投資法人の運用資産の運営管理業務（賃貸及び維持管理等）に関する事項

・所管業務に係る苦情等の処理についての対応に関する事項

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項

・その他付随、関連する事項
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組織 担当する業務

コーポレート本部 ・リートマネジメント部、事業企画部及び業務管理部の業務の監督に関する事項

・リートマネジメント部、事業企画部及び業務管理部の相互連携の促進に関する

事項

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項

・その他付随、関連する事項

 

 

リート

マネジメント部

・本投資法人の財務運営業務（資金調達、経理及び決算、配当政策、資金管理

等）に関する事項

・本投資法人の投資主総会及び役員会の運営支援並びに役員の業務支援に関する

事項

・上場リート投資委員会の運営に関する事項

・本投資法人に関する投資主からの照会への対応、本投資法人に関するＩＲ、情

報開示等に関する事項

・本投資法人の資産管理計画書の起案に関する事項

・所管業務に係る苦情等の処理についての対応に関する事項

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項

・その他付随、関連する事項

 事業企画部 ・本資産運用会社の全社方針、経営計画等の経営管理に関する事項

・新規事業企画に関する事項

・本資産運用会社の中長期計画の企画、立案、策定に関する事項

・本資産運用会社の広報に関する事項

・物件情報の入手及び一元管理に関する事項

・所管業務に係る苦情等の処理についての対応に関する事項

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項

・その他付随、関連する事項

  技術チーム ・建物関連の技術サポートに関する事項

・その他付随、関連する事項

  市場調査チーム ・市場調査に関する事項

・その他付随、関連する事項

  ESG推進チーム ・ESGの推進に関する事項

・その他付随、関連する事項

 業務管理部 ・本資産運用会社の予算管理等に関する事項

・本資産運用会社の総務関連業務（株式、株主総会、取締役会、商業登記、公印

の管理、組織、社内規程・規則の制定改廃及び管理、行政機関及び自主規制機

関等への届出、文書管理等）に関する事項

・本資産運用会社の人事関連業務（社員の採用、給与服務管理等）に関する事項

・本資産運用会社の資金調達、財務、配当政策、主計、会計、税務、決算及び監

査対応に関する事項

・本資産運用会社の情報システム及び情報セキュリティに関する事項

・本資産運用会社の防災、安全対策及び危機管理に関する事項

・本資産運用会社の契約管理、ライセンス管理に関する事項

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項

・その他本資産運用会社の業務で他の部又は室に属しない事項

・その他付随、関連する事項

  研修チーム ・本資産運用会社の社員の研修（コンプライアンスに関する事項を除く。）に関

する事項

・その他付随、関連する事項

 

EDINET提出書類

ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人(E35254)

有価証券報告書（内国投資証券）

 16/172



 

組織 担当する業務

コンプライアン

ス室

・コンプライアンス全般に関する事項

・コンプライアンスに関する各種施策の立案、実施に関する事項

・コンプライアンスに関する社内ルールの策定並びに管理に関する事項

・金融商品取引関連法規（法令、諸規則、社内規程、コンプライアンス・マニュ

アル等（本「② 投資法人の運用体制」において、以下「法令諸規則」と総称

します。））及びコンプライアンスに関する情報の周知に関する事項

・法令諸規則の遵守状況の検証及び監督指導に関する事項

・上場リート投資委員会付議事項の法令諸規則準拠性に係る審査に関する事項

・法人関係情報の管理に関する事項

・内部情報の漏洩防止等、内部情報の管理に関する事項

・広告審査に関する事項

・本資産運用会社のリスク管理の統括に関する事項

・コンプライアンス・リスク管理委員会の運営に関する事項

・苦情処理の統括に関する事項

・法務関連業務（契約・法律に係る相談、法務に係る企画、情報収集、社内啓蒙

等）に関する事項

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項

・その他付随、関連する事項

内部監査室 ・内部監査の統括に関する事項

・内部監査計画の立案に関する事項

・内部監査の実施に関する事項

・内部監査報告に関する事項

・所管業務に係る帳簿書類、報告書の作成及び管理に関する事項

・その他付随、関連する事項

上場リート

投資委員会

・上場リート投資委員会規程の制定及び改廃

・本投資法人の資産の運用に係る基本方針である資産運用ガイドラインの策定及

び改定

・一般社団法人投資信託協会（以下「投信協会」ということがあります。）の規

則に定められる本投資法人に係る資産管理計画書の策定及び改定

・本投資法人の年度運用管理計画の策定及び改定

・本投資法人による運用資産の取得及び売却に関する決定及び変更

・年度運用管理計画に規定されていない本投資法人の運用資産の賃貸（年間賃料

が100百万円以下のものを除きます。また、かかる賃貸借契約の更新又は再契

約（更新前後又は再契約前後の賃料が前記金額以下のもの）を除きます。）及

び管理（緊急修繕工事に関するもの及び発注金額が30百万円以下の取引を除き

ます。）についての決定及び変更

・本投資法人の資金調達に関する事項

・本投資法人の分配金政策に係る基本的な方針の策定及び変更に関する事項

・本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との取

引の審議及び決議

・その他の本投資法人のための投資判断に係る重要事項

・その他投資法人資産運用業務に関して委員長が必要と認める事項
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組織 担当する業務

コンプライアン

ス・リスク管理

委員会

・コンプライアンス・マニュアルの策定及び改定

・コンプライアンス・プログラムの策定及び改定

・コンプライアンス規程、リスク管理規程その他コンプライアンス・リスク管理

委員会の決議事項とされた社内規程の制定及び改廃

・本資産運用会社の利害関係者取引規程によりコンプライアンス・リスク管理委

員会の承認が必要とされる利害関係者との取引に係る承認

・上場リート投資委員会の決議事項のうち、コンプライアンス室長がコンプライ

アンス上の問題（後記「第二部 投資法人の詳細情報　第3 管理及び運営　2

利害関係人との取引制限　（2） 利害関係者取引規程」に定義します。以下同

じです。）があると判断した事項についてのコンプライアンス又はリスク管理

上の問題の有無に関する事項

・コンプライアンス又はリスク管理上、不適切な行為又は不適切であるとの疑義

がある行為に対する改善措置又は将来における防止措置等の決定及び改定

・重要な苦情・事故処理の対応策の承認

・その他、コンプライアンス室長がコンプライアンス又はリスク管理に疑義があ

ると判断した事項についてのコンプライアンス又はリスク管理上の問題の有無

に関する事項

・その他、社内規程によってコンプライアンス・リスク管理委員会の承認を要す

るとされた事項

・上記各号に準ずるコンプライアンス上の重要な事項
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（ハ）　委員会の概要

上場リート投資委員会及びコンプライアンス・リスク管理委員会の概要は、以下のとおりです。

a.　上場リート投資委員会

 

委員 取締役社長（委員長）、上場リート事業部長、リートマネジメント部長、コーポレート本部

長、コンプライアンス室長及び外部委員（本資産運用会社と利害関係のない不動産鑑定士と

します。必要に応じ補欠外部委員を選任することができ、補欠外部委員は事故その他の事情

により外部委員が本委員会に出席できないとき等に外部委員に代わって本委員会の委員とな

ります。）（注）

審議内容 ⅰ. 上場リート投資委員会規程の制定及び改廃

ⅱ. 本投資法人の資産の運用に係る基本方針である資産運用ガイドラインの策定及び改定

ⅲ. 投信協会の規則に定められる本投資法人に係る資産管理計画書の策定及び改定

ⅳ. 本投資法人の年度運用管理計画の策定及び改定

ⅴ. 本投資法人による運用資産の取得及び売却に関する決定及び変更

ⅵ. 年度運用管理計画に規定されていない本投資法人の運用資産の賃貸（年間賃料が100百

万円以下のものを除きます。また、かかる賃貸借契約の更新又は再契約（更新前後又は

再契約前後の賃料が前記金額以下のもの）を除きます。）及び管理（緊急修繕工事に関

するもの及び発注金額が30百万円以下の取引を除きます。）についての決定及び変更

ⅶ. 本投資法人の資金調達に関する事項

ⅷ. 本投資法人の分配金政策に係る基本的な方針の策定及び変更に関する事項

ⅸ. 本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との取引の審議

及び決議

ⅹ. その他の本投資法人のための投資判断に係る重要事項

xⅰ.その他投資法人資産運用業に関して委員長が必要と認める事項

審議方法等 上場リート投資委員会は、対象となる議案について議決権を有する委員の過半数（ただ

し、不動産関連資産の取得又は売却に係る議案に関しては、必ず外部委員を含むものとしま

す。）及びコンプライアンス室長の出席（電話会議等によって参加した者の人数を含みま

す。以下同じです。）により成立し、対象となる議案について議決権を有する出席委員の過

半数（ただし、3人以上の委員の賛成を必要とし、不動産関連資産の取得又は売却に係る議

案に関しては、外部委員の賛成を必要とします。）の賛成により決定されます。

委員は1人につき1個の議決権を有するものとします。ただし、コンプライアンス室長は議

決権を有しないものとします。また、対象となる議案について特別の利害関係を有する委員

は、決議に加わることができないものとします。なお、職位を兼任している場合であっても

議決権は各委員につき1個とします。

委員長は、上場リート投資委員会の議案に関する有識者を上場リート投資委員会に同席さ

せて、その意見を求めることができます。また、委員長は、起案部室等の役職員に議案の説

明を行わせることができます。

コンプライアンス室長は、上場リート投資委員会における議事進行等の手続及び審議内容

について、コンプライアンス上の問題があると判断した場合、上場リート投資委員会の審

議・決議を中止することができます。

（注） 本書の日付現在、外部委員には、本投資法人及び本資産運用会社との間に特別の利害関係を有していない不動産鑑定士

1名が就任しています。
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b.　コンプライアンス・リスク管理委員会

 

委員 取締役社長、コーポレート本部長、コンプライアンス室長（委員長）及び外部委員（本資産

運用会社と利害関係のない弁護士とします。必要に応じ補欠外部委員を選任することがで

き、補欠外部委員は事故その他の事情により外部委員が本委員会に出席できないとき等に外

部委員に代わって本委員会の委員となります。）（注）

審議内容 ⅰ. コンプライアンス・マニュアルの策定及び改定

ⅱ. コンプライアンス・プログラムの策定及び改定

ⅲ. コンプライアンス規程、リスク管理規程その他コンプライアンス・リスク管理委員会の

決議事項とされた社内規程の制定及び改廃

ⅳ. 本資産運用会社の利害関係者取引規程によりコンプライアンス・リスク管理委員会の承

認が必要とされる利害関係者との取引に係る承認

ⅴ. 上場リート投資委員会の決議事項のうち、コンプライアンス室長がコンプライアンス上

の問題があると判断した事項についてのコンプライアンス又はリスク管理上の問題の有

無に関する事項

ⅵ. コンプライアンス又はリスク管理上、不適切な行為又は不適切であるとの疑義がある行

為に対する改善措置又は将来における防止措置等の決定及び改定

ⅶ. 重要な苦情・事故処理の対応策の承認

ⅷ. その他、コンプライアンス室長がコンプライアンス又はリスク管理に疑義があると判断

した事項についてのコンプライアンス又はリスク管理上の問題の有無に関する事項

ⅸ. その他、社内規程によってコンプライアンス・リスク管理委員会の承認を要するとされ

た事項

ⅹ. 上記ⅰ.からⅸ.までに準ずるコンプライアンス上の重要な事項

審議方法等 コンプライアンス・リスク管理委員会は、対象となる議案について議決権を有する委員の

過半数（ただし、必ず委員長を含むものとします。また、利害関係者との取引に係る議案に

関しては、必ず外部委員を含むものとします。）の出席（電話会議等によって参加した者の

人数を含みます。以下同じです。）により成立し、対象となる議案について議決権を有する

出席委員の過半数（ただし、3人以上の委員の賛成を必要とし、かつ委員長の賛成を必要と

します。また、利害関係者との取引に係る議案に関しては、必ず外部委員の賛成を必要とし

ます。）の賛成により決定されます。

委員は1人につき1個の議決権を有するものとします。ただし、対象となる議案について特

別の利害関係を有する委員は、決議に加わることができないものとします。なお、職位を兼

任している場合であっても議決権は各委員につき1個とします。

委員長は、コンプライアンス・リスク管理委員会の議案に関する有識者をコンプライアン

ス・リスク管理委員会に同席させて、その意見を求めることができます。また、委員長は、

起案部室等の役職員に議案の説明を行わせることができます。

（注） 本書の日付現在、外部委員には、本投資法人及び本資産運用会社との間に特別の利害関係を有していない弁護士1名が

就任しています。
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③　投資運用の意思決定機構

本資産運用会社は、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会社として、本投資法人の資産運用に

関連し、資産運用ガイドラインや資産管理計画書及び年度運用管理計画（以下「資産運用ガイドライン等」と

総称します。）を作成し、投資運用に関する基本的な考え方について定めます。

本資産運用会社における本投資法人に関する事項の意思決定プロセスは以下のとおりです。

（イ）　資産の運用に係る投資方針の決定を行う社内組織に関する事項

　資産運用ガイドライン等の決定及び変更については、上場リート事業部（ただし、資産管理計画書につ

いてはリートマネジメント部。以下、本「③ 投資運用の意思決定機構」において同じです。）によりコ

ンプライアンス室長に対し、審査・承認申請され、コンプライアンス室長がコンプライアンス上の問題の

有無について審査・承認し、上場リート投資委員会における審議・決議を経た上で、最終的に決定されま

す。

a.　上場リート事業部による起案から上場リート投資委員会への上程まで

上場リート事業部が資産運用ガイドライン等を起案します。

上場リート事業部は、当該資産運用ガイドライン等の案及びそれに付随関連する資料をコンプライアン

ス室長に提出し、審査・承認申請を行い、コンプライアンス上の問題の有無に関して審査を受け、その承

認を得なければなりません。また、コンプライアンス室長がコンプライアンス上の問題について検討する

ためにコンプライアンス・リスク管理委員会に付議する必要があると判断した場合、コンプライアンス室

長はコンプライアンス・リスク管理委員会を招集し、コンプライアンス・リスク管理委員会においてコン

プライアンス上の問題の有無を審議します。コンプライアンス室長（コンプライアンス・リスク管理委員

会で審議された場合はコンプライアンス・リスク管理委員会。本「（イ） 資産の運用に係る投資方針の

決定を行う社内組織に関する事項」において、以下同じです。）は、コンプライアンス上の問題がないと

判断した場合、当該案を承認します。

上場リート事業部は、コンプライアンス室長の承認を受けた当該資産運用ガイドライン等の案を上場

リート投資委員会に上程します。

コンプライアンス室長が当該資産運用ガイドライン等の案についてコンプライアンス上の問題が存在す

ると判断した場合、上場リート事業部に対して当該資産運用ガイドライン等の案の修正及び再提出又は廃

案を指示します。修正及び再提出の指示を受けた資産運用ガイドライン等の案については、修正後に再度

コンプライアンス室長によるコンプライアンス上の問題の有無に関する審査を受け、その承認を得た後で

なければ、上場リート事業部は、上場リート投資委員会に上程することができないものとします。また、

廃案の指示を受けた資産運用ガイドライン等の案は、上場リート投資委員会に上程することができないも

のとします。

 

b.　上場リート投資委員会における審議及び決議

上場リート投資委員会は、資産運用ガイドライン等の案について、本投資法人の規約との整合性、不動

産市場の動向及び本投資法人のポートフォリオの内容等、本投資法人の資産運用における投資戦略等の観

点から、資産運用ガイドライン等の案の内容を検討し、その採否につき決議します。ただし、コンプライ

アンス室長は、上場リート投資委員会における議事進行等の手続及び審議内容について、コンプライアン

ス上の問題があると判断した場合、上場リート投資委員会の審議・決議の中止を指示することができま

す。なお、上場リート投資委員会の承認が得られない場合、上場リート投資委員会は上場リート事業部に

問題点等を指摘し、資産運用ガイドライン等の案の修正及び再提出又は廃棄を指示します。

資産運用ガイドライン等の案は、上場リート投資委員会の決議をもって、本資産運用会社で決定された

こととなります。
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c.　取締役会及び本投資法人への報告

上場リート事業部は、上場リート投資委員会における審議及び決議を経て決定された資産運用ガイドラ

イン等及びその付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。ただし、取締役会の開催時期

等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告するこ

とをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。

また、上場リート事業部は、上場リート投資委員会における審議及び決議を経て決定された資産運用ガ

イドライン等及びその付随関連資料を、本投資法人へ報告するものとします。

 

d.　資産運用ガイドライン等に関する意思決定フローは、以下のとおりです。
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（ロ）　資産の運用を行う部門における運用体制

a.　資産の運用に関する事項

上場リート事業部長は、前記「（イ） 資産の運用に係る投資方針の決定を行う社内組織に関する事

項」の手続を経て決定された資産運用ガイドライン等に基づき、同部の担当者に対して具体的な運用につ

いて指示します。本投資法人の資産の具体的な運用については、前記「② 投資法人の運用体制　（ロ）

本資産運用会社の各組織の業務分掌体制」に記載された業務分担に応じて、上場リート事業部が主管し、

リートマネジメント部とともにこれを行います。

 

b.　資産の取得に関する事項

ⅰ.　上場リート事業部による起案から上場リート投資委員会への上程まで

上場リート事業部が不動産関連資産の取得計画案を起案します。

上場リート事業部は、当該取得計画案及びそれに付随関連する資料をコンプライアンス室長に提出

し、審査・承認申請を行い、コンプライアンス上の問題の有無に関して審査を受け、その承認を得

なければなりません。また、コンプライアンス室長がコンプライアンス上の問題について検討する

ためにコンプライアンス・リスク管理委員会に付議する必要があると判断した場合、コンプライア

ンス室長はコンプライアンス・リスク管理委員会を招集し、コンプライアンス・リスク管理委員会

においてコンプライアンス上の問題の有無を審議します。なお、上記にかかわらず、当該取得計画

案に係る取引が利害関係者との取引である場合、コンプライアンス室長は、必ずコンプライアン

ス・リスク管理委員会を招集し、コンプライアンス・リスク管理委員会においてコンプライアンス

上の問題の有無を審議し、その承認を得なければならないものとします。

コンプライアンス室長（コンプライアンス・リスク管理委員会で審議された場合はコンプライアン

ス・リスク管理委員会。以下、本ⅰ.において同じです。）は、コンプライアンス上の問題がない

と判断した場合、当該取得計画案を承認します。

上場リート事業部は、コンプライアンス室長の承認を受けた当該取得計画案を上場リート投資委員

会に上程します。

コンプライアンス室長が当該取得計画案についてコンプライアンス上の問題が存在すると判断した

場合、上場リート事業部に対して取得の中止又は内容の変更を指示します。内容の変更を受けた取

得計画案については、内容の変更を行った後に再度、コンプライアンス室長によるコンプライアン

ス上の問題の有無に関する審査を受け、その承認を得た後でなければ、上場リート事業部は、上場

リート投資委員会に上程することができないものとします。また、中止の指示を受けた取得計画案

は、上場リート投資委員会に上程することができないものとします。

ⅱ.　上場リート投資委員会における審議及び決議

本投資法人の資産運用ガイドライン等に適合していることを確認するとともに、物件デュー・ディ

リジェンスの結果を踏まえた適正な取得価格であるか等の審議を行い、当該不動産関連資産に関す

る取得の実行及び取得価格の承認を含めた決議を行います。ただし、コンプライアンス室長は、上

場リート投資委員会における議事進行等の手続及び審議内容について、コンプライアンス上の問題

があると判断した場合、上場リート投資委員会の審議・決議の中止を指示することができます。な

お、上場リート投資委員会の承認が得られない場合は、上場リート投資委員会は上場リート事業部

に問題点等を指摘し、当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示します。

当該取得計画は、当該上場リート投資委員会の決議をもって、本資産運用会社で決定されたことと

なります。

ただし、当該取得計画案に係る取引が利害関係者との取引である場合において、当該取引が投信法

第201条の2第1項に定める本投資法人と本資産運用会社の利害関係人等（投信法第201条第1項に定

義される利害関係人等を意味します。）との取引に該当する場合は、本ⅱ.の上場リート投資委員

会で当該取得計画案が承認された後に、本資産運用会社は当該取引に先立ち当該取得計画案につい

て本投資法人の役員会の承認を得るものとします。

この場合において、本投資法人の役員会が当該取得計画案を承認せず、本資産運用会社に対して当

該取得計画案の内容の変更を指示した場合、上場リート事業部は、内容の変更を行った後に再度コ

ンプライアンス室長によるコンプライアンス上の問題の有無に関する審査・承認を受け、更にコン

プライアンス・リスク管理委員会の審議・承認を得た後でなければ、上場リート投資委員会に当該

取得計画案を上程することができないものとし、かかる変更後の取得計画案につき再度上場リート

投資委員会の承認を得た後でなければ、本投資法人の役員会の承認を求めることができないものと

します。また、本投資法人の役員会から中止の指示を受けた取得計画案については、廃案にするも

のとします。

ⅲ.　取締役会及び本投資法人への報告

上場リート事業部は、上場リート投資委員会における審議及び決議を経て決定された取得計画及び

その付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。ただし、取締役会の開催時期等に

鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告する

ことをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。なお、上記取得計画が上記
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ⅱ.に定める本投資法人と本資産運用会社の利害関係人等との取引に係る議案である場合、上記報

告は、本投資法人役員会の承認が得られた後に行うものとします。

また、上場リート事業部は、上場リート投資委員会における審議及び決議を経て決定された取得計

画及びその付随関連資料を、本投資法人へ報告するものとします。ただし、上記ⅱ.に基づき、取

得計画につき本投資法人の役員会承認を求めた場合は、この限りではありません。

ⅳ.　取得計画の実行

当該取得計画が上場リート投資委員会における審議及び決議を経て決定された場合（上記ⅱ.によ

り本投資法人の役員会の承認が必要とされる場合には、当該承認を得た場合）、当該取得計画の内

容に従って、当該不動産関連資産の取得業務を行います。

ⅴ.　資産の取得に関する意思決定フローは、以下のとおりです。なお、資産の処分についても、資産の

取得と同様の意思決定フローに基づき実行されます。
 

 

c.　ローテーションルールに関する事項

本資産運用会社は、投資法人資産運用業務においては本投資法人及び私募リートに対して善管注意義務

を負っており、また投資一任業務及び投資助言業務においては私募ファンド等に対して善管注意義務を

負っていることから、第三者からの不動産関連資産の売却に関する情報（以下「物件情報」といいま

す。）を本資産運用会社が入手した場合、以下のローテーションルールに従い、物件取得に係る検討・判

断について、私募リート、本投資法人及び私募ファンド等との間の優先順位を定めることにより、本資産

運用会社が恣意的な行動により利益相反行為を行うことを防止します。

ⅰ. 事業企画部は、本資産運用会社が第三者から入手した物件情報を、同部において一元的に管理するも

のとします。本資産運用会社の役職員は、第三者から物件情報を入手したときは、遅滞なく事業企画

部に提供するものとします。事業企画部は、物件情報の提供を受けた後、記録を作成するとともに、

①当該物件情報が物流不動産及びインダストリアル不動産に係る物件情報である場合には、下記ⅱ-

1.乃至ⅱ-3.及びⅳ.の優先順位に従って、②当該物件情報が物流不動産及びインダストリアル不動産

以外の物件に係る物件情報である場合には、下記ⅲ-1.、ⅲ-2.及びⅳ.の優先順位に従って、それぞ

れ私募リート、本投資法人又は私募ファンド等の物件の取得業務を所管する部署に物件情報を提供す

るものとします。

ⅱ-1. 事業企画部は、物流不動産及びインダストリアル不動産に係る物件情報の提供を受けた場合、本投資

法人（本投資法人に取得させることを目的として一時的にSPC等を組成して取得する場合は、当該SPC

等も含みます。以下、本c.において同じです。）を第一順位者としてその取得を優先して検討させる

ものとし、上場リート事業部に当該物件情報を提供するものとします。ただし、事業企画部は、検討

対象となる物件が本投資法人のための資産運用ガイドラインの定め等により本投資法人の投資対象と

できない物件等であると判断した場合は、本投資法人への当該物件情報提供を行わないことができる

ものとします。
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ⅱ-2. 上場リート事業部は、前記ⅱ-1.に基づき情報提供を受けた後、当該物件の取得を検討しない旨の判

断又は検討の結果取得しない旨（以下「優先検討権辞退」といいます。）の判断を行った場合、その

旨及び理由を事業企画部及びコンプライアンス室に報告するものとします。この場合、コンプライア

ンス室において、優先検討権辞退の経緯及び理由を確認するものとし、コンプライアンス室長がコン

プライアンス上の問題があると判断した場合は、上場リート事業部において再検討するものとしま

す。コンプライアンス上の問題がないと判断した場合は、当該物件情報については、第二順位者であ

る私募リート（私募リートに取得させることを目的として一時的にSPC等を組成して取得する場合

は、当該SPC等も含みます。以下、本c.において同じです。）に取得を検討させるものとし、事業企

画部は私募リート事業部に当該物件情報を提供することができるものとします。ただし、事業企画部

は、検討対象となる物件が私募リートのための資産運用ガイドラインの定め等により私募リートの投

資対象とできない物件等であると判断した場合は、私募リートへの当該物件情報提供を行わないこと

ができるものとします。

ⅱ-3. 私募リート事業部は、前記ⅱ-2.に基づき情報提供を受けた後、優先検討権辞退の判断を行った場

合、その旨及び理由を事業企画部及びコンプライアンス室に報告するものとします。この場合、コン

プライアンス室において、優先検討権辞退の経緯及び理由を確認するものとし、コンプライアンス室

長がコンプライアンス上の問題があると判断した場合は、私募リート事業部において再検討するもの

とします。コンプライアンス上の問題がないと判断した場合は、当該物件情報については、第三順位

者である私募ファンド等に取得を検討させるものとし、事業企画部は私募ファンド本部に当該物件情

報を提供することができるものとします。

ⅲ-1. 事業企画部は、物流不動産及びインダストリアル不動産以外の物件に係る物件情報の提供を受けた場

合、私募リートを第一順位者としてその取得を優先して検討させるものとし、私募リート事業部に当

該物件情報を提供するものとします。ただし、事業企画部は、検討対象となる物件が私募リートのた

めの資産運用ガイドラインの定め等により私募リートの投資対象とできない物件等であると判断した

場合は、私募リートへの当該物件情報提供を行わないことができるものとします。

ⅲ-2. 私募リート事業部は、前記ⅲ-1.に基づき情報提供を受けた後、優先検討権辞退の判断を行った場

合、その旨及び理由を事業企画部及びコンプライアンス室に報告するものとします。この場合、コン

プライアンス室において、優先検討権辞退の経緯及び理由を確認するものとし、コンプライアンス室

長がコンプライアンス上の問題があると判断した場合は、私募リート事業部において再検討するもの

とします。コンプライアンス上の問題がないと判断した場合は、当該物件情報については、第二順位

者である私募ファンド等に取得を検討させるものとし、事業企画部は私募ファンド本部に当該物件情

報を提供することができるものとします。

ⅳ. 物件取得に係る検討・判断の優先順位を図示すると、以下のとおりです。

 物流不動産及びインダストリアル

不動産

その他（オフィスビル、住居系施設、商業施

設、ホテル等）

第一順位 本投資法人 私募リート

第二順位 私募リート 私募ファンド等

第三順位 私募ファンド等 －

ⅴ. 以下のいずれかに該当する物件情報は、ローテーションルールの適用除外とします。

（ⅰ）　対象物件の売主その他の関係者により取得候補者が指定されている物件情報

（ⅱ）　契約上の優先交渉権又は優先買取権等により、物件の取得候補者が指定されている物件情報
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上記のローテーションルールの概要は、以下のとおりです。
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④　投資運用に関するリスク管理体制の整備状況

本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関する諸リスクに対し、以下のとおりリスク管

理体制を整備しています。

（イ）　本投資法人のリスク管理体制

a.　役員会

　本投資法人は、業務執行の意思決定及び執行役員に対する監督機関として役員会が十分に機能し、執行

役員が本投資法人のために忠実にその職務を遂行するよう努めています。本投資法人の定時役員会は、少

なくとも3か月に一度開催され、定時役員会において、執行役員は、自己の職務の執行状況等を報告する

ものとされています。

 

b.　本資産運用会社への牽制

　本投資法人と本資産運用会社との間で締結された資産運用委託契約には、規約、資産運用委託契約、投

信法、投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。）

（以下「投信法施行令」といいます。）、投信法施行規則、金融商品取引法、宅地建物取引業法（昭和27

年法律第176号。その後の改正を含みます。）（以下「宅地建物取引業法」といいます。）その他の本投

資法人に適用される関係法令及び投信協会その他の自主規制機関の諸規則の規定等を遵守し、本投資法人

のために忠実にかつ善良なる管理者の注意をもって委託業務を遂行すること等が定められています。ま

た、運用資産の運用状況に関する報告書の作成及び交付、委託業務に関する報告等の義務を本資産運用会

社に負わせることにより、本投資法人の投資リスクを管理しています。

 

c.　内部者取引の管理等に関する規程

　本投資法人は、内部者取引の管理等に関する規程を制定し、役員による内部者取引の未然防止等を図っ

ています。

 

（ロ）　本資産運用会社のリスク管理体制

a.　資産運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守

本資産運用会社は、投資方針等に関する基本的な考え方について定めた資産運用ガイドラインを策定し

ており、かかる資産運用ガイドラインを遵守することにより、投資運用に係るリスクの管理に努めていま

す。

本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本方針及びリスク管理体制等を規定し、

主要なリスクとして運用・助言リスク、財務リスク、信用リスク、投資リスク、法令違反リスク、風評リ

スク、システムリスク及び事務リスクを定義し、各リスクの管理業務は、第一義的には、各々のリスクに

かかわる業務を所管する各部室において、各リスクの把握・分析・評価（内部管理態勢の認識・評価を含

みます。）・対応案の立案及び管理を行うこととしています。各部室長は、新たに重大なリスクを把握し

た場合には、速やかにリスク管理統括責任者（コンプライアンス室長）及び取締役社長にその内容を報告

すると共に、当該リスク発生の原因分析・リスク軽減策その他の改善策の立案を行うこととされていま

す。

また、本資産運用会社では、利害関係者取引規程により、利害関係者との一定の取引についてコンプラ

イアンス室長がコンプライアンス上の問題の有無につき承認した後、必ずコンプライアンス・リスク管理

委員会においてコンプライアンス上の問題の有無を審議しその承認を得なければならないものとしていま

す。このように、本資産運用会社は、利害関係者との取引により本投資法人に不利益を生じさせることが

ないよう、厳格な審査を行った上で取引を実施する態勢を構築しています。なお、当該取引が投信法第

201条の2第1項に定める本投資法人と本資産運用会社の利害関係人等（投信法第201条第1項に定義される

利害関係人等を意味します。）との取引に該当する場合は上記の手続に加え、あらかじめ、本投資法人の

役員会の承認を得なければならないものとされています。
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b.　法令等遵守体制

ⅰ. 概要

本資産運用会社は、投資家の保護及び本資産運用会社の業務の適正化を図るため、法令等の定める

ところに従い、業務を遂行することを目的に、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・

リスク管理委員会規程」及び「リスク管理規程」を定め、法令等遵守体制を整備しています。

具体的には、本資産運用会社がその資産の運用を受託する本投資法人の資産運用業務が本投資法人

の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、本

資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当する部門としてコンプライアンス室を設置

し、またコンプライアンスに関する事項を統括する責任者としてコンプライアンス室長を任命し、

他の部門に対する社内牽制機能の実効性を確保します。更に、コンプライアンス・リスク管理委員

会の設置及び運営により、重層的な法令等遵守体制を確立しています。

ⅱ. 取締役会

取締役会は、業務執行の最終責任を負う機関として、コンプライアンスの徹底を図り、コンプライ

アンス・リスク管理委員会等における承認事項等の報告を受けるとともに、本資産運用会社のコン

プライアンスに関する重要事項について決議します。

ⅲ. コンプライアンス・リスク管理委員会

コンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役会、コンプライアンス室長及びコンプライアンス

室と連携し、「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」に定める業務を担います。

ⅳ. コンプライアンス室長

コンプライアンス室長は、本資産運用会社におけるコンプライアンスに関する事項を統括する責任

者として、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令等を遵守する社内の規範意識を

醸成することに努めます。このため、コンプライアンス室長は、本資産運用会社による本投資法人

のための資産運用における業務執行が法令等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行に

おいても法令等の遵守状況の監視監督を行います。

ⅴ. コンプライアンス室

コンプライアンス室は、本資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当し、前記「② 投資

法人の運用体制　（ロ） 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制」に定める業務を担います。

ⅵ. コンプライアンスに関する社内体制

コンプライアンス室は、各役職員等が本資産運用会社内において業務運営に係る法令等違反行為又

は法令等違反の可能性が高い行為を発見した場合において直ちに報告を受けることのできる体制を

整備しています。

 

c.　利害関係者取引規程

後記「第二部 投資法人の詳細情報　第3 管理及び運営　2 利害関係人との取引制限　（2） 利害関係

者取引規程」をご参照ください。

 

d.　内部者取引管理規程

本資産運用会社では、内部者取引管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー取

引等の防止に努めています。

 

e.　フォワード・コミットメント等

フォワード・コミットメント等（先日付での売買契約であって、契約締結日から1か月以上経過した後

に決済・物件引渡しを行うこととしているもの及びその他これに類する契約をいいます。以下同じで

す。）に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオフバランスとなります

が、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになります。

このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、本投資法人の財務に

与える影響の大きさに鑑み、原則として、（ⅰ）解約違約金の水準、（ⅱ）物件の取得額の上限、（ⅲ）

契約締結から物件引渡しまでの期間の上限及び（ⅳ）決済資金の調達方法について基準を設定する等、投

資家に与える影響を十分に勘案し、あらかじめ慎重に検討して対応することとし、当該リスクを管理して

います。

具体的には、（ⅰ）解約違約金の水準については、契約不履行に関する解約違約金に関して、当該解約

違約金の水準が、ポートフォリオ全体の収支及び分配金水準等に与える影響を十分検証の上、慎重な投資

判断を行います。

（ⅱ）物件の取得額の上限については、ポートフォリオ全体の規模を勘案し、過大なものとならない範

囲に留めるものとします。
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（ⅲ）契約締結から物件引渡しまでの期間の上限については、個別物件毎に、市場における同種取引や

開発型案件等における取組みに比して妥当な期間を上限とし、当該期間中における金融環境及び不動産市

場等の変動リスクがあることを十分認識の上、慎重な検討を行うこととします。

（ⅳ）決済資金の調達方法については、取得を決定する時点においては、取得額に応じた決済時の取得

資金の調達方法及びその実現性を検証し、決済時においては、金融市場、取引先金融機関との関係等の資

金の調達環境の変化に応じて最適な資金調達方法を選択することとします。

更に、解約違約金の設定条件その他の解約条件を適切に開示する等、物件の取得中止の場合又は契約不

履行の場合における本投資法人の財務への影響を明らかにします。また、売買契約締結から物件引渡しま

での期間が6か月を超える場合には、保有する運用資産の継続鑑定と併せ、当該物件の鑑定評価の結果

（当該物件が未竣工建造物であり、鑑定評価を取得できない場合には、価格調査の結果）を開示します。

先日付の買付け意向表明等を行う場合も、当該意向表明が取引への実質的な拘束力を持つ場合は、これ

に準じた取扱いを行うこととします。

詳細については後記「2 投資方針　（1） 投資方針　③ ポートフォリオ構築方針　（ニ） フォワー

ド・コミットメント等に関する基本方針」をご参照ください。
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（5）【投資法人の出資総額】

 （本書の日付現在）

出資総額（純額）（注1） 62,020百万円

発行可能投資口総口数 10,000,000口

発行済投資口の総口数 611,685口

 

最近5年間における出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は、以下のとおりです。

年月日 摘要
発行済投資口の総口数（口）

出資総額（純額）

（百万円）（注1） 備考

増減 残高 増減 残高

2019年6月26日 私募設立 3,000 3,000 300 300 （注2）

2019年12月9日 公募増資 487,000 490,000 48,405 48,705 （注3）

2020年1月7日 第三者割当増資 24,350 514,350 2,420 51,125 （注4）

2020年8月19日

利益を超える

金銭の分配

（税法上の出資等

減少分配に該当す

る出資の払戻し）

－ 514,350 △106 51,018 （注5）

2020年12月1日 公募増資 92,700 607,050 10,581 61,599 （注6）

2020年12月29日 第三者割当増資 4,635 611,685 529 62,128 （注7）

2021年2月18日

利益を超える

金銭の分配

（税法上の出資等

減少分配に該当す

る出資の払戻し）

－ 611,685 △108 62,020 （注8）

（注1）出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。

（注2）本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価額100,000円にて投資口の発行を行いました。

（注3）1口当たり発行価格103,000円（発行価額99,395円）にて、公募により新投資口を発行しました。

（注4）1口当たり発行価額99,395円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。

（注5）2020年7月17日の本投資法人役員会において、2020年5月期（第1期）に係る金銭の分配として、１口当たり208円の利益を超える金

銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、2020年8月19日よりその支払を開始しました。

（注6）1口当たり発行価格118,206円（発行価額114,144円）にて、公募により新投資口を発行しました。

（注7）1口当たり発行価額114,144円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。

（注8）2021年1月19日の本投資法人役員会において、2020年11月期（第2期）に係る金銭の分配として、１口当たり211円の利益を超える金

銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、2021年2月18日よりその支払を開始しました。
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（6）【主要な投資主の状況】

   （2020年11月30日現在）
 

氏名又は名称 住所
所有

投資口数
（口）

発行済投資口の
総口数に対する
所有投資口数の
割合（％）
（注）

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社（信託口）
東京都港区浜松町2丁目11番3号 61,074 11.87

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海1丁目8番12号 59,602 11.58

住友商事株式会社 東京都千代田区大手町2丁目3番2号 24,500 4.76

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町2丁目2番2号 15,411 2.99

ＰＥＲＳＨＩＮＧ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥ

Ｓ　ＬＴＤ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＡＦＥ　

ＣＵＳＴＯＤＹ　ＡＳＳＥＴ　ＡＣＣＯ

ＵＮＴ

ＲＯＹＡＬ 　ＬＩＶＥＲ 　ＢＵＩＬＤＩＮ

Ｇ，ＰＩＥＲ 　ＨＥＡＤ，ＬＩＶＥＲＰＯ

ＯＬ，Ｌ３　１ＬＬ，　ＥＮＧＬＡＮＤ

11,880 2.30

株式会社日本カストディ銀行

（証券投資信託口）
東京都中央区晴海1丁目8番12号 11,342 2.20

ＮＯＭＵＲＡ　ＢＡＮＫ

（ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ）Ｓ．Ａ．

ＢＡＴＩＭＥＮＴ　Ａ，３３，ＲＵＥ

ＤＥ　ＧＡＳＰＥＲＩＣＨ，

Ｌ－５８２６，ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ

9,940 1.93

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．

（ＡＶＦＣ）ＲＥ　ＣＯＬＯＮＩＡＬ

ＦＩＲＳＴ　ＳＴＡＴＥ

ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ

ＬＩＭＩＴＥＤ

５０　ＢＡＮＫ　ＳＴＲＥＥＴ

ＣＡＮＡＲＹ　ＷＨＡＲＦ　ＬＯＮＤＯＮ

Ｅ１４　５ＮＴ，ＵＫ

8,232 1.60

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 8,152 1.58

株式会社日本カストディ銀行

（金銭信託課税口）
東京都中央区晴海1丁目8番12号 7,436 1.44

合計 217,569 42.29

（注） 「発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合」は、小数第2位未満を切り捨てて記載しています。

 

 

（参考）所有者別の状況

（2020年11月30日現在）

区分

投資口の状況

金融機関 証券会社
その他の

法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

投資主数（人） 112 26 264 106 18 11,236 11,762

投資主数の割合

（％）
0.95 0.22 2.24 0.90 0.15 95.52 100.00

所有投資口数

（口）
273,144 13,761 49,383 92,840 249 84,973 514,350

所有投資口数の

割合（％）
53.10 2.67 9.60 18.04 0.04 16.52 100.00

（注） 「投資主数の割合」及び「所有投資口数の割合」は、小数第2位未満を切り捨てて記載しています。
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（7）【資産運用会社従業員等投資口所有制度の内容】

①従業員投資口所有制度の概要

　本資産運用会社は、本投資法人の投資主と本資産運用会社の従業員との利害の一致の促進による本

投資法人の中長期的な投資主価値向上に資すること、及び本資産運用会社の従業員の福利厚生の増進

を目的として、持投資口制度を導入しました。当該持投資口制度においては、持投資口会が、従業員

からの拠出金等を原資として、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に本投資法人

の投資口を買い付けます。当該持投資口制度の概要は、以下のとおりです。

持投資口会の名称 SOSiLA物流リート投資法人運用会社従業員持投資口会

設立の目的

・本投資法人の投資主と本資産運用会社の従業員との利害

の一致の促進による中長期的な投資主価値の向上

・本資産運用会社における従業員の福利厚生の増進

 

②従業員持投資口会に取得させ、又は売り付ける予定の投資口の総数又は総額

　特段の定めは設けていません。

 

③従業員投資口所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

持投資口会の名称 SOSiLA物流リート投資法人運用会社従業員持投資口会

入会資格 本資産運用会社の従業員
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2【投資方針】

（1）【投資方針】

①　本投資法人の基本理念

（イ）　本投資法人の基本理念

本投資法人は、物流不動産及びインダストリアル不動産へ投資する投資法人です。本投資法人は、住友

商事グループが有する不動産事業における知見及び開発力、並びに私募リート及び私募ファンド等の運用

を通じて蓄積したノウハウの活用により、投資主価値の最大化を追求します。また、本投資法人は、住友

商事が開発したSOSiLA（ソシラ）シリーズに重点的に投資することにより、その事業コンセプトである社

会とのつながり（＝Sociability）・環境への配慮や持続的成長（＝Sustainability）・人と労働環境へ

の配慮（＝Individuality）の3つのコンセプトを重視した事業精神を受け継ぎ、豊かな社会の実現に貢献

するとともに、投資法人という透明性の高いスキームで、幅広い投資家にESG投資の機会を提供し続けて

いきたいと考えています。

 

（ロ）　スポンサーである住友商事の祖業・中核事業としての「不動産事業」（スポンサーにおける不動産事

業の位置付け）

本投資法人のスポンサーである住友商事は、1919年に大阪港湾エリアの土地開発事業を祖業としてス

タートしました。その後商社活動に進出し、総合商社として発展していく過程においても、不動産事業は

住友商事の中核事業としてあり続け、蓄積された不動産事業における知見・ノウハウを活用して、現在も

また、次の100年を目指して成長し続けています。

本投資法人は、住友商事グループから提供される物件情報並びに住友商事グループの豊富な知見及びノ

ウハウを活用して、物件の継続的な取得と、運用資産の価値の維持及び向上を図り、投資主価値の最大化

を目指します。
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②　基本方針

（イ）　本投資法人の成長戦略

本投資法人は、本投資法人のスポンサーである住友商事が、SOSiLAシリーズに代表される物流不動産

等の開発を行うと共に、リーシング・サービスの提供を行い、本投資法人が当該開発した物流不動産等

を取得・保有することで、SOSiLAシリーズを中心としたポートフォリオを構築し、本資産運用会社が私

募リート及び私募ファンド等の運用において蓄積した豊富な実績とノウハウを活用して当該物流不動産

等を運用するという、3社がそれぞれの役割を担うことで互いに成長するビジネスモデルを描いていま

す。

本投資法人は、スポンサーサポート契約及びロジスティクスマネジメント契約に基づき、住友商事グ

ループから提供される、不動産事業における豊富な知見・ノウハウを活用し、安定的な成長を図りま

す。

 

（ロ）　外部成長戦略

本投資法人は、住友商事グループが多様な不動産開発において培った様々なノウハウが応用された先

進的物流施設であるSOSiLAシリーズに重点投資を行います。本投資法人は、蓄積した不動産開発ノウハ

ウを活かし今後も継続的な物流不動産の開発が見込まれる住友商事と本資産運用会社との間で締結され

たスポンサーサポート契約に基づく、将来的な優先交渉権付与の対象となるSOSiLAシリーズを中心とし

て、今後も継続的にポートフォリオを成長させることを目指します。

また、本投資法人は、住友商事グループが開発から運営管理まで一気通貫して行うビジネスモデルに

よって、様々な手法で物流不動産の用地に係る権利を取得している点も、外部成長に資するものと考え

ています。

 

（ハ）　内部成長戦略

本投資法人は、住友商事グループの土地の仕込みから施設開発、管理に至るまでの一貫したマネジメ

ント体制、及び総合商社としての住友商事グループのネットワークによって実現される安定的なリーシ

ング力を活用して、持続的な成長を目指します。

住友商事は、グループの顧客ネットワークを活かし、荷主と3PL業者の双方へアプローチが可能で

す。物流施設の賃貸借形態が、物流施設の所有者とテナントである荷主との間の契約の場合及び3PL業

者が物流施設の所有者と賃貸借契約を締結し、荷主は3PL業者と物流業務委託契約を締結する場合のい

ずれの場合でも、住友商事グループは、総合商社として幅広い取引先と取引関係にあることから、かか

る取引関係を活かして、3PL業者及び荷主に対し、直接、テナントとしての入居に向けた働きかけを行

うことが可能です。

本投資法人及び本資産運用会社は、ロジスティクスマネジメント契約に基づき、このような住友商事

のネットワークを活用することで、保有資産に係る適切なロジスティクスマネジメントを行います。具

体的には、保有資産について、適切な賃料を設定し、空室部分のリーシングに向けた営業活動を行い、

成約を目指す等、戦略的なリーシング活動を行うと共に、保有資産の適切な管理運営、維持修繕及び資

本的支出の実施によるテナント満足度の向上を通じ、既存テナントとの間で信頼関係を構築することに

より、賃料改定時及び更新時の賃料上昇又は適正な賃料水準の維持を図ります。
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（ニ）　財務戦略

本投資法人は、住友商事の高い信用力を活かした効率的な財務運営を基本とし、成長性に配慮して

LTVコントロールを行うとともに、効率的なキャッシュマネジメントにより投資主価値の向上を実現し

ます。

 

エクイティ・

ファイナンス

投資口の追加発行は、運用資産の長期的かつ安定的な成長を目的として、資本

市場の動向、経済環境、新たな運用資産の取得時期、本投資法人の資本構成及

び既存投資主への影響等を総合的に考慮し、投資口の希薄化に十分に配慮した

上で、機動的に行うものとします。

 

デット・

ファイナンス

主要金融機関との良好なリレーションに基づく盤石なバンクフォーメーション

を構築します。更に、長期・短期の借入期間及び固定・変動の金利形態等のバ

ランス、返済期限の分散を図りながら、無担保・無保証での借入れを目指しま

す。

 

LTV水準

資金余力の確保に留意し、成長性に配慮してコントロールをしつつ、原則とし

て平常時の運用において、35～45％台で運用することとします。

 

 

また、一般的に他アセットと比較して建物割合が高く減価償却費が大きい一方、設備割合が低く資本

的支出が限定的である物流不動産の特性を踏まえ、本投資法人は、安定的な分配金水準を確保する観点

から一定のルールのもと利益超過分配を実施します。

 

　

 

減価償却費の30％相当額を利益超過分配金額の目途とし、原則として毎期継続的に実施
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③　ポートフォリオ構築方針

本投資法人は、スポンサーである住友商事が開発するSOSiLAシリーズを中心としたポートフォリオを構築し

ます。

住友商事が開発するSOSiLAシリーズは、人口密度が高く、消費地に近い都市部をカバーできる立地戦略を

とっています。本投資法人は、このような立地戦略に基づき開発されたSOSiLAシリーズをはじめとする住友商

事グループが開発する物流不動産及びインダストリアル不動産を主として取得していく方針であり、中でも消

費地近接型物流施設（注1）を中心とする物流不動産へ重点的に投資を行います。

ただし、本投資法人は、消費地近接型物流施設に該当しない物流施設であっても、後記「（イ） ポート

フォリオ構築方針の基本的な考え方及び投資基準」記載の方針及び基準に該当する場合には、投資対象としま

す。

また、本投資法人は、インダストリアル不動産についても、後記「（イ） ポートフォリオ構築方針の基本

的な考え方及び投資基準」記載の方針及び基準に該当し、かつ、インダストリアル不動産への投資比率が全体

の20％を超えない限りにおいて、投資対象とします。本投資法人は、データセンター、通信施設、研究施設、

工場、資材・車輌ヤード及び空港・港湾関連施設等、物流不動産以外の資産も戦略的に取得する予定です。

（注1） 「消費地近接型物流施設」とは、消費地、生産拠点及び交通インフラへのアクセスが良好で、労働力の確保に有利な物

流不動産をいいます。更に、都心配送対応型の消費地近接型物流施設とは、関東エリア・関西エリアを中心とする大規

模消費地へラストワンマイル（注2）のエリアに立地する物流不動産で、住宅集積地の近隣に立地するため、即納性が高

く、配送効率の向上と環境負荷低減を実現できると、本投資法人が考えるものをいいます。

（注2） 「ラストワンマイル」とは、物流事業者・荷主の最終配送拠点から消費者である配送先までの最終区間をいいます。

 

（イ）　ポートフォリオ構築方針の基本的な考え方及び投資基準

本投資法人は、本投資法人の投資主価値の最大化を目的として、中長期的な収益の安定性及び成長性を

重視したポートフォリオの構築を目指すものとします。そのため、住友商事グループから提供される物件

情報並びに住友商事グループの知見及びノウハウを活用し、投資機会の拡大とリスク分散の観点から適切

な用途及び地域並びにそれらの分散状況を勘案して、物流不動産を主たる投資対象としたポートフォリオ

の構築を行うものとします。

取得に係る投資判断は、（a）当該物件が存するエリアの経済規模、立地特性（消費地、生産拠点への

近接性、主要道路へのアクセス等）及び需給状態、並びに（b）当該物件の規模・仕様、賃料水準、空室

率、テナントの業種及び賃貸借契約の内容等多岐にわたる要素の分析により、当該物件の競争力や潜在的

な成長性等を把握した上で行うものとします。

a.　用途分散

本投資法人は、物流不動産及びかかる不動産を信託財産とする不動産信託受益権を主たる投資対象と

し 、 そ の 中 で も 社 会 と の つ な が り （＝Sociability） ・ 環 境 へ の 配 慮 や 持 続 的 成 長 （＝

Sustainability）・人と労働環境への配慮（＝Individuality）の3つのテーマを基に、新たな物流施設

のあり方（Logistic Aspect）を目指す事業コンセプトの下、開発されたSOSiLAシリーズを重点投資対

象とします。その他に、企業活動の基盤となるインダストリアル不動産及びかかる不動産を信託財産と

する不動産信託受益権に投資します。ただし、物理的乃至経済的な利用形態等に照らし、複数の不動産

を一体としてみた場合の用途が、主として物流不動産又はインダストリアル不動産の用に供され、又は

供されることが可能なものと評価される場合には、当該一体としての複数の不動産の全部又は一部に係

る不動産等又は不動産対応証券（規約第29条第1項第2号に定義されるものをいいます。本「③ ポート

フォリオ構築方針」において以下同じです。）を取得することができます。

なお、用途別投資比率（注）の目標は以下のとおりですが、物件取得等の過程で、一時的にこの比率

を超過し又は下回ることがあります。

（注） 「用途別投資比率」とは、各用途に該当する各物件の取得価格の合計額を全物件の取得価格の総額で除したものを

いい、用途は以下のとおり区分するものとします。

　　　　本資産運用会社があらかじめ定める基準に基づき主たる用途と合理的に判断する用途をもって区分します。

　　　　単一の物件においても、それが複合施設である場合等、本資産運用会社が特に必要と判断する場合には、合理的

な用途別の投資比率を算出することができます。

　　　　本投資法人が土地のみを保有する物件について、土地上に建物が存在する場合は、当該建物の用途によって区分

し、土地上に建物が存在せず、かつ、土地そのものが特定の用途に用いられている場合は、当該土地そのものの

用途によって区分します。土地上に建物が存在せず、かつ、土地そのものが特定の用途に用いられていない土地

(開発予定の土地）については、当該土地の開発目的によって区分します。
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用途別投資比率の目標

用途 目標投資比率（取得価格ベース）

物流不動産 80％以上

インダストリアル不動産 20％以下

 

b.　地域分散

市場規模を考慮し、関東エリア及び関西エリアへの投資を中核としつつ、投資エリアの一極集中によ

る様々なリスク（賃貸市場の変動リスク、天災リスク等）を軽減し、中長期的に安定した収益を確保す

るため、以下の地域別投資比率（注）を目標として一定の分散投資を行うものとします。ただし、物件

取得等の過程で、一時的にこの比率を超過又は下回ることがあります。

なお、海外不動産はその他の地域に含まれるものとします。

（注） 「地域別投資比率」とは、各地域に所在する各物件の取得価格の合計額を全物件の取得価格の総額で除したもの

をいいます。

 

地域別投資比率の目標

 地域（注） 目標投資比率（取得価格ベース）

ポートフォリオ
関東エリア及び関西エリア 70％以上

その他の地域 30％以下

（注） 地域の定義は以下のとおりとします。

 

地域 定義

関東エリア
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県及び群馬県をい

います。

関西エリア
大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県及び三重県をい

います。

その他の地域
関東エリア及び関西エリアに該当しない都市をいい、海外の都市も含

まれます。

 

c.　保有期間・売却方針

ⅰ.　本投資法人は、安定的収益を確保するため、原則として運用資産の短期的な売却は行わず、中長期

にわたりこれを継続保有するものとします。

ⅱ.　運用資産について、以下の(i)乃至(iv)に該当する事象が発生した場合は、当該運用資産の売却を

検討及び実施することができるものとします。

（ⅰ）以下の要素を考慮し、本投資法人のポートフォリオ構成上、売却を行うことが本投資法人の運用状

況から適切であると判断される場合

（a）　　当該運用不動産の将来における収益予想、資産価値の増減及びその予測

（b）　　当該運用不動産の立地する地域分類及び地域特性の変動

（ⅱ）平均的な実勢価格を超える購入価格を提示する購入希望先が現れた場合等、売却を行うことが本投

資法人の収益獲得に寄与する場合

（ⅲ）経済情勢の著しい変化又は災害等による建物の毀損、劣化、陳腐化等により、当初想定した賃貸事

業収支の確保が困難となり、追加的な措置によっても回復の見込みがないと判断される場合

（ⅳ）本投資法人の支払資金の調達を行う上で合理的と判断される場合

 

d.　匿名組合出資持分又は不動産対応証券への投資

不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券への投資を行う場合は、主として以下の内容を

基準にします。

ⅰ.　不動産に関する匿名組合出資持分及び不動産対応証券の取得価格の合計が、全不動産関連資産の取

得価格の総額の10％以内となること。

ⅱ.　不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券の運用対象とされる不動産等が、本投資法人

の投資方針及び投資基準に合致していること。
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（ロ）　その他投資基準

本投資法人は、上記のポートフォリオ構築方針の他、以下に記載の投資基準に従い、不動産関連資産に

分散して投資を行います。

a.　投資規模

最低投資規模 本投資法人は、原則として、物流機能の集約・統合が可能な規模である、延床面積10,000㎡以

上の物流不動産を投資対象とします。ただし、規模が上記基準を満たさない場合でも、中長期

的な観点から、安定した収益の確保が期待できる物流不動産については、延床面積10,000㎡未

満でも投資対象とします。

インダストリアル不動産については、物件特性に応じて個別に判断します。

最高投資規模 本投資法人の総資産が安定的水準である2,000億円に達してからは、ポートフォリオ・マネジメ

ントの観点から、原則として1件の取得価格は総資産の30％を上限とします。

 

b.　個別投資基準

立地 本投資法人は、消費地、生産拠点、交通インフラへのアクセスが良好で、労働力の確保に有利

な物流不動産に投資するものとし、以下の基準に基づき判断します。

・交通立地の優位性（幹線道路、高速道路インターチェンジ、港湾、空港、トラック路線便

ターミナル、生産拠点及び消費地との交通利便性の高さ）

・周辺環境の適格性（操業時間、トラック通行の可否及び労働者確保の容易性）

・周辺地域の将来性（人口、労働者人口及び物流不動産の需給）

・法規制、公的助成制度の有無

インダストリアル不動産については、以下の点を考慮し、物件特性に応じて個別に判断しま

す。

・交通立地の優位性

・周辺環境の適格性

・周辺地域の将来性

・法規制、公的助成制度の有無

建物の状況 ・耐震性については、個別物件のPML値は原則15％以下とし、15％を超えた場合には、地震保険

の付保を検討します。

・物流不動産については、以下の点に関して個別物件の特性を精査し、これらの要素を総合的

に勘案して投資対象としての適否を判断します。

ⅰ.　主要施設

有効天井高、柱間隔、車路、床荷重、トラックバース、駐車場・トラックヤード（注）

の広さ、事務所、休憩室等

（注） 「トラックヤード」とは、トラックがトラックバースに着車する前に一時待機する場所をいいま

す。

ⅱ.　設備

エレベーター、垂直搬送機、空調・照明、電気通信容量、ドックレベラー（注）等

（注） 「ドックレベラー」とは、トラックバースに着車したトラックの荷台と倉庫床の高さに差があると

きに、高さの差を解消するための機械をいいます。以下同じです。

ⅲ.　汎用性

他テナントへの汎用性

・インダストリアル不動産については、以下の点に関して個別物件の特性を精査し、これらの

要素を総合的に勘案して投資対象としての適否を判断します。

ⅰ. 主要施設

ⅱ. 設備

ⅲ. テナントの事業との適合性
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環境への配慮 不動産の設計、施工等において、環境の負荷を減らすことについて配慮がなされており、運営

管理においても本資産運用会社の基準から環境への負荷が相対的に低いと評価される不動産に

ついては、投資対象として積極的な評価をした上で、その他の要素も総合的に勘案して取得を

決定します。

権利関係 完全所有権の他、投資対象不動産に係る権利が区分所有権又は共有持分であっても、他の区分

所有者又は共有者の属性、契約内容、持分割合、物件の希少性及びポートフォリオ構成割合等

を総合的に勘案の上、投資対象としての適否を判断します。

また、借地又はその他の不動産の用益権又は使用権に係る物件についても、土地の賃貸人、地

上権設定者又はその他の不動産の用益権若しくは使用権の設定者の属性、借地契約の内容等を

総合的に勘案の上、投資対象としての適否を判断します。

環境・土壌関連 アスベスト、PCB、フロン等の有害物質や土壌汚染等の有無については、客観性及び透明性確保

の観点から、外部専門家等の意見や調査報告書を取得の上、検証を行い、周辺環境に与える影

響、人体に与える影響、経済的な影響等を総合的に勘案の上、投資判断を行います。

テナント構成 物流不動産については、原則としてマルチテナントとし、テナントの分散を考慮した上で投資

判断を行います。ただし、シングルテナントであっても、属性、信用力、業種、使用目的、賃

貸借契約の条件、テナントの入替えの可能性等を総合的に勘案の上、投資を行うことができま

す。

インダストリアル不動産については、特定のテナントの利用のための仕様となっているケース

が多いことから、当該テナントの信用力、事業の継続性、賃貸借契約の条件等を総合的に勘案

の上、投資判断を行います。

開発案件 本投資法人は、原則として、自ら土地を取得し建物建設を行う開発型物件への投資は行わない

ものとします。ただし、開発中又は未稼働の物件であっても、開発リスク、テナント確保に係

るリスクへの対応がなされ、稼働後の中長期的に安定的な収益が見込まれる場合には取得をす

ることができるものとします。

 

c.　海外不動産の個別投資基準

海外に所在する物流不動産及びインダストリアル不動産については、国内不動産の基準を参考として、

当該不動産が所在する国の政治・経済情勢及び都市の不動産マーケット動向を踏まえ投資判断を行いま

す。なお、海外不動産への投資にあたっては、所要の体制整備が行われることを前提とします。
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（ハ）　デュー・ディリジェンス方針

物件の取得に際しては物理的調査、法的調査及び経済的調査等を行った上で、投資の可否を総合的に判

断します。なお、物理的調査、法的調査及び経済的調査等を実施する際には、各種第三者専門家レポート

（不動産鑑定評価を含みます。）を取得するほか、以下の表に記載する項目について調査し検討すること

を原則とします。

ただし、以下の表に記載する項目は、物件の用途・個別的特性によってその重要性が異なることがあ

り、本投資法人による物件の取得にあたり、全ての項目について常に調査するわけではなく、また、記載

事項以外の調査を行うこともあります。

評価項目 調査事項

物理的調査 立地 ・接面街路の状況、主要幹線道路への系統・連続性、主要交通機関の利便性、

近接性

・周辺の土地利用状況

・水害等の発生履歴

・主要消費地、生産拠点、駅、高速道路インターチェンジ、交通結節点への接

近性

・物流施設立地としての法規制（用途地域、開発計画、港湾労働法等）と将来

見通し

・周辺道路との関係（交通量、幅員、規制）

・周辺環境との適合性（近隣との関係、嫌悪施設の有無等）

建築・設備仕様 ・竣工時期、構造、規模、設計者、施工者、法規制、建築確認手続、登記等の

確認

・専有部の間取り、形状、天井高、仕様及び共用部設備

・建物の劣化状況（緊急修繕の必要性等）

・耐震性、耐久性、破損状況、法令適合性及び建物維持管理費用等を含めた建

物診断の実施（ERの取得）

・建物仕様の確認（フロア面積、柱間隔、天井高、床荷重、事務室、休憩室、

カフェテリアや売店等のアメニティ施設、スロープ、ランプウェイ、トラッ

クバース、車路等）

・設備仕様の確認（空調、照明、衛生、昇降機、電気容量、ドックレベラー

等）

・BCP設備（非常用発電機等）

建物管理関連 ・管理会社の質及び建物管理仕様の内容

・維持管理の状態

・管理規約の有無及びその内容等

・近隣住民との協定書の有無

・施工業者からの保証及びアフターサービス内容及びその承継の可否

耐震性・PML ・新耐震基準又はそれと同等以上の性能の確保

・構造設計会社、建築確認検査機関の確認

・PML値の把握（地震保険付保の検討）

環境・土壌等 ・アスベスト、PCB、フロン等の有害物質の使用及び管理状況

・土地利用履歴、土壌等の環境調査、土壌汚染対策法の指定区域の有無、水質

汚濁防止法（昭和45年法律第138号。その後の改正を含みます。）（以下

「水質汚濁防止法」といいます。）

・下水道法の特定施般の有無等

・CASBEE（建築環境総合性能評価システム）等の環境関係認証の有無
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評価項目 調査事項

法的調査 権利関係 ・権利の態様（所有権、区分所有権、共有等）

・担保権設定の有無とその状況

・賃貸借契約、転貸借契約、使用貸借契約の内容

・信託契約の内容（信託受益権の場合）

・登記事項の確認

・所有権、賃借権、地上権等の権利関係、共有持分・区分所有の場合における

他所有者との間の取決め

・訴訟の有無とその状況

・その他の公法上及び私法上の制約の有無

境界関係 ・境界確定の状況と境界確認書、境界標の有無

・越境物の有無と、越境覚書等の締結状況、隣接地権者との紛争の有無等

・境界確認図面と現地の実際の状況との整合性

法令上の制限 ・関係法令、条例等の遵守状況

・既存不適格の有無

経済的調査 マーケット調査 ・当該物件周辺地域の物流ニーズ（荷主、3PL事業者等）の動向把握

・賃料水準、稼働状況の推移動向の把握

・現状の競合状況、競合物件の供給計画、開発余地の把握

・周辺地域の都市計画、インフラ（高速道路、港湾、空港等）の将来動向

テナント調査 ・賃貸借契約の内容（設備・費用負担区分等）、転貸、滞納の有無

・テナントの賃借目的、用途、利用状況、遵法性の確保

・テナントの属性（業種・業態・業界動向）、信用状況の確認

収益性調査 ・現行賃料水準と想定市場賃料の関係と、中長期的な賃料水準見通し

・契約更新の見通し、新規テナント誘致の競争力

・費用水準（公租公課、管理費等）の妥当性と将来見通し

・修繕費、更新費等の工事項目の履歴と計画、積立金の有無

その他 取得価格 ・不動産鑑定士による鑑定評価額、取引事例等を参考に取得価格の妥当性の調

査及び分析

開発物件 ・建築中の物件の完工リスク、賃料等の経済条件、竣工後のテナントの確保の

有無及び予定されているテナントの信用リスク等の調査及び分析

 

海外不動産への投資にあたっては、国内不動産取得の場合に必要とされる、国内での、（ⅰ）不動産鑑

定評価書、（ⅱ）エンジニアリング・レポート、（ⅲ）法務デュー・ディリジェンスによる調査と同等の

調査を行うこととし、現地の制度に精通し、かつ信頼性ある専門家に依頼して調査結果を得るものとしま

す。

物件調査の体制として、取得の際のデュー・ディリジェンスにあたっては、基本的に日本の不動産に投

資する場合の基準に準じ、所在国固有の法制度や実務慣行等の特殊事情を勘案して総合的に判断した上で

デュー・ディリジェンスを実施します。

 

（ニ）　フォワード・コミットメント等に関する基本方針

フォワード・コミットメント等を締結する場合において、本投資法人のポートフォリオの規模に比して

多額の解約違約金を要することとなる場合には、フォワード・コミットメント等締結のリスクについて、

慎重に検討を行います。

契約不履行に関する解約違約金に関して、当該解約違約金の水準が、ポートフォリオ全体の収支及び分

配金水準等に与える影響を十分検証の上、慎重な投資判断を行います。

売買契約締結から物件引渡しまでの期間については、個別物件毎に、市場における同種取引や開発型案

件等における取組みに比して妥当な期間を上限とし、当該期間中における金融環境及び不動産市場等の変

動リスクがあることを十分認識の上、慎重な検討を行うこととします。

また、取得額の上限は、ポートフォリオ全体の規模を勘案し、過大なものとならない範囲に留めるもの

とします。

決済資金の調達方法については、取得を決定する時点においては、取得額に応じた決済時の取得資金の

調達方法及びその実現性を検証し、決済時においては、金融市場、取引先金融機関との関係等の資金の調

達環境の変化に応じて最適な資金調達方法を選択することとします。

解約違約金の設定条件その他の解約条件を適切に開示する等、物件の取得中止の場合又は契約不履行の

場合における本投資法人の財務への影響を明らかにします。また、売買契約締結から物件引渡しまでの期

EDINET提出書類

ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人(E35254)

有価証券報告書（内国投資証券）

 41/172



間が6か月を超える場合には、保有する運用資産の継続鑑定と併せ、当該物件の鑑定評価の結果（当該物

件が未竣工建造物であり、鑑定評価を取得できない場合には、価格調査の結果）を開示します。

先日付の買付け意向表明等を行う場合も、当該意向表明が取引への実質的な拘束力を持つ場合は、これ

に準じた取扱いを行うこととします。

 

（ホ）　運営管理方針

a.　基本方針

運用資産の中長期にわたる資産価値の維持向上、競争力の維持向上、テナント満足度の向上と収益の安

定の実現に向け、本資産運用会社が培ってきた不動産運用における知見とノウハウ、住友商事グループの

知見とノウハウを活用して、運用不動産の稼働率及び収益の維持及び向上を目指し、内部成長を図るよう

努めるものとします。

 

b.　プロパティ・マネジメントに係る方針

本投資法人は、上記a.の基本方針に基づき、効率的かつ効果的な運営管理体制を構築することで、運用

資産の物理的・機能的価値向上を図るとともに、入居テナントの動向及びニーズを把握し、適切な対応の

実施を通じて、テナントの満足度の向上とリレーションの強化を図ることで、賃料収入の維持・向上を図

り、安定的な収入の確保を目指します。そして、個別物件の運営管理計画を策定の上、適切な施設運営管

理の実施と管理コストの適正化を図るとともに、中長期的な視点から資産価値の維持・向上を図るため、

必要な修繕工事及び更新工事を、費用対効果を意識して適宜実施することで、中長期的な収益安定を図り

ます。

また、新規テナントリーシングにおいては、住友商事グループのネットワークを最大限活用するととも

に、主要仲介会社等と定期的な情報交換を図ることで、市場動向の掌握に基づくリーシング活動を行い、

賃料発生期間と賃料水準の最大化に努めます。

 

c.　プロパティ・マネジメント会社の選定方針

本投資法人は、上記a.の基本方針を実現し、個別物件のキャッシュフローの中長期的な極大化を目指す

べく、運用不動産毎にその特性を踏まえ、最適なPM会社等を選定し、適切な施設運営管理の実施と管理コ

ストの適正化、賃貸収入と稼働率の維持及び向上のための賃貸営業管理及び適時適切な修繕と工事費用削

減のための工事営繕管理等を委託するものとします。

なお、上記方針を踏まえ、住友商事グループが開発した物流不動産のプロパティ・マネジメント業務に

関しては、以下の事由を十分に斟酌し、原則として、当該物流不動産の開発・施設運営管理に参画してい

る住商ビルマネージメント株式会社（以下「住商ビルマネージメント」ということがあります。）に委託

するものとします。

・物流施設のプロパティ・マネジメントは、テナントとの信頼関係の構築が極めて重要であるが、住商ビ

ルマネージメントは、開発者である住友商事のグループ会社としてプロパティ・マネジメント業務を行

う中で、既に既存テナントとの信頼関係を構築しており、既存テナントとの信頼関係の強化、併せて契

約の継続と賃料水準の維持改善にも貢献できるとの相当の蓋然性が認められること。

・賃貸募集業務に係るサポートを内容とするロジスティクスマネジメント契約を本投資法人との間で締結

している住友商事との連携により、リーシングにおいて、新規テナント営業並びに賃料発生期間及び賃

料水準の最大化に貢献できるとの相当の蓋然性が認められること。

また、住友商事グループが開発したインダストリアル不動産のプロパティ・マネジメント業務に関して

は、以下の事由を十分に斟酌し、原則として、当該インダストリアル不動産の開発・施設運営管理に参画

している住商ビルマネージメント、住商アーバン開発株式会社（以下「住商アーバン開発」ということが

あります。）又は住商建物株式会社（以下「住商建物」ということがあります。）に委託するものとしま

す。

・インダストリアル不動産は、特定のテナントの利用のための仕様となっているケースが多いことから、

そのプロパティ・マネジメントに関しては、テナントとの信頼関係の構築が極めて重要であるが、開発

者である住友商事のグループ会社としてプロパティ・マネジメント業務を行う中で、既に既存テナント

との信頼関係を構築しており、既存テナントとの信頼関係の強化、併せて契約の継続と賃料水準の維持

改善にも貢献できるとの相当の蓋然性が認められること。

本投資法人は、住商ビルマネージメント、住商アーバン開発及び住商建物以外のプロパティ・マネジメ

ント会社に業務委託を行う場合には、以下の項目に掲げる内容を総合的に考慮し、適切な委託先を選定し

ます。

・業歴、社会的属性、財務体質及び組織体制

・物件所在地域の不動産市場に関する知識及び経験

・物件に関する精通度合い及びテナントとの関係

・新規テナントの募集能力
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・物件に関するレポーティング能力

 

d.　損害保険等付保方針（火災、地震）

火災等の災害及び事故等による建物の損害及び賃貸収入の減少並びに対人対物事故による第三者からの

損害賠償請求に対応するため、運用不動産毎に適切な損害保険（火災保険、利益保険及び賠償責任保険

等）の付保等の措置を講じるものとします。

地震保険の付保の要否については、前記「(ロ) その他投資基準　b.個別投資基準　建物の状況」に記載

のとおり、個別物件のPML値が15％を超えた場合に検討を行うものとし、地震発生時に予想される個別物件

及びポートフォリオ全体に与える影響と負担すべき保険料の収益に及ぼす影響等を検討の上決定します。

 

e.　運用計画等の策定

ⅰ.　本投資法人の営業期間毎に年度運用管理計画（ポートフォリオ全体の収支予算及び物件別収支計画

により構成するもの）を策定し、計画的な資産運用を行います。

ⅱ.　投信協会の規則に基づき、資産管理計画書を策定します。

ⅲ.　収支実績を随時検証し、月次又は期中の収支予算と実績に著しい乖離が見られる等、計画の見直し

が必要と判断される場合には、速やかに修正計画を策定します。

ⅳ.　物件の取得又は売却、市場環境の変化等、物件やポートフォリオの状況に大きな変化が生じた場合

についても、適宜、各計画の修正や見直しを行います。

ⅴ.　年度運用管理計画の策定及び変更は上場リート事業部により、資産管理計画書の策定及び変更は

リートマネジメント部により、コンプライアンス室長に対し、審査・承認申請され、コンプライア

ンス室長がコンプライアンス上の問題の有無について審査・承認し（コンプライアンス室長がコン

プライアンス上の問題について検討するためにコンプライアンス・リスク管理委員会に付議する必

要があると判断した場合、コンプライアンス室長はコンプライアンス・リスク管理委員会を招集

し、コンプライアンス・リスク管理委員会においてコンプライアンス上の問題の有無を審議しま

す。）、上場リート投資委員会における審議・決議を経た上で、最終的に決定されます。

ⅵ.　各計画は、以下に記載の対象期間毎に、以下に記載の策定時期に策定します。

対象計画 対象期間 策定時期

（1）年度運用管理計画 1年間

毎年12月1日から翌年11月末日ま

で（12月1日から始まる2営業期間

を対象とします。）及び毎年6月1

日から翌年5月末日まで（6月1日

から始まる2営業期間を対象とし

ます。）

ただし、第1期及び第2期に係る年

度運用管理計画は、本投資法人成

立の日から第2期末日までを対象

とします。

毎年5月及び11月末日までに本投

資法人に提出

ただし、第1期及び第2期に係る年

度運用管理計画は、運用開始まで

に策定します。

（2）資産管理計画書 10年間 毎年5月末日及び11月末日までに

本投資法人に提出

 

f.　海外不動産への投資に対する運用管理方針等

管理・運営にあたっては、現地の事情に精通した信頼のおけるプロパティ・マネジメント会社への委託

が可能となる体制を構築します。

管理方針及びその管理体制として、国内のプロパティ・マネジメント会社選定基準に準じて現地のプロ

パティ・マネジメント会社の選定を行い、必要に応じ、住友商事グループの海外現地法人等のサポートを

受けつつ管理・運営を行うものとします。
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（ヘ）　財務方針

a.　基本方針

本投資法人は、中長期の安定した収益の確保及び運用資産の着実な成長による投資主価値の最大化の実

現のために、安定的かつ機動的な財務戦略を立案し、実行することを基本方針とします。

 

b.　エクイティ・ファイナンス

本投資法人が投資口の発行を行う場合、役員会の承認を得るものとします。投資口の新規発行について

は、新たな不動産関連資産の取得時期、全運用資産を規約第33条に記載の方法で評価した価格の合計金額

に占めるLTV、分配金への影響、経済環境等を総合的に勘案し、投資口の希薄化に十分に配慮した上で判断

を行うものとします。

 

c.　デット・ファイナンス

本投資法人が資金の借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、規約第34条を遵守し、中長期にわたり安

定的かつ調達コストを抑えた適正な条件による資金調達を行います。有利子負債に占める長期の有利子負

債の残高や、固定金利（デリバティブ取引による金利固定化を含みます。）の有利子負債の割合、返済期

限の分散、調達先等を総合的に勘案し、財務の安定性を確保します。

借入金及び投資法人債発行の限度額はそれぞれ1兆円とし、その合計額は1兆円を超えないものとしま

す。

ⅰ.　借入先

資金の借入先は、金融商品取引法に規定する適格機関投資家（ただし、租税特別措置法第67条の15

に規定する機関投資家に該当する者に限ります。）からの借入れに限定します。なお、安定的な資

金調達ルートの確保のため、信用力や実績等を総合的に勘案し、安定的な取引を継続することが可

能な借入先を選定するとともに、特定の借入先に集中せず、運用資産の規模の拡大に伴い借入先の

分散・拡大を検討します。

ⅱ.　LTV

本投資法人のLTVの上限は60％とします。ただし、物件の取得等に伴い、一時的に60％を超えること

は妨げないものとします。

ⅲ.　コミットメントライン等の融資枠の設定

本投資法人は将来の物件の追加取得等に係る資金の安定的かつ機動的な調達を目的として、コミッ

トメントライン契約等の融資枠の設定を行うことがあります。

ⅳ.　デリバティブ取引

本投資法人は、借入金から生じる金利変動リスク等をヘッジすることを目的として、デリバティブ

取引を行うことがあります。

ⅴ.　担保

本投資法人の借入れは、原則として、無担保とするものの、金融環境や経済条件等を考慮し、運用

資産を担保として提供することがあります。

 

d.　利益超過分配

本投資法人が主たる投資対象とする物流不動産は、他アセットと比較して一般的に土地建物価格に占め

る建物価格比率が高く減価償却費が大きい一方、建物価格に占める設備割合が低く資本的支出が限定的と

の特性を有しています。こうした物流不動産の特性を踏まえ、本投資法人は、効率的なキャッシュマネジ

メント及び安定的な分配金水準を確保する為、一定のルールのもと利益超過分配を実施し、投資主価値の

最大化に努めることとします。

本投資法人は、当面の間、対象営業期間の減価償却費の30％相当額を利益超過分配金額の目途とし、毎

期継続的に利益超過分配を実施することを原則とします。ただし、経済環境、不動産市場等の動向、保有

資産の状況、本投資法人のLTV水準、財務状況等を総合的に勘案し、利益を超えた金銭の分配を実施しない

場合もあります。

また、継続的な利益超過分配に加え、新投資口発行等の資金調達や大規模な修繕等により投資口の希薄

化又は多額の費用が発生し、一時的に1口当たり分配金の水準が一定程度減少することが見込まれる場合に

は、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。ただし、

継続的な利益超過分配と合わせて対象営業期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前営業期

間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の60％に相当する金額を上限とします。
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e.　自己投資口の取得

本投資法人は、資本効率の向上と投資主還元のため、財務、資本政策の一環として自己投資口の取得及

び消却を実施できるものとします。なお、経済環境や市場状況に加え、本投資法人の投資口価格の水準、

手元資金の状況、財務状況等を総合的に勘案し、中長期的な投資主価値の向上に資するかを慎重に判断し

た上で実施するものとします。

 

（ト）　投資主への開示方針

本資産運用会社は、本投資法人について、投信法、金融商品取引法等の法令、東京証券取引所の諸規則、

投信協会の諸規則等の要請する内容及び様式に従って、本資産運用会社の社内規程である情報等開示規程に

基づいて、迅速かつ正確な情報開示を行います。また、情報の透明性及び分かりやすさに配慮し、法定開示

以外の情報の開示も可能な限り実施します。
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（2）【投資対象】

①　投資対象とする資産の種類

（イ）　本投資法人は、前記「（1） 投資方針　② 基本方針」に定める資産運用の基本方針に従い、以下に

掲げる特定資産に投資します（規約第29条第1項乃至第3項）。

a.　次に掲げる各資産（以下、総称して「不動産等」といいます。）

ⅰ.　不動産

ⅱ.　不動産の賃借権

ⅲ.　地上権

ⅳ.　外国の法令に基づく前記ⅰ.、ⅱ.又はⅲ.に掲げる資産

ⅴ.　前記ⅰ.乃至ⅳ.に掲げる資産を信託する信託の受益権（不動産に付随する金銭と合わせて信託する

包括信託を含みます。）

ⅵ.　前記ⅰ.乃至ⅳ.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権

ⅶ.　不動産に関する匿名組合出資持分（当事者の一方が相手方の行う前記ⅰ.乃至ⅵ.に掲げる資産の運

用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用

し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。）

ⅷ.　信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とす

る金銭の信託の受益権

ⅸ.　外国の法令に準拠して組成された前記ⅴ.乃至ⅷ.に掲げる資産と同様の性質を有する資産

ⅹ.　投信法第194条第2項に規定する場合において、海外不動産保有法人のうち、資産の全てが不動産及

び当該不動産に係る金銭債権等である法人（外国金融商品市場に上場されているもの及び外国にお

いて開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除きます。）が発行する株

式又は出資

b.　資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの（なお、権利を表示す

る証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。）（以下「不動産

対応証券」といい、不動産等と不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」と総称します。）

ⅰ.　優先出資証券（資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。）

（以下「資産流動化法」といいます。）に定める優先出資証券をいいます。）

ⅱ.　投資信託の受益証券（投信法に定める受益証券をいいます。）

ⅲ.　投資法人の投資証券（投信法に定める投資証券をいいます。）

ⅳ.　特定目的信託の受益証券（資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券をいいます。）

（前記a.ⅴ.、ⅵ.及びⅷ.に該当するものを除きます。）

ⅴ.　外国の法令に準拠して組成された前記ⅰ.乃至ⅳ.に掲げる資産と同様の性質を有する資産

 

（ロ）　本投資法人は、不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資します。

a.　特定資産のうち次に掲げるもの（なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表

示されるべき権利を含むものとします。）

ⅰ.　預金

ⅱ.　コールローン

ⅲ.　国債証券（金融商品取引法に定めるものをいいます。）

ⅳ.　地方債証券（金融商品取引法に定めるものをいいます。）

ⅴ.　特別の法律により法人の発行する債券（金融商品取引法に定めるものをいいます。）

ⅵ.　特定社債券（資産流動化法に定めるものをいいます。）

ⅶ.　社債券（金融商品取引法に定めるものをいいます。）

ⅷ.　譲渡性預金証書

ⅸ.　貸付信託の受益証券（金融商品取引法に定めるものをいいます。）

ⅹ.　コマーシャル・ペーパー（金融商品取引法に定めるものをいいます。）

xⅰ. 金銭債権（投信法施行令に定めるものをいいます。）

xⅱ. 株券（金融商品取引法に定めるものをいいます。）

xⅲ. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で前記ⅲ.乃至ⅶ.、ⅸ.、ⅹ.又はxⅱ.に掲げる証券又は

証書の性質を有するもの

xⅳ. 海外不動産保有法人に対する金銭債権

xⅴ. 信託財産を主として前記ⅰ.乃至xⅳ.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金

銭の信託の受益権

xⅵ. 有価証券（金融商品取引法に定めるものをいいます。ただし、前記ⅰ.乃至xⅴ.に該当するものを除

きます。）

b.　デリバティブ取引に係る権利（投信法施行令に定めるものをいいます。）
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c.　再生可能エネルギー発電設備（投信法施行令に定めるものをいいます。）

d.　公共施設等運営権（投信法施行令に定めるものをいいます。）

 

（ハ）　本投資法人は、前記（イ）乃至（ロ）に定める特定資産のほか、不動産関連資産に付随して取得が必

要又は有用と認められる下記の権利等を取得することができます。

a.　商標法（昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。）に基づく商標権又はその専用使用権若しく

は通常使用権

b.　著作権法（昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。）に基づく著作権等

c.　動産（再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。）

d.　温泉法（昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。）において定める温泉の源泉を利用する権利

及び当該温泉に関する設備等

e.　特定出資（資産流動化法に定めるものをいいます。）

f.　民法（明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。）（以下「民法」といいます。）上の組合の出

資持分（前記（ロ）xⅵ.に定める有価証券に該当するものを除きます。）

g.　各種の保険契約及びそれに基づく権利又は利益

h.　地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。）に基づく算定

割当量その他これに類似するもの又は排出権（温室効果ガスに関する排出権を含みます。）

i.　地役権

j.　規約の定めに基づき本投資法人が投資を行う国又は地域の法令に基づいて組成される権利等（当該国又

は地域における法令に基づく不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする信託の受益権と同様又は類する

性質を持つ権利等を含みます。ただし、前各号に該当するものを除きます。）

k.　国外の資産について、専ら当該資産に係る資産運用を行うことを目的とする国内外の法人の発行する株

式（その他の出資を含みます。ただし、前各号に該当するものを除きます。）

l.　上記のほか、不動産関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利

 

（ニ）　本投資法人は、前記（イ）乃至（ハ）のほか、投資法人の組織運営に伴い保有が必要となるその他の

権利及び資産を取得することができます。

 

②　投資基準及び地域別、用途別等による投資割合

（イ）　投資基準については、前記「（1） 投資方針　③ ポートフォリオ構築方針　（イ） ポートフォリオ

構築方針の基本的な考え方及び投資基準」をご参照ください。

 

（ロ）　地域別、用途別等による投資割合については、前記「（1） 投資方針　③ ポートフォリオ構築方

針　（イ） ポートフォリオ構築方針の基本的な考え方及び投資基準　a. 用途分散」及び同「b. 地域分

散」をご参照ください。
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（3）【分配方針】

本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとするほか、金銭の分配にあたっては、投信協会

が定める諸規則に従うものとします。

①　利益の分配（規約第36条第1項）

（イ）　本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額（以下、本「（3）　分配方針」におい

て「分配可能金額」といいます。）は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て決算期毎に計算される利益の金額をいいます。

 

（ロ）　分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項（以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいま

す。）に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額（法令改正等により当該

金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。）を超えて分配するものとして、本投資法人

が決定する金額とします（ただし、分配可能金額を上限とします。）。なお、本投資法人は運用資産の維

持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する

積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。

 

（ハ）　分配金に充当せず留保した利益及び決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の

基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用を行うものとします。

 

②　利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）（規約第36条第2項）

本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、又は

本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、前記①（ロ）で定める分配金額に投

信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分

配することができます。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に利益の金額を超える金銭の分配を行

う方針とします。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必

要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮します。ただし、経済環境、不動産市場及

び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合に

は分配可能金額を超える金銭の分配を行いません。

 

③　分配金の分配方法（規約第36条第3項）

分配金は、金銭により分配するものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期現在の最終の投資

主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の口数に応じて分配します。

 

④　分配金請求権の除斥期間（規約第36条第4項）

分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものと

します。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
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（4）【投資制限】

①　規約に基づく投資制限

本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。

（イ）　投資制限（規約第30条）

a.　前記「（2） 投資対象　① 投資対象とする資産の種類　（ロ）　a.　xi.」に掲げる金銭債権に対する

投資を行う場合には、原則として安全性及び換金性を勘案した運用を図るものとします。ただし、不動産

を裏付けとする貸付債権への投資等を行う場合にはこの限りでなく、当該不動産の収益性や貸倒れ等のリ

スクにつき十分に検証した上でこれを行うものとします。

b.　前記「（2） 投資対象　① 投資対象とする資産の種類　（ロ）　b.」に掲げるデリバティブ取引に係る

権利への投資は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目

的とした運用に限るものとします。

 

（ロ）　組入資産の貸付けの目的及び範囲（規約第31条）

a.　本投資法人は、特定資産である不動産（投資法人が取得する不動産等及び不動産関連資産の裏付けとな

る不動産を含みます。以下、本（ロ）において同じです。）については、運用を図ることを目的として第

三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財

産である不動産については、当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うこと

を原則とします。

b.　本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、か

かる収受した金銭を資産運用の基本方針及び投資態度に従い運用することができます。

c.　本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことができます。

 

（ハ）　借入金及び投資法人債発行の限度額等（規約第34条）

a.　本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取

得、修繕費その他の維持管理費用若しくは分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金、又は本投資法

人の債務の返済（敷金・保証金の返還及び借入金及び投資法人債（短期投資法人債を含みます。以下同じ

です。）の債務の返済を含みます。）等の資金の手当てを目的として、資金を借り入れ（コール市場を通

じる場合を含みます。）又は投資法人債を発行することができます。ただし、短期投資法人債の発行によ

り調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとします。なお、資金を借り入

れる場合は、金融商品取引法に規定する適格機関投資家（ただし、租税特別措置法第67条の15に規定する

機関投資家に該当する者に限ります。）からの借入れに限るものとします。

b.　前項の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます。

c.　借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとしま

す。

 

②　その他の投資制限

（イ）　有価証券の引受け及び信用取引

本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。

 

（ロ）　集中投資

集中投資について制限はありません。なお、ポートフォリオの構築方針については、前記「（1） 投資

方針　③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。

 

（ハ）　他のファンドへの投資

他のファンドへの投資について制限はありません。
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3【投資リスク】

（1）リスク要因

以下には、本投資証券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載していま

す。ただし、以下は本投資証券への投資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外の

リスクも存在します。

本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針です

が、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資証券

の市場価格は下落し、発行価格に比べ低くなることもあると予想され、その結果、投資主が損失を被る可能性があ

ります。また、本投資法人の純資産額の減少、その他財務状況の悪化による分配金の減少が生じる可能性がありま

す。

各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で、本投資証券に

関する投資判断を行う必要があります。

なお、本書に記載の事項には、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のない限り、これらの事項は本書

の日付現在における本投資法人及び本資産運用会社の判断によるものです。

本項に記載されているリスク項目は、以下のとおりです。

 

①　本投資証券の商品性に関するリスク

（イ）　本投資証券の市場価格の変動に関するリスク

（ロ）　本投資証券の市場での取引に関するリスク

（ハ）　金銭の分配に関するリスク

（ニ）　収入及び支出の変動に関するリスク

（ホ）　投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことによるリスク

（ヘ）　新投資口の発行時の1口当たりの価値の希薄化に関するリスク

②　本投資法人の運用方針に関するリスク

（イ）　投資対象が物流不動産に特化していることによるリスク

（ロ）　少数のテナントに依存していることによるリスク

（ハ）　シングル・テナント物件等に関するリスク

（ニ）　特定の物件への依存度が高いことに係るリスク

（ホ）　住友商事グループからの物件取得が想定どおり行えないリスク

（ヘ）　不動産を取得又は処分できないリスク

（ト）　新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク

（チ）　LTVの上昇に伴うリスク

③　本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク

（イ）　住友商事グループへの依存、利益相反に関するリスク

（ロ）　本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク

（ハ）　本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材への依存リスク

（ニ）　本投資法人の歴史が浅いことによるリスク

（ホ）　本投資法人の投資方針の変更に関するリスク

（ヘ）　本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク

（ト）　敷金及び保証金に関するリスク

④　不動産及び信託の受益権に関する法的リスク

（イ）　不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク

（ロ）　賃貸借契約に関するリスク

（ハ）　災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化並びに周辺環境の悪化に伴うリスク

（ニ）　不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク

（ホ）　不動産の地域的な偏在に関するリスク

（ヘ）　不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク

（ト）　法令の制定・変更に関するリスク

（チ）　売主の倒産等の影響を受けるリスク

（リ）　マスターリース会社に関するリスク

（ヌ）　転貸に関するリスク

（ル）　テナント等による不動産の利用状況に関するリスク

（ヲ）　共有物件に関するリスク

（ワ）　区分所有建物に関するリスク

（カ）　借地物件に関するリスク

（ヨ）　借家物件に関するリスク
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（タ）　底地物件に関するリスク

（レ）　開発物件等に関するリスク

（ソ）　有害物質に関するリスク

（ツ）　水質汚濁防止法上の特定施設に関するリスク

（ネ）　埋立地に関するリスク

（ナ）　不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク

（ラ）　フォワード・コミットメント等に係るリスク

⑤　税制に関するリスク

（イ）　導管性要件に関するリスク

（ロ）　税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク

（ハ）　不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク

（ニ）　一般的な税制の変更に関するリスク

⑥　その他

（イ）　専門家報告書等に関するリスク

（ロ）　マーケットレポートへの依存に関するリスク

（ハ）　減損会計の適用に関するリスク

 

①　本投資証券の商品性に関するリスク

（イ）　本投資証券の市場価格の変動に関するリスク

　本投資法人は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行わないクローズド・エンド型であるため、投

資主が本投資証券を換価する手段は、原則として第三者に対する売却に限定されます。

　本投資証券の市場価格は、本投資証券が上場している東京証券取引所における投資家の需給により影響を

受けるほか、金利情勢、経済情勢、不動産市況その他市場を取り巻く様々な要因の影響を受けて変動しま

す。例えば、2019年末に確認された新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を含む感染症の蔓延等により、

日本を含む世界経済に深刻な影響が生じ、本投資証券の市場価格にも悪影響が生じる可能性があります。本

投資法人は、本投資法人の保有資産である物流不動産及びインダストリアル不動産については、長期での賃

貸借契約を基本としていることから、感染症等の発生に伴う経済活動の停滞が直ちにその収益に悪影響を及

ぼすとは考えにくいと考えています。しかし、経済活動の停滞の長期化や更なる感染拡大が生じた場合に

は、物流不動産やインダストリアル不動産及びそのテナントを取り巻く環境についても重大な影響が生じな

いとの保証はありません。

　そのため、本投資証券を取得した価格で売却できない可能性があり、その結果、投資主が損失を被る可能

性があります。

 

（ロ）　本投資証券の市場での取引に関するリスク

　本投資証券は、東京証券取引所に上場していますが、一定期間金銭の分配を行わないこと、本投資法人の

資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他の東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定する上場

不動産投資信託証券の上場廃止基準に抵触する場合には上場が廃止されます。本投資証券の上場が廃止され

る場合、投資主は、保有する本投資証券を相対で譲渡するほかに換金の手段がないため、本投資法人の純資

産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲渡自体が事実上不可能となる場合があ

り、その結果、損失を被る可能性があります。

 

（ハ）　金銭の分配に関するリスク

　本投資法人は前記「2 投資方針　（3） 分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分

配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありませ

ん。本投資法人が取得する不動産等及び不動産等を裏付けとする資産の当該裏付け不動産等（以下、本

「（1） リスク要因」において「不動産」と総称します。）の賃貸状況、売却に伴う損益等により、期間損

益が大きく変動し、投資主への分配金が増減し、又は一切分配されないことがあります。

　また、本投資法人は、前記「2 投資方針　（3） 分配方針　② 利益を超えた金銭の分配（出資の払戻

し）」で記載しているとおり、原則として毎期継続的に利益の金額を超える金銭の分配を行う方針としてい

ますが、経済環境、不動産市況及び本投資法人の財務状況等によっては、利益を超えた金銭の分配の額が減

少したり、行われない場合もあります。更に、利益を超えた金銭の分配は、実質的には出資の払戻しに相当

しますので、利益を超えた金銭の分配が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。

また、これにより手元資金が減少することとなるため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超えて資

本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面

での制約となる可能性があります。

 

EDINET提出書類

ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人(E35254)

有価証券報告書（内国投資証券）

 51/172



（ニ）　収入及び支出の変動に関するリスク

　本投資法人の収入は、不動産の賃料収入に主として依存しています。不動産に係る賃料収入は、不動産の

稼働率の低下等により、大きく減少する可能性があるほか、賃借人との協議や賃借人からの請求等により賃

料が減額されたり、契約どおりの増額改定を行えない可能性もあります（なお、これら不動産に係る賃料収

入に関するリスクについては、後記「④ 不動産及び信託の受益権に関する法的リスク　（ロ） 賃貸借契約

に関するリスク」をご参照ください。）。また、当該不動産に関して締結される賃貸借契約に基づく賃料

が、一般的な賃料水準に比して適正な水準にあるとは限りません。

　一方、収入の減少だけでなく、退去するテナントへの預り敷金及び保証金の返還、多額の資本的支出、不

動産の取得等に要する費用、その他不動産に関する支出が状況により増大し、キャッシュ・フローを減ずる

要因となる可能性があります。

　このように、不動産からの収入が減少する可能性があるとともに、不動産に関する支出は増大する可能性

があり、これら双方又はいずれか一方の事由が生じた場合、投資主への分配金額が減少したり、本投資証券

の市場価格が下落することがあります。

 

（ホ）　投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことによるリスク

　本投資法人の投資主は、投資主総会を通じて、一定の重要事項につき本投資法人の意思決定に参画できる

ほか、本投資法人に対して一定の権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における株主の

権利とは必ずしも同一ではありません。例えば、金銭の分配に係る計算書を含む本投資法人の計算書類等

は、役員会の承認のみで確定し（投信法第131条第2項）、投資主総会の承認を得る必要はないことから、投

資主総会は、必ずしも決算期ごとに招集されるわけではありません。また、投資主が投資主総会に出席せ

ず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提

出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きま

す。）について賛成するものとみなされます（投信法第93条第1項、規約第14条第1項）。更に、本投資法人

は、資産の運用に係る業務その他の業務を本資産運用会社その他の第三者に委託しています。これらの要因

により、投資主による資産の運用に係る業務その他の業務に対する統制が効果的に行えない可能性もありま

す。

 

（ヘ）　新投資口の発行時の1口当たりの価値の希薄化に関するリスク

　本投資法人は、新投資口を随時発行する予定ですが、かかる発行により既存の投資主の保有する投資口の

持分割合が減少します。また、本投資法人の営業期間中に発行された投資口に対して、当該営業期間の期初

から存在する投資口と同額の金銭の分配が行われるため、既存の投資主は、当該新投資口の発行がなかった

場合に比して、1口当たりの受取分配金額が減少する可能性があります。

　更に、当該新投資口の発行の結果、本投資法人の投資口1口当たりの価値や市場における需給バランスが

影響を受け本投資証券の市場価格が下落する可能性があります。

 

②　本投資法人の運用方針に関するリスク

（イ）　投資対象が物流不動産に特化していることによるリスク

　本投資法人は、不動産の中でも、物流不動産を主たる投資対象としていますが、本投資法人はこれに伴う

特有のリスクを抱えています。

　まず、物流不動産に対する需要は、日本経済全体の動向、特に流通量の動向に影響を与える様々な事象に

よる影響を受けています。これには、今後の日本の景気動向、生産活動の海外移転等の進捗状況、人口の推

移、生産活動と消費活動を結ぶ流通形態の変化などが含まれます。また、本投資法人が投資対象としている

物流不動産には海外への輸出拠点又は海外からの輸入拠点として使用される物件も含まれることから、テナ

ント需要は、為替等の経済情勢にも左右される可能性があります。これらの推移によっては、本投資法人が

投資対象とする物流不動産に対する需要が全般的に減少し、その結果、本投資法人の収益等に悪影響が生じ

る可能性があります。

　物流不動産全体に対する需要が減少しない場合でも、今後の生産拠点や物流形態の変化等により、特定の

物流不動産に対する需要が低下し、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、生産拠

点の移転、新たな道路網の整備等により、既存の物流拠点がその立地上の優位性を失い、当該物流不動産の

テナント需要が低下する可能性があります。また、現状の船舶、鉄道、航空機、自動車による物流輸送の役

割が、技術革新や、インフラの利便性の変化、環境関連法規の制定による規制等により大きく変化した場

合、それぞれを主要な輸送手段とする物流不動産の役割が衰退することとなり、当該物流不動産のテナント

需要が低下する可能性もあります。

　更に、特定の物流不動産の周辺の市街地化により、共同住宅・戸建住宅や学校・病院等の公益施設の建設

が近隣で行われ、周辺環境が変動し、テナントの操業に支障が発生することがあります。その結果、テナン

ト需要が後退し、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性なども考えられます。また、既存テナントが退
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去した場合、物流不動産は他の用途の不動産と比較して、代替テナントとなりうる者が限定されるため、代

替テナントが入居するまでの空室期間が長期化する可能性があります。

　また、本投資法人の保有する物流不動産のテナントが、港湾労働法（昭和63年法律第40号。その後の改正

を含みます。）に定める港湾運送の業務に従事すること等により、同法の適用を受ける場合、当該テナント

には、同法を遵守するための費用負担等が生じ、その結果、テナントの収益を悪化させる可能性及び同法の

適用のない他の物流不動産に比べて競合上不利になる可能性があり、これらを通じて本投資法人の収益性に

悪影響が及ぶ可能性があります。

　上記のほかにも、本投資法人が物流不動産を投資対象としていることから、その建物の特性、適用規制、

テナント特性等に起因して、特有のリスクが生じ、これらが本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

（ロ）　少数のテナントに依存していることによるリスク

　本投資法人の保有資産の一部は、一部の少数のテナントへ賃貸されており、本投資法人の収入は、かかる

テナントに大きく依存しています。これらのテナントの営業状況、財務状況が悪化し、賃料支払が遅延した

り、物件から退去した場合には、本投資法人の収益等に大きな悪影響が生じる可能性があります。

 

（ハ）　シングル・テナント物件等に関するリスク

　本投資法人の保有資産には、単一のテナントへ物件全体を賃貸するいわゆるシングル・テナント物件も含

まれており、ほとんどの物件には、このようなシングル・テナントを含む単一又は少数の核となる大規模テ

ナントが存在しています。

　このような物件において既存テナントが退去した場合、当該物件の稼働率が大きく減少し、代替テナント

確保のために賃料水準を引き下げざるを得なくなり、賃料収入に大きな影響を及ぼす可能性があります。ま

た、新たなテナントの要望にあわせ本投資法人の負担で大規模な工事を行わざるを得なくなる可能性もあり

ます。特に、特定のテナントのニーズに合わせて開発されるビルド・トゥ・スーツ型物流不動産において、

これらのリスクが顕著となる可能性があります。

　更に、このようなシングル・テナントを含む、単一又は少数の核となる大規模テナントが存在する物件に

おいては、当該テナントとの間で、優先購入権や処分禁止に関する合意（その内容は様々です。）がなされ

ることがあり、物件の所有権又はこれらを信託財産とする信託の受益権を第三者に売却しようとする場合

に、当該テナントに優先購入権が与えられている等により、物件の自由な売却その他の処分が制限される場

合があります。かかる合意がなされている場合、取得及び売却により多くの時間や費用を要したり、価格の

減価要因となる可能性があります。

 

（ニ）　特定の物件への依存度が高いことに係るリスク

　本書の日付現在、本投資法人の保有資産は10物件であり、保有資産の各取得価格が取得価格の総額に占め

る割合をみると、10物件中5物件がそれぞれ10％超となっています。したがって、そのうちのいずれかの物

件が何らかの理由で毀損、滅失若しくは劣化し、又はオペレーションが困難となる事由が生じた場合、更に

はその主要なテナントの営業状況又は財務状況が悪化したり、物件から退去した場合には、本投資法人の収

益に悪影響を及ぼす可能性があります。
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（ホ）　住友商事グループからの物件取得が想定どおり行えないリスク

　本資産運用会社は、住友商事との間でスポンサーサポート契約を締結し、外部成長のためのパイプライン

サポートを受けることとしています。しかし、スポンサーサポート契約は、本資産運用会社に、住友商事グ

ループが保有する特定の物件についての優先交渉権等を与えるものにすぎず、住友商事は、本投資法人に対

して、物流不動産等を本投資法人及び本資産運用会社の希望する価格で売却する義務を負っているわけでは

ありません。即ち、本投資法人は、同契約により、本投資法人が適切であると判断する物件を適切な価格で

住友商事グループから取得できることまで確保されているわけではありません。

　したがって、本投資法人は、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産の

ポートフォリオを構築できない可能性があります。

 

（ヘ）　不動産を取得又は処分できないリスク

　不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく、流動性が低いため、希望する時

期に希望する物件を取得又は処分できない可能性があります。また、取得が可能であったとしても、投資採

算の観点から希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等もあります。更に、本投資法人が

不動産等及び不動産対応証券を取得した後にこれらを処分する場合にも、投資採算の視点から希望した価

格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等もあります。

　以上の結果、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産のポートフォリオを

構築できない可能性があり、またポートフォリオの組替えが適時に行えない可能性があります。

 

（ト）　新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク

　新投資口の発行、金銭の借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、本投資法人の経済的信用力、

金融市場の情勢その他の要因による影響を受けるため、今後本投資法人の希望する時期及び条件で新投資口

の発行、金銭の借入れ及び投資法人債の発行を行うことができる保証はなく、その結果、予定した資産を取

得できなかったり、予定しない資産の売却を余儀なくされたり、資金繰りがつかなくなる可能性がありま

す。

　次に、本投資法人が金銭の借入れ又は投資法人債の発行を行う場合において、当該金銭の借入れ又は投資

法人債の発行の条件として、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持する、本投資法人の信用

状態に関する評価を一定の水準に維持する、若しくは投資主への金銭の分配（利益を超えた金銭の分配を含

みます。）を制約する等の財務制限条項が設けられること、運用資産に担保を設定すること、又は規約の変

更が制限されること等の可能性があります。このような制約が本投資法人の運営に支障をきたし、又は投資

主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。加えて、これらの制限に違反した場合に

は、追加の担保設定や費用負担等を求められ、又は当該借入れにかかる借入金若しくは投資法人債の元利金

について期限の利益を喪失する等の可能性があり、その結果、本投資法人の運営に重大な悪影響が生じる可

能性があります。

　更に、借入れ及び投資法人債の金利は、借入時及び投資法人債発行時の市場動向に左右され、変動金利の

場合には、その後の市場動向にも左右されます。借入れ及び投資法人債の金利が上昇し、又は本投資法人の

借入金額及び投資法人債発行額が増加した場合には、本投資法人の利払額は増加します。このような利払額

の増加により、投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、本投資法人は、金利変動の影響を軽減するため、変動金利と固定金利のスワップ取引及び長期借入

れや返済期限の分散化等の取組みを行う予定です。しかし、これらの取組みが金利変動の影響を軽減できな

い場合、本投資法人の財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

 

（チ）　LTVの上昇に伴うリスク

　本投資法人は、LTVの上限を60％とし、平常時の運用において35～45％前後で運用することとしています

が、新たな運用資産の取得等に伴い、一時的に上限を超えることがあります。一般に、LTVが高まると、金

利が低下しない限り利払額は増加し、また、金利変動の影響が強まる等の影響があり、本投資法人の収益の

安定性等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

③　本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク

（イ）　住友商事グループへの依存、利益相反に関するリスク

　本投資法人は、住友商事グループの物流不動産に関する開発実績、運営ノウハウ及び経営資源等を活用し

て、投資主利益の最大化を目指すことを基本方針としています。また、住友商事は、本書の日付現在、本資

産運用会社の全株式を保有しており、本資産運用会社の5名の常勤取締役を含む一部の役職員の出向元で

す。更に、本投資法人は、住友商事グループから、物件の供給その他の外部成長のためのサポート及び保有

物件に対するプロパティ・マネジメント業務の提供その他の内部成長のためのサポートを今後継続的に受け

ることを予定しています。その他、本投資法人は、本資産運用会社及び住友商事の間のスポンサーサポート

契約に基づき本資産運用会社が住友商事から受けるスポンサーサポート、並びに本投資法人及び住友商事の
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間のロジスティクスマネジメント契約に基づき住友商事から受ける賃貸募集業務に係るサポートをはじめ、

住友商事グループから様々なサポートを受けることとしています。更に、本投資法人は、本投資法人及び住

友商事の間の商標使用許諾契約書（以下、本③において「商標使用許諾契約」といいます。）に基づき住友

商事から「SOSiLA」に係る商標の使用許諾を受けています。

　このように、本投資法人及び本資産運用会社は、住友商事グループと密接な関係を有し、また、その投資

方針における住友商事グループに対する依存度は相当程度高いということができます。

　したがって、本投資法人及び本資産運用会社が住友商事及びその他の住友商事グループとの間で、本書の

日付現在における関係と同一の関係を維持できなくなった場合には、本投資法人が住友商事グループから上

記に記載のサポートを受けられなくなる可能性があるほか、商標使用許諾契約が解約される又は更新されな

い等の理由により本投資法人が「SOSiLA」に係る商標を使用できなくなる可能性もあります。この場合、本

投資法人に悪影響が及ぶ可能性があります。

　更に、本投資法人又は本資産運用会社が、資産運用活動その他を通じて、住友商事グループとの間で取引

等を行う場合、本資産運用会社と住友商事グループの上記のような関係から、住友商事グループの利益のた

めに、本投資法人の投資主の利益に反する行為が行われる可能性もあり、その場合には、投資主に損害が発

生する可能性があります。

　加えて、本投資法人及び本資産運用会社が住友商事グループとの間で締結している契約は、住友商事グ

ループが、本投資法人と競合する事業を行うことを禁止するものではありません。住友商事グループは、物

流不動産の開発、所有、運営、住友商事グループ以外の第三者からのプロパティ・マネジメント業務の受託

等、様々な形で不動産に関連する業務を行っています。したがって、本投資法人又は本資産運用会社と住友

商事グループとが、特定の資産の取得、賃貸借、管理運営、処分等に関して競合する可能性やその他利益相

反が問題となる状況が生じる可能性は否定できません。

　上記のような利益相反が問題となりうる場合としては、例えば、住友商事グループからの物件取得に際し

ての取得価格その他の購入条件、住友商事グループに対する賃貸に関する条件、プロパティ・マネジメント

会社である住商ビルマネージメント株式会社及び住商建物株式会社に対するプロパティ・マネジメント業務

の委託の条件、住友商事グループに対する契約上の責任の追及その他の権利行使、スポンサーサポート契約

の更新の有無、テナントの誘致その他のプロパティ・マネジメント業務の遂行などが挙げられます。

　これらの利益相反により、本投資法人の利益が不当に害され、本投資法人の投資主に損害が発生する可能

性があります。

 

（ロ）　本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク

　本投資法人は、投信法に基づき、執行役員及び監督役員から構成される役員会において重要な意思決定を

行い、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一般事務受託者に、それ

ぞれ委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウ

に依存するところが大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずし

も維持できる保証はありません。また、投信法は、本投資法人の執行役員及び監督役員並びに本投資法人の

関係者に関する義務及び責任を定めていますが、これらの本投資法人の関係者等が投信法その他の法令に反

し、又は、法定の措置をとらないときは、投資主に損害が発生する可能性があります。

　また、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者が、法令上又は契約上負っている善良な管理者

としての注意義務、投資法人のために忠実に職務を遂行する義務、利益相反状況にある場合に投資法人の利

益を害してはならない義務その他の義務に違反した場合には、本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼ

し、投資主が損害を受ける可能性があります。

　このほかに、本資産運用会社又は本投資法人若しくは保有資産である不動産信託受益権に関する信託受託

者から委託を受ける業者として、プロパティ・マネジメント会社、建物の管理会社等があります。本投資法

人の収益性の向上のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存するところも大きいと考えられま

すが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。これら

の者について業務の懈怠その他の義務違反があった場合や業務遂行能力が失われた場合には、本投資法人の

存続及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（ハ）　本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材への依存リスク

　本投資法人の運営は、本投資法人の執行役員及び本資産運用会社の人材に大きく依存しており、これらの

人材が失われた場合、本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性があります。
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（ニ）　本投資法人の歴史が浅いことによるリスク

　本投資法人は、2019年6月26日に設立され、2019年12月10日に資産の運用が開始されました。したがっ

て、本投資法人は、過去の実績が少ないため、過去の実績から今後の実績を予測することは困難です。ま

た、本資産運用会社のこれまでの私募リート及び私募ファンド等に係る運用実績は、本投資法人の今後の運

用実績を保証するものではありません。

 

（ホ）　本投資法人の投資方針の変更に関するリスク

　本投資法人の規約に記載されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更については、投資主

総会の承認が必要ですが、より詳細な投資方針又は「資産運用ガイドライン」等については、投資主総会の

承認を経ることなく、変更することが可能です。そのため、本投資法人の投資主の意思が反映されないま

ま、これらが変更される可能性があります。

 

（ヘ）　本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク

　本投資法人には、破産法（平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。）（以下「破産法」といいま

す。）、民事再生法（平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。）（以下「民事再生法」といいま

す。）及び投信法上の特別清算手続（投信法第164条）が適用される可能性があります。

　本投資法人は、投信法に基づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定の事由が発生した場合に

は、投信法に従ってその登録が取り消される可能性があります（投信法第216条）。その場合には、本投資

証券の上場が廃止され、本投資法人は解散し、清算手続に入ります。

　本投資法人が清算される場合、投資主は、全ての債権者への弁済（投資法人債の償還を含みます。）後の

残余財産の分配による他、投資金額を回収することができません。このため、投資主は、投資金額の全部又

は一部について回収することができない可能性があります。

 

（ト）　敷金及び保証金に関するリスク

　物流不動産においては、賃借人が多額の敷金及び保証金を長期間にわたって無利息又は低利で賃貸人に預

託することがあり、本投資法人は、今後、これらの資金を運用資産の取得資金その他の本投資法人の必要資

金の一部として活用することを想定しています。しかし、賃貸市場の動向、賃借人との交渉等により、本投

資法人の想定よりも賃借人からの敷金及び保証金の預託額が少なくなり、又は預託期間が短くなる可能性が

あります。また、敷金又は保証金を本投資法人が利用する条件として、本投資法人が敷金又は保証金の返還

債務を負う場合、賃貸借契約の中途解約により想定外の時期に予想外の金額の敷金又は保証金の返還義務が

生じた場合には、本投資法人は、敷金又は保証金の返還資金をそれらの投資利回りよりも高い調達コストに

よる借入れ等により調達せざるを得なくなることもあります。その結果、本投資法人の収益に悪影響をもた

らす可能性があります。

 

④　不動産及び信託の受益権に関する法的リスク

　本投資法人は不動産を信託する信託の受益権を保有しています。不動産を信託する信託の受益権その他不動産

を裏付けとする資産の所有者は、その信託財産である不動産又は裏付けとなる不動産を直接所有する場合と、経

済的には、ほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、以下に記載する不動産に関する法的リスクは、不動

産を信託する信託の受益権その他不動産を裏付けとする資産についても、ほぼ同様にあてはまります。

　なお、信託の受益権特有のリスクについては、後記「（ナ） 不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固

有のリスク」をご参照ください。

（イ）　不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク

　第三者の権利の存在、建物の新築工事や改築・修繕等の工事における施工の不具合や施工時に利用する

データの転用その他の不適切な利用、土地の地形や組成等の様々な原因により、不動産には土地の地盤及び

地質並びに建物やその設備の杭や梁等の構造、設計及び施工等に関して欠陥、瑕疵（物の種類、数量、性

能、性質又は品質等が不十分又は契約等に不適合なことをいいます。以下同じです。）等が存在している可

能性があります。また、不動産には様々な法規制が適用されるため、法令上の規制違反の状態をもって瑕疵

とされることもあり得ます。本資産運用会社が不動産の選定・取得の判断を行うにあたっては、建築基準法

等の行政法規が求める所定の手続が適正に実施され、当該建築物の現況に法令上の規制違反等の瑕疵がない

かどうかにつき専門業者から建物状況評価報告書を取得するなどの物件精査を行うことにしています。しか

しながら、建築基準法等の行政法規が求める所定の手続を経た不動産についても、建物の素材や建設時の施

工の適切性を保証するものではなく、当該行政法規が求める安全性や構造耐力等を有するとの保証もなく、

また、建築基準法等の行政法規が求める所定の手続が適正であったか否かを事後的に検証することは、当該

手続時や施工時の資料等を入手する必要があること等の理由から困難が伴います。したがって、かかる欠

陥、瑕疵等が本投資法人の取得後に判明したり、取得後に生じたりする可能性もあります。本投資法人は、

状況に応じて、前所有者又は前信託受益者等に対し一定の事項につき表明及び保証を要求し、その他契約上

の責任を追及できるようにする場合もありますが、たとえかかる表明及び保証が真実でなかったことを理由
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とする損害賠償責任又はその他の責任を追及できたとしても、これらの責任の期間及び責任額は一定範囲に

限定されることがあり、また、前所有者又は前信託受益者等が解散したり無資力になっているために実効性

がない場合もあります。このようなリスクは前所有者又は前信託受益者等が特別目的会社である場合にはよ

り顕著となります。

　これらの場合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては、当該不動産の資産価値が低下することを防ぐた

めに必要となる当該欠陥、瑕疵等の補修、建物の建替えその他の対応に係る費用が甚大となる可能性がある

とともに、当該不動産の買主である本投資法人が当該費用を負担せざるを得なくなることがあり、投資主に

損害を与える可能性があります。

　加えて、不動産をめぐる権利義務関係の複雑さゆえに、不動産に関する権利が第三者の権利や行政法規等

により制限を受けたり、第三者の権利を侵害していることが後になって判明する可能性があります。更に

は、不動産の形状や利用によっては、当該不動産の存在や利用状況によって意図しない第三者の権利の侵害

が生じる可能性もあります。その結果、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。

　また、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことがあ

ります。更に、権利に関する事項のみならず、不動産登記簿中の不動産の表示に関する事項が現況と一致し

ていない場合もあります。このような場合、上記と同じく、本投資法人は売主等に対して法律上又は契約上

許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。

　一方、本投資法人が不動産を売却する場合、本投資法人は、宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者とみ

なされるため、同法に基づき、売却の相手方が宅地建物取引業者である場合を除いて、不動産の売買契約に

おいて、瑕疵担保責任又は契約不適合責任に関し、買主に不利となる特約をすることが制限されています。

したがって、本投資法人が不動産を売却する場合は、売却した不動産の欠陥、瑕疵等の修補その他に係る予

定外の費用を負担せざるを得なくなることがあり、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。

 

（ロ）　賃貸借契約に関するリスク

a.　賃貸借契約の解約及び更新に関するリスク

賃借人が賃貸借契約の解約権を留保している場合等には、契約期間中であっても賃貸借契約が終了し、又

は賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がなされないこともあるため、稼働率が低下し、不動産に係る賃料

収入が減少することがあります。また、解約禁止条項、解約ペナルティ条項等を置いて期間中の解約権を制

限している場合又は更新料を定めている場合において、裁判所によって所定の金額から減額されたり、かか

る条項の効力が否定される可能性があります。

以上のような事由により、賃料収入が減少した場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主に損

害を与える可能性があります。

b.　賃料不払に関するリスク

賃借人の財務状況が悪化した場合又は賃借人が破産手続、再生手続若しくは更生手続その他の倒産手続の

対象となった場合、賃貸借契約に基づく賃料の支払が滞り、延滞賃料等の債務の合計額が敷金及び保証金で

担保される範囲を超える場合、投資主に損害を与える可能性があります。

c.　賃料改定に係るリスク

本投資法人の主たる投資対象である物流不動産に関する賃借人との賃貸借契約の期間は、比較的長期間で

あることが一般的ですが、このような契約においては、賃料等の賃貸借契約の内容について、定期的に見直

しを行う旨の定めがなされることがあります。

したがって、賃貸借契約の期間中、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はありません。賃料改

定により賃料が減額された場合、投資主に損害を与える可能性があります。

また、定期的に賃料等を増額する旨の規定が賃貸借契約にある場合でも、賃借人との交渉如何によって

は、必ずしも、規定どおりに賃料を増額できるとは限りません。

d.　賃借人による賃料減額請求権行使のリスク

建物の賃借人は、定期建物賃貸借契約において借地借家法（平成3年法律第90号。その後の改正を含みま

す。）（以下「借地借家法」といいます。）第32条に基づく賃料減額請求権を排除する特約を設けた場合を

除いて、同条に基づく賃料減額請求をすることができます。定期建物賃貸借契約の効力が認められるために

は、借地借家法第38条所定の要件を充足する必要があります。このため、ある建物賃貸借契約を定期建物賃

貸借契約とした上で借地借家法第32条に基づく賃料減額請求権を排除する特約を設けた場合であっても、借

地借家法第38条所定の要件が充足されなかった場合には、賃料減額請求権を排除することができない可能性

があります。当該請求が認められた場合、当該不動産から得られる賃料収入が減少し、本投資法人の収益等

に悪影響を及ぼし、投資主が損失を被る可能性があります。また、建物の所有を目的とする土地の賃借人に

ついても、借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減額請求が認められています。請求が認められた場合、

当該不動産から得られる賃料収入が減少し、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主が損失を被る可

能性があります。

e.　定期建物賃貸借契約に関するリスク
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本投資法人は、運用資産のうち建物の賃貸にあたり、原則として定期建物賃貸借契約を活用していく方針

です。しかしながら、定期建物賃貸借契約の効力が認められるには、借地借家法第38条所定の要件を充足す

る必要があるため、かかる要件が充足されなかった場合（かかる要件の充足を証明できない場合を含みま

す。）には、定期建物賃貸借契約としての効力が認められず、当該契約は、いわゆる普通建物賃貸借契約と

して取り扱われる可能性があります。その結果、賃料減額請求権を排除する特約の効力が認められず、又は

建物賃貸借契約が所定の時期に終了しないこと等により、本投資法人の収益性に悪影響を及ぼし、投資主に

損害を与える可能性があります。

f.　賃借人の募集に関するリスク

本投資法人は、賃借人を募集するにあたり、他の物流不動産と立地、築年数、設備や保守及び賃料その他

の条件等の様々な面で競合します。このため、本投資法人が保有する物流不動産が競争力を失ったり、有利

な条件を提供できなくなると、賃借人を確保できず、この結果、保有する物流不動産の賃料水準や稼働率が

低下し、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす場合があります。特に、近郊の競合物流不動産の数が増加し

た場合には、賃料水準の引下げ等が余儀なくされ、投資主に損害を与える可能性があります。

 

（ハ）　災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化並びに周辺環境の悪化に伴うリスク

　火災、地震、地震に伴う液状化現象、津波、暴風雨、洪水、地すべり、山崩れ、落雷、竜巻、火山の噴

火、高潮、戦争、紛争、暴動、騒乱、テロのほか原子力発電所における事故等（以下「災害等」といいま

す。）により不動産が滅失、劣化若しくは毀損し、又は不動産の正常な運営が妨げられ、それにより、当該

不動産に係る収益が減少し若しくは費用が増加し、又はその価値が下落する可能性があります。このような

場合には、滅失、劣化又は毀損した個所を修復するために一定期間又は修復することができない場合には永

久的に、不動産の不稼働を余儀なくされるため、賃料収入が減少することとなります。また、不動産自体に

滅失、劣化又は毀損が生じなかった場合においても、電気、ガス、水道等の使用の制限やその他の外部的要

因により不動産の不稼働を余儀なくされることで、賃料収入が減少することがあります。また、賃料収入が

減少した結果、不動産価値の下落が生じる可能性もあります。加えて、災害等の影響で周辺環境が悪化する

ことにより、不動産の価値が下落する可能性があり、また、賃料水準の下落又は稼働率の低下により賃料収

入が減少する可能性があります。このような不動産の価値の下落又は賃料収入の減収の結果、投資主に損害

を与える可能性があります。本投資法人は、かかる災害等に伴うリスクを軽減するため、一定の基準に基づ

き保険を付保する予定ですが、不動産の個別事情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われ

る上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約で填補されない災害等若しくは損害が発生した場合又は保

険契約に基づく保険会社による支払が他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合に

は、本投資法人の収益や保有資産の資産価値に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（ニ）　不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク

　運用資産である不動産を原因として、近隣住民その他の第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合

に、損害賠償義務が発生し、結果的に本投資法人が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工

作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています。不動産の個別事情により保険契約が締結さ

れない場合その他「上記（ハ）災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化並びに周辺環境の悪化に伴うリス

ク」と同様の場合、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、不動産につき毀損、滅失又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関連して多

額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、不動産から得られる

賃料収入が減少し、不動産の価格が下落する可能性があります。

 

（ホ）　不動産の地域的な偏在に関するリスク

　本投資法人が保有する不動産が、一定の地域に偏在する場合には、当該地域における地震その他の災害、

地域経済の悪化、稼働率の低下、賃料水準の下落等が、本投資法人の全体収益にも著しい悪影響を及ぼす可

能性があります。

　本書の日付現在における本投資法人の保有資産のうち、6物件が関東エリアに、4物件が関西エリアに所在

しています。このため、地震等の自然災害、地域経済の不振、稼働率や賃料の低下、人口や平均賃金の変動

を含む、これらのエリアに悪影響を及ぼす事象や出来事による影響を受けるおそれがあり、その結果、本投

資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
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（ヘ）　不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク

　建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際、原則としてこれらの規定に適

合しない現に存する建物（現に建築中のものを含みます。）又はその敷地については、当該規定が適用され

ない扱いとされています（いわゆる既存不適格）。しかし、かかる既存不適格の建物の建替え等を行う場合

には、現行の規定が適用されるので、現行の規定に合致するよう行う必要があり、追加的な費用負担が必要

となる可能性があり、また、現状と同規模の建築物を建築することができない可能性があります。

　更に、建築主は、建築基準法に基づき、一定の建築物を建築する場合、着工前にその計画が建築基準関係

規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならず、ま

た、規模など、一定の条件を超える建造物については構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を

受けなければなりません。

　しかし、建築主事若しくは指定確認検査機関による確認又は構造計算適合性判定機関による判定が適正で

あったか否かを事後的に検証することは、当該確認又は判定を行った当時の資料等を入手する必要があるこ

とや構造計算が複雑であること等から極めて困難です。このため、本投資法人が、当該確認又は判定が適正

に行われていなかった不動産を取得、保有する可能性があり、これにより本投資法人の収益等に悪影響を及

ぼす可能性があります。

　また、不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が運用資産である不動産に適用される可能性

があります。例えば、文化財保護法（昭和25年法律第214号。その後の改正を含みます。）に基づく試掘調

査義務、一定割合において住宅を附置する義務、駐車場附置義務、福祉配慮設備設置義務、緑化推進義務及

び雨水流出抑制施設設置義務等が挙げられます。このような義務が課せられている場合、当該不動産の処分

若しくは建替え等に際して、事実上の困難が生じ、又はこれらの義務を遵守するための追加的な費用負担が

生じる可能性があります。更に、運用資産である不動産を含む地域が道路設置等の都市計画の対象となる場

合には、当該都市計画対象部分に建築制限が付されたり、建物の敷地とされる面積が減少し、当該不動産に

関して建替え等を行う際に、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。

 

（ト）　法令の制定・変更に関するリスク

　土壌汚染対策法のほか、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわら

ず不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性

があります。

　また、消防法（昭和23年法律第186号。その後の改正を含みます。）その他不動産の管理に影響する関係

法令の改正により、不動産の管理費用等が増加する可能性があります。更に、建築基準法、都市計画法の改

正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為等により不動産に関する権利が制限される可能性が

あります。このような法令若しくは行政行為又はその変更等が本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性

があります。

 

（チ）　売主の倒産等の影響を受けるリスク

　本投資法人は、債務超過の状況にある等財務状態が実質的危機時期にあると認められる又はその疑義があ

る者を売主として不動産を取得する場合には、管財人等により否認されるリスク等について諸般の事情を慎

重に検討し、実務的に可能な限り管財人等により否認されるリスクを回避するよう努めますが、このリスク

を完全に排除することは困難です。

　万一債務超過の状況にある等財務状態が実質的危機時期にある状況を認識できずに本投資法人が不動産を

取得した場合には、当該不動産の売買が売主の債権者により取消される（詐害行為取消）可能性がありま

す。また、本投資法人が不動産を取得した後、売主について破産手続、再生手続又は更生手続が開始した場

合には、不動産の売買が破産管財人、監督委員又は管財人により否認される可能性が生じます。

　また、本投資法人が、ある売主から不動産を取得した別の者（以下、本（チ）において「買主」といいま

す。）から更に不動産を取得した場合において、本投資法人が、当該不動産の取得時において、売主と買主

間の当該不動産の売買が詐害行為として取消され又は否認される根拠となりうる事実関係を知っている場合

には、本投資法人に対しても、売主及び買主間の売買が否認され、その効果を主張される可能性がありま

す。

　更に、取引の態様如何によっては売主と本投資法人との間の不動産の売買が、担保取引であると判断さ

れ、当該不動産は破産者である売主の破産財団の一部を構成し、又は更生会社若しくは再生債務者である売

主の財産に属するとみなされる可能性（いわゆる真正譲渡でないとみなされるリスク）もあります。

 

（リ）　マスターリース会社に関するリスク

　本投資法人は、マスターレッシー（転貸人）が本投資法人又は信託受託者とマスターリース契約を締結し

た上で、各転借人に対して転貸するマスターリースの形態をとる物件を取得することがあります。

　マスターリースの形態をとる物件においてマスターレッシーの財務状況が悪化した場合、転借人がマス

ターレッシーに賃料を支払ったとしても、マスターレッシーの債権者がマスターレッシーの転借人に対する
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賃料債権を差し押さえる等により、マスターレッシーから本投資法人又は信託受託者への賃料の支払が滞る

可能性があります。

 

（ヌ）　転貸に関するリスク

　賃借人（転借人を含みます。）に、不動産の一部又は全部を転貸させる権限を与えた場合、本投資法人

は、不動産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくなる可能性が

あるほか、賃借人の賃料が、転借人の賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信用状態等が、本投資

法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

　また、賃貸借契約が合意解約された場合、又は債務不履行を理由に解除された場合であっても、賃貸借契

約上、賃貸借契約終了の場合に転貸人の転借人に対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継される旨規定され

ている場合には、かかる敷金等の返還義務が、賃貸人に承継される可能性があります。このような場合、敷

金等の返還原資は賃貸人の負担となり、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（ル）　テナント等による不動産の利用状況に関するリスク

　テナントによる不動産の利用・管理状況により、当該不動産の資産価値や、本投資法人の収益に悪影響が

及ぶ可能性があります。また、転借人や賃借権の譲受人の属性によっては、運用資産である不動産のテナン

ト属性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可能性があります。賃貸人は賃借人と普通

建物賃貸借契約を締結した場合又は定期建物賃貸借契約を締結したものの借地借家法第38条所定の要件が充

足されないことにより定期建物賃貸借契約としての効力が否定された場合、賃貸借期間が経過した場合で

あっても正当の事由があると認められなければ、賃借人との賃貸借契約を終了することができず、運用資産

である不動産のテナント属性の悪化を阻止できない可能性があります。

　なお、本投資法人は、かかるリスクを低減するため、独自のテナント審査基準に基づくテナント審査の実

施、また、定期的にテナントの不動産利用状況の調査を行っていますが、それでもかかるリスクが現実化し

ないという保証はありません。

 

（ヲ）　共有物件に関するリスク

　運用資産である不動産が第三者との間で共有されている場合には、その保存・利用・処分等について単独

で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。

　まず、共有物の管理は、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有者の持分の価格に従い、その過半

数で行うものとされているため（民法第252条）、持分の過半数を有していない場合には、当該不動産の管

理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。また、共有者はその

持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため（民法第249条）、他の共有者によるこれら

の権利行使によって、本投資法人の当該不動産の保有又は利用が妨げられるおそれがあります。

　更に、共有の場合、他の共有者からの共有物全体に対する分割請求権行使を受ける可能性（民法第256

条）、及び裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性（民法第258条第2項）があり、ある共有者の

意図に反して他の共有者からの分割請求権行使によって共有物全体が処分されるリスクがあります。

　この分割請求権を行使しないという共有者間の特約は有効ですが、この特約は5年を超えては効力を有し

ません。また、登記済みの不分割特約がある場合でも、特約をした者について倒産手続の対象となった場合

には、管財人等はその換価処分権を確保するために分割請求ができるとされています。ただし、共有者は、

倒産手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができます（破産法第52

条、会社更生法（平成14年法律第154号。その後の改正を含みます。）第60条、民事再生法第48条第1項）。

　他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、共有されていた物件全体

について当該共有者（抵当権設定者）の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶことになると考えられ

ています。したがって、運用資産である共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の共有者の共有持

分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、分割後の運用資産についても、他の共有者の持

分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。

　共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、共有不動産については、共有者

間で共有持分の優先的購入権の合意をすることにより、共有者がその共有持分を第三者に売却する場合に他

の共有者が優先的に購入できる機会を与えるようにする義務を負う場合があります。

　不動産の共有者が賃貸人となる場合には、賃料債権は不可分債権となり敷金返還債務は不可分債務になる

と一般的には解されており、共有者は他の賃貸人である共有者の信用リスクの影響を受ける可能性がありま

す。

　加えて、共有者間においては、共有者間の協定書等が締結され、共有者間で共有持分の優先的購入権につ

いて合意されたり、一定の場合に当事者間で売渡請求権若しくは買取請求権が生じることが合意され、又は

共有者としての意思決定の方法等が合意されることがあります（その内容は様々です。）が、これらの合意

がなされている場合、本投資法人が所有する共有持分の処分が制限される可能性があるほか、想定しない時
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期に共有持分を取得若しくは譲渡することを強制され、又は、持分割合にかかわらず、当該不動産の管理及

び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。

　共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却に

より多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。

　また、所有権以外の権利について準共有する場合にも、同様の制限やリスクが存在します。

 

（ワ）　区分所有建物に関するリスク

　区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号。その後の改正を含みます。）

（以下「区分所有法」といいます。）の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分（居室等）と

共有となる共用部分（エントランス部分等）及び建物の敷地部分から構成されます。区分所有建物の場合に

は、区分所有法上、法定の管理方法及び管理規約（管理規約の定めがある場合）によって管理方法が定めら

れます。建替決議等をする場合には集会において区分所有者及び議決権（管理規約に別段の定めのない限

り、その有する専有部分の床面積の割合）の各5分の4以上の多数の建替決議が必要とされる等（区分所有法

第62条）、区分所有法の適用を受けない単独所有物件と異なり管理方法に制限があります。

　区分所有建物の専有部分の処分は自由に行うことができますが、区分所有者間で優先的購入権の合意をす

ることがあることは、共有物件の場合と同様です。

　区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。

　区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地利用権といいま

す。区分所有建物では、専有部分と敷地利用権の一体性を保持するために、法律で、専有部分とそれに係る

敷地利用権を分離して処分することが原則として禁止されています（区分所有法第22条）。ただし、敷地権

の登記がなされていない場合には、分離処分の禁止を善意の第三者に対抗することができず、分離処分が有

効となります（区分所有法第23条）。また、区分所有建物の敷地が数筆に分かれ、区分所有者が、それぞ

れ、その敷地のうちの一筆又は数筆の土地について、単独で、所有権、賃借権等を敷地利用権（いわゆる分

有形式の敷地利用権）として有している場合には、分離して処分することが可能とされています。このよう

に専有部分とそれに係る敷地利用権が分離して処分された場合、敷地利用権を有しない区分所有者が出現す

る可能性があります。

　また、敷地利用権が使用借権及びそれに類似した権利である場合には、当該敷地が売却、競売等により第

三者に移転された場合に、区分所有者が当該第三者に対して従前の敷地利用権を対抗できなくなる可能性が

あります。

　このような区分所有建物と敷地の関係を反映して、区分所有建物の場合には、取得及び売却により多くの

時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。

 

（カ）　借地物件に関するリスク

　借地権とその借地上に存在する建物については、自己が所有権を有する土地上に存在する建物と比べて特

有のリスクがあります。借地権は、所有権と異なり永久に存続するものではなく、期限の到来により当然に

消滅し（定期借地権の場合）又は期限到来時に借地権設定者が更新を拒絶しかつ更新を拒絶する正当事由が

ある場合に消滅します（普通借地権の場合）。また、借地権が地代の不払その他により解除その他の理由に

より消滅してしまう可能性もあります。借地権が消滅すれば、時価での建物買取りを請求できる場合（借地

借家法第13条、借地法（大正10年法律第49号。その後の改正を含みます。）（以下「借地法」といいま

す。）第4条）を除き、借地上に存在する建物を取り壊した上で、土地を返還しなければなりません。普通

借地権の場合、借地権の期限到来時の更新拒絶につき上記正当事由が認められるか否かを本投資法人の物件

取得時に正確に予測することは不可能であり、仮に建物の買取請求権を有する場合でも、買取価格が本投資

法人が希望する価格以上である保証はありません。

　また、本投資法人が借地権を有している土地の所有権が、他に転売されたり、借地権設定時に既に存在す

る土地上の抵当権等の実行により第三者に移ってしまう可能性があります。この場合、借地権について適用

のある法令に従い第三者対抗要件が具備されていないときは、本投資法人は、借地権を当該土地の新所有者

に対して対抗できず、当該土地の明渡義務を負う可能性があります。

　更に、借地権が賃借権である場合、借地権を譲渡するには、原則として、借地権設定者の承諾が必要とな

ります。借地上の建物の所有権を譲渡する場合には、当該借地に係る借地権も一緒に譲渡することになるの

で、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。かかる借地権設定者の承諾に関しては、借地権設

定者への承諾料の支払があらかじめ約束されていたり、約束されていなくても慣行を理由として借地権設定

者が承諾料を承諾の条件として請求してくる場合があります（なお、法律上借地権設定者に当然に承諾料請

求権が認められているものではありません。）。

　加えて、借地権設定者の資力の悪化や倒産等により、借地権設定者に差し入れた敷金及び保証金等の全額

又は一部が返還されない可能性があります。借地権設定者に対する敷金及び保証金等の返還請求権について

担保設定や保証はなされないのが通例です。
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　借地権と借地上に建てられている建物については、敷地と建物を一括して所有している場合と比べて、上

記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が

増す可能性があります。

 

（ヨ）　借家物件に関するリスク

　本投資法人は、建物（共有持分、区分所有権等を含みます。）を第三者から賃借の上又は信託受託者に賃

借させた上、当該賃借部分を直接若しくは信託受託者を通じて保有する建物と一体的に又は当該賃借部分を

単独で、テナントへ転貸することがあります。

　この場合、建物の賃貸人の資力の悪化や倒産等により、建物の賃貸人に差し入れた敷金及び保証金等の全

額又は一部が返還されない可能性があることは、前記の借地物件の場合と同様です。

　加えて、民法上、本投資法人が第三者との間で直接又は信託受託者を通じて締結した賃貸借契約が何らか

の理由により終了した場合、原則として、本投資法人又は当該受託者とテナントの間の転貸借契約も終了す

るとされていますので、テナントから、転貸借契約の終了に基づく損害賠償請求等がなされるおそれがあり

ます。

 

（タ）　底地物件に関するリスク

　本投資法人は、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地、いわゆる底地を取得することがあり

ます。底地物件には特有のリスクがあります。借地権が消滅する場合、本投資法人は借地権者より時価での

建物買取りを請求される場合があります（借地借家法第13条、借地法第4条）。借地権者より時価での建物

買取りを請求される場合、買取価格が本投資法人が希望する価格以下である保証はありません。

　また、借地権が賃借権である場合、借地権者による借地権の譲渡には、原則として、本投資法人の承諾が

必要となりますが、裁判所が承諾に代わる許可をした場合（借地借家法第19条）や、借地契約上事前に一定

範囲での借地権の譲渡を承諾している場合には、本投資法人の承諾なく借地権が譲渡される結果、財務状態

に問題がある等の本投資法人が望まない者に借地権が譲渡される可能性があり、その結果、投資主に損害を

与える可能性があります。

　更に、借地契約に基づく土地の賃料の支払が滞り、延滞賃料の合計額が敷金及び保証金等で担保される範

囲を超える場合は投資主に損害を与える可能性があります。加えて、土地の賃料の改定又は借地権者による

借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減額請求により、当該底地から得られる賃料収入が減少し、投資主

に損害を与える可能性があります。

 

（レ）　開発物件等に関するリスク

　本投資法人は、将来、規約に定める投資方針に従って、竣工後の物件を取得するためにあらかじめ開発段

階で売買契約を締結する可能性があります。また、本投資法人は一定の場合に運用資産の建替えを行うこと

をその投資方針としており、本投資法人が自ら建物の建築に係る請負契約の注文者となり請負契約を締結す

ることがあります。かかる場合、既に完成した物件につき売買契約を締結して取得する場合とは異なり、

様々な事由により、開発又は建築が遅延し、変更され、又は中止されることにより、契約どおりの引渡しを

受けられない可能性や追加の出資が必要となる可能性があります。この結果、かかる物件からの収益等が本

投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほか、予定された時期に収益等が得られなかったり、収益等が

全く得られなかったり、又は予定されていない費用、損害若しくは損失を本投資法人が負担し若しくは被る

可能性があり、その結果、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。

　また、新規開発物件の場合は、運用実績がないため、実際の収益等が予想と大きく異なる可能性がありま

す。

 

（ソ）　有害物質に関するリスク

　本投資法人が土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託の受益権を取得する場合に

おいて、当該土地について産業廃棄物や放射性物質等の有害物質が埋蔵され又は存在している可能性があ

り、かかる有害物質が埋蔵されている場合には当該土地の価格が下落する可能性があります。また、かかる

有害物質を除去するために土壌の入替えや洗浄が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必

要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託

受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があります。なお、土壌汚

染対策法によれば、土地の所有者、管理者又は占有者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の特定有害

物質による土地の土壌の汚染の状況について、都道府県知事により調査・報告を命ぜられることがあり、ま

た、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、

都道府県知事によりその被害を防止するため必要な汚染の除去等の措置を命ぜられることがあります。

　この場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、本投資法人は、支出を余儀なくされた

費用について、その原因となった者やその他の者から常に償還を受けられるとは限りません。
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　特に、本投資法人が主たる投資対象とする物流不動産の立地する地域は、工場跡地等の土壌汚染が懸念さ

れる地域であることが多く、上記リスクは他の物件を取得する場合に比して相対的に高いものとなります。

　また、本投資法人が建物又は建物を信託する信託の受益権を取得する場合において、当該建物の建材等に

アスベストその他の有害物質を含む建材が使用されているか若しくは使用されている可能性がある場合やポ

リ塩化ビフェニル（PCB）が保管されている場合等には、当該建物の価格が下落する可能性があります。ま

た、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部分的交換が必要となる場合には、これに係る予想

外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合

には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務が発生する可能性が

あります。

　将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につき大気、土

壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性があります。

 

（ツ）　水質汚濁防止法上の特定施設に関するリスク

　本投資法人が不動産等を取得する場合において、当該不動産等に、浄化槽などの水質汚濁防止法に規定さ

れる特定施設が設置されている場合があります。

　水質汚濁防止法によれば、特定施設の設置者は、排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがある場

合には、都道府県知事により汚水等の処理の方法等の改善や特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停

止を命ぜられることがあり、また、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質等を含む水等が排出さ

れ又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときには、有害物

質等を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずべき義務を負い、これを講じない場合には、

都道府県知事により応急の措置を命ぜられることがあります。更に、有害物質に該当する物質を含む水の地

下への浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、都道府

県知事によりその被害を防止するため必要な限度において、地下水の水質の浄化のための措置を命ぜられる

ことがあります。これらの場合、本投資法人に多額の費用の負担が生じる可能性があります。加えて、かか

る有害物質が含まれた排水の排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又

は地下への浸透をした者は、無過失責任を負うものとされていることから、特定施設において事故等が生じ

た場合には、本投資法人が第三者に対して多額の損害を賠償する義務が発生する可能性もあります。

　これらの結果、本投資法人の収益等が悪影響を受け、投資主が損失を被る可能性があります。

 

（ネ）　埋立地に関するリスク

　本投資法人の保有資産には、埋立地に立地するものが含まれていますが、埋立地に所在する不動産には、

埋立に使用した土壌に有害物質が含まれている等の理由により、土地に有害物質が含まれている可能性があ

ります（当該土地に有害物質が含まれる場合のリスクの詳細は、前記「（ソ） 有害物質に関するリスク」

をご参照ください。）。また、埋立地は沿岸部に所在することも多く、津波、高潮その他の災害、海面上昇

等による被害を受ける可能性もあります（かかる災害が生じた場合のリスクの詳細は、前記「（ハ） 災害

等による不動産の毀損、滅失及び劣化並びに周辺環境の悪化に伴うリスク」をご参照ください。）。更に、

埋立地の地盤は、軟弱である可能性があることから、当該土地上の建物について、不等沈下その他の沈下を

生じる可能性があるほか、地震の際には液状化による沈下や毀損等の被害を生じる可能性もあります。これ

らの理由により当該不動産が被害を受けた場合、予定されていない費用、損害若しくは損失を本投資法人が

負担し若しくは被る可能性があるほか、当該不動産の価値が下落する可能性があり、その結果、本投資法人

の収益等が悪影響を受け、投資主が損失を被る可能性があります。

 

（ナ）　不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク

　信託受託者が信託財産としての不動産、不動産の賃借権又は地上権を所有し管理するのは受益者のためで

あり、その経済的利益と損失は、最終的には全て受益者に帰属することになります。したがって、本投資法

人は、信託の受益権の保有に伴い、信託受託者を介して、運用資産が不動産である場合と実質的にほぼ同じ

リスクを負担することになります。

　信託契約上、信託の受益権を譲渡しようとする場合には、信託受託者の承諾を要求されるのが通常です。

更に、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権については受益証券発行信託の受益証券

でない限り私法上の有価証券としての性格を有していませんので、債権譲渡と同様の譲渡方法によって譲渡

することになり、有価証券のような流動性がありません。

　信託法（大正11年法律第62号。その後の改正を含みますが、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成18年法律第109号）による改正前のもの。）及び信託法（平成18年法律第108号。その後の改正

を含みます。）上、信託受託者が倒産手続の対象となった場合に、信託の受益権の目的となっている不動産

が信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設定登記をす
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る必要があり、仮にかかる登記が具備されていない場合には、本投資法人は、当該不動産が信託の受益権の

目的となっていることを第三者に対抗できない可能性があります。

　また、信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、又は信託財産であ

る不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する信託の受益権を保有する本投

資法人が不測の損害を被る可能性があります。

　更に、信託契約上、信託開始時において既に存在していた信託不動産の欠陥、瑕疵等につき、当初委託者

が信託財産の受託者に対し一定の契約上の責任を負担する場合に、信託財産の受託者が、かかる契約上の責

任を適切に追及しない、又はできない結果、本投資法人が不測の損害を被り、投資主に損害を与える可能性

があります。

信託受益権が準共有されている場合には、単独で所有する場合には存在しない種々のリスクがあります。

まず、準共有されている受益権の対象不動産の管理において、他の準共有者の承諾が必要となる場合があり

ます。また、準共有持分は信託受託者の承諾を得ることで譲渡可能であるため、本投資法人の意向にかかわ

りなく他の準共有者が変更される可能性があります。更に、信託受託者に対して負担する信託費用等の支払

債務は不可分債務であると一般的に解されており、準共有者の資力によっては、本投資法人が準共有持分の

割合を超える金額を支払う義務が生じ、かつ当該超過支払分について償還を受けることができない可能性が

あります。

 

（ラ）　フォワード・コミットメント等に係るリスク

　本投資法人は、不動産等を取得するにあたり、フォワード・コミットメント等を行うことがあります。一

般的に不動産売買契約が買主の事情により解約された場合には、買主は債務不履行による損害賠償義務を負

担することとなります。また、損害額等の立証にかかわらず、不動産等の売買価格に対して一定の割合の違

約金が発生する旨の合意がなされることも少なくありません。フォワード・コミットメント等の場合には、

契約締結後、決済（物件引渡し）までに一定の期間があるため、その期間における市場環境の変化等により

本投資法人が不動産取得資金を調達できない等の理由により、売買契約を解約せざるを得なくなった場合に

は、違約金等の支払により、本投資法人の財務状況等が悪影響を受ける可能性があります。
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⑤　税制に関するリスク

（イ）　導管性要件に関するリスク

　税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件（導管性要件）を満たした投資法人に対して

は、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが

認められています。

投資法人の主な導管性要件

支払配当要件

配当等の額が配当可能利益の額の90％超であること

（利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可

能額の90％超であること）

国内50％超募集要件

投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において

募集される投資口の発行価額の占める割合が50％を超える旨の記載又は

記録があること

借入先要件

機関投資家（租税特別措置法第67条の15第１項第１号ロ（2）に規定する

ものをいいます。次の「所有先要件」において同じです。）以外の者か

ら借入れを行っていないこと

所有先要件
事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所

有されていること又は機関投資家のみによって所有されていること

非同族会社要件

事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発

行済投資口の総口数あるいは議決権総数の50％超を保有されている同族

会社に該当していないこと

会社支配禁止要件
他の法人の株式又は出資の50％以上を有していないこと（匿名組合出資

を含み、一定の海外子会社の株式又は出資を除きます。）

　本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、下記に記載した要因又はその他の要因

により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が、導管性要件を満たすことがで

きなかった場合、利益の配当等を損金算入することができなくなり、本投資法人の税負担が増大する結果、

投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。

a.　会計処理と税務処理との不一致によるリスク

会計処理と税務処理との不一致（税会不一致）が生じた場合、会計上発生した費用・損失について、税務

上その全部又は一部を損金に算入することができない等の理由により、法人税等の税負担が発生し、配当の

原資となる会計上の利益は減少します。支払配当要件における配当可能利益の額（又は配当可能額）は会計

上の税引前利益に基づき算定されることから、多額の法人税額が発生した場合には、配当可能利益の額の

90％超の配当（又は配当可能額の90％超の金銭分配）ができず、支払配当要件を満たすことが困難となる可

能性があります。

なお、2015年度税制改正により、交際費、寄附金、法人税等を除く税会不一致に対しては、一時差異等調

整引当額の分配により法人税額の発生を抑えることができるようになりましたが、本投資法人の過去の事業

年度に対する更正処分等により多額の追徴税額（過年度法人税等）が発生した場合には、法人税等は一時差

異等調整引当額の対象にならないため、支払配当要件を満たすことができないリスクは残ります。

b.　資金不足により計上された利益の配当等の金額が制限されるリスク

　借入先要件に基づく借入先等の制限や資産の処分の遅延等により機動的な資金調達ができない場合には、

配当の原資となる資金の不足により支払配当要件を満たせない可能性があります。

c.　借入先要件に関するリスク

本投資法人が何らかの理由により機関投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合又は本投資法人の

既存借入金に関する貸付債権が機関投資家以外に譲渡された場合、あるいはこの要件の下における借入金の

定義が税法上において明確ではないためテナント等からの預り金等が借入金に該当すると解釈された場合に

おいては、借入先要件を満たせなくなる可能性があります。

d.　投資主の異動について本投資法人のコントロールが及ばないリスク

本投資口が市場で流通することにより、本投資法人のコントロールの及ばないところで、所有先要件ある

いは非同族会社要件が満たされなくなる可能性があります。
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（ロ）　税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク

本投資法人に対して税務調査が行われ、導管性要件に関する取扱いに関して、税務当局との見解の相違に

より更正処分を受け、過年度における導管性要件が事後的に満たされなくなる可能性があります。このよう

な場合には、本投資法人が過年度において行った利益の配当等の損金算入が否認される結果、本投資法人の

税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（ハ）　不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク

本投資法人は、規約における投資方針において、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産

の価額の合計額の割合を75％以上とすること（規約第28条第2項）としています。本投資法人は、上記内容

の投資方針を規約に定めること、及びその他の税法上の要件を充足することを前提として、直接に不動産を

取得する場合の不動産流通税（登録免許税及び不動産取得税）の軽減措置の適用を受けることができると考

えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場合、又は軽減措置の要

件が変更された場合には、軽減措置の適用を受けることができない可能性があります。

 

（ニ）　一般的な税制の変更に関するリスク

不動産、不動産信託受益権その他本投資法人の資産に関する税制若しくは本投資法人に関する税制又はか

かる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法人の

収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、投資口に係る利益の配当、資本の払戻し、譲渡等に関する

税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資口の保有又は売却による投資主

の手取金の額が減少し、又は税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性があります。

 

⑥　その他

（イ）　専門家報告書等に関するリスク

　不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析の時

点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な不動産価格と一致するとは限りませ

ん。同じ物件について鑑定、調査等を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方法又は調査の方法若しくは

時期によって鑑定評価額、調査価格の内容が異なる可能性があります。また、かかる鑑定等の結果は、現在

及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。

　建物状況調査報告書についても、建物の評価に関する専門家が調査した結果を記載したものにすぎず、不

動産に欠陥、瑕疵が存在しないことを保証又は約束するものではありません。

　土壌汚染に関する各報告書は、個々の専門業者が調査した結果を記載したものにすぎず、土壌汚染が存在

しないことを保証又は約束するものではありません。また、土壌汚染が存在する場合に、専門家に対して確

認を行うことがありますが、当該確認の結果得られた専門家の土壌汚染のリスク等に関する意見は、個々の

専門家の分析に基づく、分析の時点におけるリスク等に関する意見を示したものにとどまり、当該リスク等

の内容又は程度を保証又は約束するものではありません。

　更に、不動産に関して算出されるPML値も個々の専門家の分析に基づく予想値にすぎません。PML値は、損

害の予想復旧費用の再調達価格に対する比率で示されますが、将来、地震が発生した場合、予想以上の多額

の復旧費用が必要となる可能性があります。
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（ロ）　マーケットレポートへの依存に関するリスク

　第三者によるマーケット分析は、個々の調査会社の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見

を示したものに留まり、客観的に適正なエリア特性、需要と供給、マーケットにおける位置づけ等と一致す

るとは限りません。同じ物件について調査分析を行った場合でも、調査分析会社、分析方法又は調査方法若

しくは時期によってマーケット分析の内容が異なる可能性があります。特に物流不動産に関する情報はオ

フィスビルや住宅に比べるとサンプル数が少ない等、投資判断に必要な全ての情報が網羅されている訳では

ありません。

 

（ハ）　減損会計の適用に関するリスク

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号

平成15年10月31日。その後の改正を含みます。）が、2005年4月1日以後開始する事業年度より強制適用され

たことに伴い、本投資法人においても減損会計が適用されています。減損会計とは、主として土地・建物等

の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条

件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。減損会計の適用

に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益に

悪影響を及ぼす可能性があります。

 

（2）投資リスクに対する管理体制

本投資法人及び本資産運用会社は、以上のようなリスクが投資リスクであることを認識しており、その上でこ

のようなリスクに最大限対応できるようリスク管理体制を整備しています。

しかしながら、当該リスク管理体制については、十分に効果があることが保証されているものではなく、リス

ク管理体制が適切に機能しない場合、投資主に損害が及ぶおそれがあります。

①　本投資法人の体制

（イ）　役員会

　本投資法人は、業務執行の意思決定及び執行役員に対する監督機関として役員会が十分に機能し、執行役

員が本投資法人のために忠実にその職務を遂行するよう努めています。本投資法人の定時役員会は、少なく

とも3か月に一度開催され、定時役員会において、執行役員は、自己の職務の執行状況等を報告するものと

されています。

 

（ロ）　本資産運用会社への牽制

　本投資法人と本資産運用会社との間で締結された資産運用委託契約には、規約、資産運用委託契約、投信

法、投信法施行令、投信法施行規則、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他の本投資法人に適用される

関係法令及び投信協会その他の自主規制機関の諸規則の規定等を遵守し、本投資法人のために忠実にかつ善

良なる管理者の注意をもって委託業務を遂行すること等が定められています。また、運用資産の運用状況に

関する報告書の作成及び交付、委託業務に関する報告等の義務を本資産運用会社に負わせることにより、本

投資法人の投資リスクを管理しています。

 

（ハ）　内部者取引管理規程

　本投資法人は、内部者取引の管理等に関する規程を制定し、役員による内部者取引の未然防止等を図って

います。

 

②　本資産運用会社の体制

本資産運用会社は、前記「（1） リスク要因」のリスクに対し、以下のとおりリスク管理体制を整備していま

す。

（イ）　資産運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守

　本資産運用会社は、投資方針等に関する基本的な考え方について定めた資産運用ガイドラインを策定して

おり、かかる資産運用ガイドラインを遵守することにより、投資運用に係るリスクの管理に努めています。

　本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本方針及びリスク管理体制等を規定し、主

要なリスクとして運用・助言リスク、財務リスク、信用リスク、投資リスク、法令違反リスク、風評リス

ク、システムリスク及び事務リスクを定義し、各リスクの管理業務は、第一義的には、各々のリスクにかか

わる業務を所管する各部室において、各リスクの把握・分析・評価（内部管理態勢の認識・評価を含みま

す。）・対応案の立案及び管理を行うこととしています。各部室長は、新たに重大なリスクを把握した場合

には、速やかにリスク管理統括責任者（コンプライアンス室長）及び取締役社長にその内容を報告すると共

に、当該リスク発生の原因分析・リスク軽減策その他の改善策の立案を行うこととされています。
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　また、本資産運用会社では、利害関係者取引規程により、利害関係者との一定の取引についてコンプライ

アンス室長がコンプライアンス上の問題の有無につき承認した後、必ずコンプライアンス・リスク管理委員

会においてコンプライアンス上の問題の有無を審議しその承認を得なければならないものとしています。こ

のように、本資産運用会社は、利害関係者との取引により本投資法人に不利益を生じさせることがないよ

う、厳格な審査を行った上で取引を実施する態勢を構築しています。なお、当該取引が投信法第201条の2第

1項に定める本投資法人と本資産運用会社の利害関係人等（投信法第201条第1項に定義される利害関係人等

を意味します。）との取引に該当する場合は上記の手続に加え、あらかじめ、本投資法人の役員会の承認を

得なければならないものとされています。

 

（ロ）　法令等遵守体制

a.　概要

本資産運用会社は、投資家の保護及び本資産運用会社の業務の適正化を図るため、法令等の定めるところ

に従い、業務を遂行することを目的に、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・リスク管理委員

会規程」及び「リスク管理規程」を定め、法令等遵守体制を整備しています。

具体的には、本資産運用会社がその資産の運用を受託する本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資

主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、本資産運用会社の

コンプライアンスに関する事項を担当する部門としてコンプライアンス室を設置し、またコンプライアンス

に関する事項を統括する責任者としてコンプライアンス室長を任命し、他の部門に対する社内牽制機能の実

効性を確保します。更に、コンプライアンス・リスク管理委員会の設置及び運営により、重層的な法令等遵

守体制を確立しています。

b.　取締役会

取締役会は、業務執行の最終責任を負う機関として、コンプライアンスの徹底を図り、コンプライアン

ス・リスク管理委員会等における承認事項等の報告を受けるとともに、本資産運用会社のコンプライアンス

に関する重要事項について決議します。

c.　コンプライアンス・リスク管理委員会

コンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役会、コンプライアンス室長及びコンプライアンス室と連

携し、「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」に定める業務を担います。

d.　コンプライアンス室長

コンプライアンス室長は、本資産運用会社におけるコンプライアンスに関する事項を統括する責任者とし

て、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令等を遵守する社内の規範意識を醸成することに

努めます。このため、コンプライアンス室長は、本資産運用会社による本投資法人のための資産運用におけ

る業務執行が法令等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においても法令等の遵守状況の監視

監督を行います。

e.　コンプライアンス室

コンプライアンス室は、本資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当し、前記「1 投資法人の

概況　（4) 投資法人の機構　② 投資法人の運用体制　（ロ） 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制」

に定める業務を担います。

f.　コンプライアンスに関する社内体制

コンプライアンス室は、各役職員等が本資産運用会社内において業務運営に係る法令等違反行為又は法令

等違反の可能性が高い行為を発見した場合において直ちに報告を受けることのできる体制を整備していま

す。

 

（ハ）　利害関係者取引規程

　後記「第二部 投資法人の詳細情報　第3 管理及び運営　2 利害関係人との取引制限　（2） 利害関係者

取引規程」をご参照ください。

 

（ニ）　内部者取引管理規程

　本資産運用会社では、内部者取引管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー取引

等の防止に努めています。

 

（ホ）　フォワード・コミットメント等

フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオ

フバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになりま

す。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、本投資法人の財務に

与える影響の大きさに鑑み、原則として、（ⅰ）解約違約金の水準、（ⅱ）物件の取得額の上限、（ⅲ）契

約締結から物件引渡しまでの期間の上限及び（ⅳ）決済資金の調達方法について基準を設定する等、投資家
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に与える影響を十分に勘案し、あらかじめ慎重に検討して対応することとし、当該リスクを管理していま

す。
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4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

該当事項はありません。

 

（2）【買戻し手数料】

本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため（規約第8条第1項）、該当事項はありませ

ん。ただし、本投資法人は、投資主との合意により本投資口を有償で取得することができます（規約第8条第2

項）。この場合、所定の手数料が課されることがあります。

 

（3）【管理報酬等】

①　役員報酬（規約第18条）

本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払時期は、以下のとおりです。

（イ）　執行役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、

当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。

 

（ロ）　監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、

当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。

 

②　本資産運用会社への資産運用報酬（規約第37条）

本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬は、期中報酬、資産取得報酬、資産

譲渡報酬及び合併報酬から構成され、計算方法、支払期限及び支払方法は、それぞれ以下のとおりとします。

（イ）　期中報酬

本投資法人の各営業期間に係る期中報酬として、以下の運用報酬I、運用報酬II及び運用報酬IIIを合算

した金額を当該営業期間終了後3か月以内に支払うものとします。

a.　運用報酬I

本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の直前の営業期間の決算期の貸借対照表（投信法に基づく役員

会の承認を受けたものに限ります。）に記載された総資産額に年率0.2％を上限として別途本投資法人と資

産運用会社の間で合意した料率を乗じた金額（1年365日として当該計算期間の実日数により日割計算。1円

未満を切り捨てます。）を運用報酬Iとします。

なお、本投資法人の設立後最初の営業期間に係る報酬については、当該営業期間中に本投資法人が取得

した不動産関連資産の取得価額（ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。）に

年率0.2％を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた金額（1年を365日とし

て当該不動産関連資産を取得した日から設立後最初の営業期間の末日までの実日数により日割計算。1円未

満を切り捨てます。）を運用報酬Iとします。

b.　運用報酬II

本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される「NOI」に5％を上限と

して別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた金額（1円未満を切り捨てます。ただし、

負の値の場合は0円とします。）を運用報酬IIとします。

なお、「NOI」とは、不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用（減価償却費及び固定資産除却損を除き

ます。）を控除した金額を意味します。

c.　運用報酬III

本投資法人の営業期間毎に、本投資法人の当該営業期間の決算期毎に算定される「運用報酬控除前当期

純利益」に、「運用報酬控除前EPU」を乗じ、更に0.002％を上限として別途本投資法人と資産運用会社の

間で合意した料率を乗じた金額（1円未満を切り捨てる。ただし、負の値の場合は0円とします。）を運用

報酬IIIとします。

なお、「運用報酬控除前当期純利益」とは、一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算される税引前当期純利益から、運用報酬I、運用報酬II、運用報酬III及び控除対象外消費税等を控除

する前の金額（ただし、繰越欠損金がある場合は、その全額を補填した後の金額）を意味します。「運用

報酬控除前EPU」とは、当該営業期間に算定された「運用報酬控除前当期純利益」を当該営業期間の決算期

における「発行済投資口の総数」で除して得られる金額（1円未満を切り捨てます。）を意味します。「発

行済投資口の総数」については、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保

有する場合には、当該決算期における発行済投資口の総数から保有する自己の投資口の数を除いた数をい

い、本投資口の併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期におけ

る発行済投資口の総数は、併合比率又は分割比率をもって併合又は分割が行われる前の口数に調整された

数をいうものとします。

 

（ロ）　資産取得報酬
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本投資法人が新たに不動産関連資産を取得した場合は、当該不動産関連資産の取得価額（ただし、消費

税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。）に1.0％を上限として別途本投資法人と資産運用会

社の間で合意した料率を乗じた金額（1円未満を切り捨てます。）を、資産取得報酬として、当該不動産関

連資産を取得した日から1か月以内に支払うものとします。

 

（ハ）　資産譲渡報酬

本投資法人が運用資産に属する不動産関連資産を譲渡した場合は、当該不動産関連資産の譲渡価額（た

だし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。）に1.0％を上限として別途本投資法人と

資産運用会社の間で合意した料率を乗じた金額（1円未満を切り捨てます。）を、資産譲渡報酬として、当

該不動産関連資産を譲渡した日から1か月以内に支払うものとします。

 

（ニ）　合併報酬

資産運用会社が、本投資法人の合併（新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法

人となる吸収合併を含みます。以下同じです。）の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係

る業務を実施した場合には、合併時において当該合併の相手方の保有資産等の合併時における評価額に

1.0％を上限として別途本投資法人と資産運用会社の間で合意した料率を乗じた金額（1円未満を切り捨て

ます。）を、合併報酬として、当該合併の効力発生日から3か月以内に支払うものとします。

 

③　資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者への支払手数料

資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価であ

る事務受託手数料は、以下のとおりです。

（イ）　資産保管会社の報酬

a.　本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、以下に基づき計算された業務手数料並び

に当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、以下に定めの

ない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上合意により決定するものとしま

す。

 

（業務手数料の計算方法）

ある暦月（以下、本a.において「計算対象月」といいます。）における業務手数料（月額）の金額は、

以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額（ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料

が金25万円に満たなかった場合は金25万円とします。）を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本

投資法人及び資産の保管に係る業務の受託者間で別途書面による合意により算出した金額とします。

 

各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03％÷12

 

ただし、本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日（以下、本a.におい

て「不動産取得日」といいます。）の属する月に係る業務手数料については、上記計算式の「各計算対象

月の前月末日時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額」を「不動産取得日を含む計算対象

月の末日時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額」に読み替えるものとします。

なお、計算対象月における資産の保管に係る業務の受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手

数料については、当該月の実日数中における資産の保管に係る業務の受託者の委託業務日数に基づき日割

計算して算出するものとします。

上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとします。

b.　資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎（最初の計算期間は一般事務委託及び資産保管委託契約の締

結日より2020年5月末日までとし、以後毎年6月1日から11月末日まで及び12月1日から翌年5月末日までの各

期間を意味します。以下、本b.において同じです。）に、前記a．に基づき業務手数料並びに当該業務手数

料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該計算期間の末日の属する月の翌月

以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日（銀行休業日の場合は

前営業日）までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込（振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る

消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。）により支払うものとします。

c.　前記a．及びb．の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当に

なったときは、本投資法人及び資産保管会社で協議の上、書面による合意によってのみ、これを変更する

ことができます。
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（ロ）　投資主名簿等管理人の報酬

a.　本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、以下に定める手数料を支払います。

ただし、以下に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主

名簿等管理人が協議の上、合意により決定します。

b.　前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求

し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払います。

c.　前記a．及びb．の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著し

く不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人で協議し合意の上、随時これを変更するこ

とができます。

＜委託事務手数料表＞

Ⅰ．経常事務手数料

項　目 手数料率 対象事務の内容

基本手数料

（1） 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下

記段階に応じ区分計算した合計額（月額）。ただ

し、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とし

ます。

　　　　　　　　1 ～　5,000名　　　　　　　　86円

　　　　　　5,001 ～ 10,000名　　　　　　　　73円

　　　　　 10,001 ～ 30,000名　　　　　　　　63円

　　　　　 30,001 ～ 50,000名　　　　　　　　54円

　　　　　 50,001 ～100,000名　　　　　　　　47円

　　　　　　　　100,001名以上　　　　　　　　40円

（2） 除籍投資主

　　 1名につき　　　　　　　　　　　　　　　 50円

・投資主名簿等の管理等

・経常業務に伴う月報等

諸報告

・期末、中間一定日及び

四半期一定日現在（臨

時確定を除きます）に

おける投資主の確定と

諸統計表、大投資主一

覧表、全投資主一覧

表、役員一覧表の作成

・除籍投資主データの整

理

分配金事務

手　数　料

（1） 分配金計算料

分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算

した合計額とします。ただし、最低料金を1回につき

350,000円とします。

　　　　　　　　1 ～　5,000名　　　　　　　 120円

　　　　　　5,001 ～ 10,000名　　　　　　　 105円

　　　　　 10,001 ～ 30,000名　　　　　　　　90円

　　　　　 30,001 ～ 50,000名　　　　　　　　80円

　　　　　 50,001 ～100,000名　　　　　　　　60円

　　　　　100,001名以上　　　　　　　　50円

（2） 指定振込払いの取扱　　　1件につき　 　150円

（3） 分配金計算書作成　　　　1件につき　　　15円

（4） 道府県民税配当課税関係

　　納付申告書作成　　　　　　1回につき　15,000円

配当割納付代行　　　　　　1回につき　10,000円

 

・分配金額、源泉徴収税

額の計算及び分配金明

細表の作成

・分配金領収証の作成

・印紙税の納付手続

・分配金支払調書の作成

・分配金の未払確定及び

未払分配金明細表の作

成

・分配金振込通知及び分

配金振込テープ又は分

配金振込票の作成

・分配金計算書の作成

 

・配当割納付申告書の作

成

・配当割納付データの作

成及び納付資金の受

入、付け替え

未払分配金

支払手数料

（1） 分配金領収証　　　　　　1枚につき 　　450円

（2） 月末現在の未払分配金領収証

　　　　　　　　　　　　　　　1枚につき　 　　3円

・取扱期間経過後の分配

金の支払

・未払分配金の管理
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項　目 手数料率 対象事務の内容

諸届・調査・

証明手数料

（1） 諸　　届　　　　　　　　1件につき　　 300円

（2） 調　　査　　　　　　　　1件につき　 1,200円

（3） 証　　明　　　　　　　　1件につき　　 600円

（4） 投資口異動証明　　　　　1件につき　 1,200円

（5） 個別投資主通知　　　　　1件につき　　 300円

（6） 情報提供請求　　　　　　1件につき　　 300円

（7） 個人番号等登録　　　　　1件につき　　 300円

・投資主情報変更通知

データの受理及び投資

主名簿の更新

・口座管理機関経由の分

配金振込指定の受理

・税務調査等についての

調査、回答

・諸証明書の発行

・投資口異動証明書の発

行

・個別投資主通知の受理

及び報告

・情報提供請求及び振替

口座簿記載事項通知の

受領、報告

・株式等振替制度の対象

とならない投資主等及

び新投資口予約権者等

の個人番号等の収集・

登録

諸通知発送

手　数　料

（1） 封入発送料

封入物2種まで　　　　　　　1通につき　　　25円

　　　　　　　　　　　　　　 1種増すごとに5円加算

（2） 封入発送料（手封入の場合）

　封入物2種まで　　　　　　　1通につき　　　40円

　　　　　　　　　　　　　　1種増すごとに15円加算

（3） 葉書発送料　　　　　　　1通につき　　　10円

（4） シール葉書発送料　　　　1通につき　　　20円

（5） 宛名印字料　　　　　　　1通につき　　　15円

（6） 照　合　料　　　　　　　1件につき　　　10円

（7） ラベル貼付料　　　　　　1通につき　　　10円

・招集通知、決議通知等

の封入、発送、選別及

び書留受領証の作成

 

 

・葉書、シール葉書の発

送

・諸通知等発送のための

宛名印字

・2種以上の封入物につい

ての照合

・宛名ラベルの送付物へ

の貼付

還付郵便物

整理手数料

　 1通につき　　　　　　　　　　　　　　　　200円 ・投資主総会関係書類、

分配金その他還付郵便

物の整理、保管、再送
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項　目 手数料率 対象事務の内容

投資主総会

関係手数料

（1） 議決権行使書作成料

1枚につき　　　　　　　　　15円

（2） 議決権行使集計料

　a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合

　議決権行使書（委任状）1枚につき　　　　70円

　電子行使1回につき　　　　　　　　　　　35円

ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000

円とします。

　議決権不統一行使集計料

　1件につき　　　　　　　　　　　　　70円加算

　投資主提案等の競合議案集計料

　1件につき　　　　　　　　　　　　　70円加算

　b.本投資法人が集計登録を行う場合

　議決権行使書（委任状）1枚につき　　　　35円

　電子行使1回につき　　　　　　　　　　　35円

ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000

円とします。

（3） 投資主総会受付補助等

　1名につき　　　　　　　　　　　　　10,000円

（4） 議決権行使電子化基本料

　1回につき　　　　　　　　　　　　 200,000円

（5） 議決権行使コード付与料

（パソコン端末での行使）

基準日現在における議決権を有する投資主数を基準

として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算

した合計額。ただし、最低料金は100,000円としま

す。

　　　　　　　　1 ～　5,000名　　　　　　　　35円

　　　　　　5,001 ～ 10,000名　　　　　　　　33円

　　　　　 10,001 ～ 30,000名　　　　　　　　29円

　　　　　 30,001 ～ 50,000名　　　　　　　　25円

　　　　　 50,001 ～100,000名　　　　　　　　20円

　　　　　100,001名以上　　　　　　　　13円

 

・議決権行使書用紙の作

成

 

・議決権行使書の集計

 

・電子行使の集計

 

 

・議決権不統一行使の集

計

・投資主提案等の競合議

案の集計

 

 

 

 

 

 

・投資主総会受付事務補

助等

 

・議決権電子行使投資主

の管理

・議決権行使サイトに関

する運営、管理、各種

照会対応

・議決権行使コード、パ

スワードの付与、管理

・電子行使による議決権

行使集計に関する報告

書類の作成
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項　目 手数料率 対象事務の内容

投資主総会

関係手数料

（6） 議決権行使コード付与料

（携帯電話端末での行使を追加する場合）

基準日現在における議決権を有する投資主数を基準

として、投資主名につき下記段階に応じ区分計算し

た合計額。ただし、最低料金は100,000円としま

す。

　　　　　　　　1 ～　5,000名　　　　　　　　15円

　　　　　　5,001 ～ 10,000名　　　　　　　　13円

　　　　　 10,001 ～ 30,000名　　　　　　　　12円

　　　　　 30,001 ～ 50,000名　　　　　　　　10円

　　　　　 50,001 ～100,000名　　　　　　　　 8円

　　　　　　　　100,001名以上　　　　　　　　 6円

（7） 招集通知電子化基本料

　　月　　額　　　　　　　　　　　　　　 16,000円

（8） メールアドレス登録・変更料

　　1件につき　　　　　　　　　　　　　　　 150円

（9）招集メール等送信料

　　対象投資主1名につき　　　　　　　　　　　40円

（10）議決権行使ログデータ保存料

1回につき　　　　　　　　　　　　　　30,000円

（11）議決権行使書イメージデータ保存料

　　1回につき　　　　　　　　　　　　　　70,000円

・携帯電話端末等を利用

可能とする場合の議決

権行使コード、パス

ワードの付与、管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・招集通知電子化投資主

の管理

・メールアドレス届出受

理（変更含む）

 

・電子行使した議決権行

使ログに関するCD-ROM

の作成

 

・議決権行使書の表裏イ

メージデータ及び投資

主情報に関するCD-ROM

の作成

投資主一覧表

作成手数料

該当投資主1名につき　　　　　　　　　　　20円

ただし、最低料金を1回につき5,000円とします。

・各種投資主一覧表の作

成

CD-ROM

作成手数料

（1） 投資主情報分析機能付ＣＤ-ＲＯＭ作成料

全投資主1名につき　　　　　　　　　　　　15円

　　該当投資主1名につき　　　　　　　　　　　20円

ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。

（2） 投資主総会集計機能付ＣＤ-ＲＯＭ作成料

　　該当投資主1名につき　　　　　　　　　　　 5円

ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。

（3） ＣＤ-ＲＯＭ複写料

　　　1枚につき　　　　　　　　　　　　　10,000円

・投資主情報分析機能付

CD-ROMの作成

 

 

 

・投資主総会集計機能付

CD-ROMの作成

投資主管理

コード設定

手数料

（1） 投資主番号指定での設定

1件につき　　　　　　　　　　　　　　 100円

（2） 投資主番号指定なしでの設定

1件につき　　　　　　　　　　　　　　 200円

・所有者詳細区分の設定

（役員を除きます）

 

未払分配金

受領促進

手数料

対象投資主1名につき　　　　　　　　　　 200円 ・除斥期間満了前の未払

分配金受領促進のため

の送金依頼書の作成、

発送
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Ⅱ．振替制度関連事務手数料

項　目 手数料率 対象事務の内容

新規住所

氏名データ

処理手数料

対象投資主1名につき　　　　　　　　　　 100円 ・新規投資主に係る住

所・氏名データの作

成、投資主名簿への更

新

総投資主通知

データ処理

手　数　料

対象　　 1件につき　　　　　　　　　　　150円 ・総投資主通知データの

受領、検証、投資主名

簿への更新

個人番号等

データ処理

手　数　料

 

個人番号等データ処理

1件につき　　　　　　　　　　　　　　　 300円

・個人番号等の振替機関

への請求

・個人番号等の振替機関

からの受領

・個人番号等の保管及び

廃棄、削除

・行政機関等に対する個

人番号等の提供

 

Ⅲ．新投資口予約権関連事務手数料

項　目 手数料率 対象事務の内容

新投資口予約権

原簿管理

手数料

発行された新投資口予約権毎の月末現在の新投資口予

約権者数

　　1名につき　　　　　　　　　　　　　　　 100円

　ただし、最低料金を月額10,000円とします。

・新投資口予約権原簿の

管理

新投資口予約権

原簿調査

証明手数料

　調査・証明

1件につき　　　　　　　　　　　　　　　 600円

・新投資口予約権原簿の

記載事項に関する各種

調査、各種証明書の発

行

新投資口予約権

行使受付

手数料

（1） 新投資口予約権行使受付料

新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を

乗じた金額。ただし、ストックオプションに関して

は、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金

額。

（2） 行使事務料

　　行使請求1件につき　　　　　　　　　　　 800円

・行使請求書類の受付、

審査

・新規記録通知データの

作成、通知

・行使状況の報告
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（ハ）　一般事務受託者の報酬

a.　本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務受託者に対し、以下に基づき計算された業務手数料並

びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、以下に定め

のない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者が協議の上合意により決定するものと

します。

 

（業務手数料の計算方法）

ある暦月（以下、本a.において「計算対象月」といいます。）における業務手数料（月額）の金額は、

以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額（ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料

が金25万円に満たなかった場合は金25万円とします。）を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本

投資法人及び一般事務受託者間で別途書面による合意により算出した金額とします。

 

各計算対象月の前月末時点における一般事務受託者の合計残高試算表上の総資産額×0.09％÷12

 

ただし、本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日（以下、本a.におい

て「不動産取得日」といいます。）の属する月に係る業務手数料については、上記計算式の「各計算対象

月の前月末日時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額」を「不動産取得日を含む計算対象

月の末日時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額」に読み替えるものとします。

なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料について

は、当該月の実日数中における一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとしま

す。

上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとします。

b.　一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎（最初の計算期間は一般事務委託及び資産保管委託契約の

締結日より2020年5月末日までとし、以後毎年6月1日から11月末日まで及び12月1日から翌年5月末日までの

各期間を意味します。以下、本b.において同じです。）に、前記a．に基づき業務手数料並びに当該業務手

数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該計算期間の末日の属する月の翌

月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日（銀行休業日の場合

は前営業日）までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込（振込手数料並びに当該振込手数料金額に

係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。）により支払うものとします。

c.　前記a．及びb．の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当に

なったときは、本投資法人及び機関運営等に関する一般事務受託者で協議の上、書面による合意によって

のみ、これを変更することができます。

 

④　会計監査人報酬（規約第25条）

会計監査人の報酬は、監査の対象となる1営業期間あたり2,000万円を上限として役員会で決定する金額と

し、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を

受けてから3か月以内に、会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。

 

⑤　手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法

上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

住商リアルティ・マネジメント株式会社

東京都中央区京橋一丁目17番10号

住友商事京橋ビル9階

電話番号　03-4346-0579
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（4）【その他の手数料等】

本投資法人は、以下の費用について負担するものとします。

① 運用資産に関する租税、一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人及び本資産運用会社との間の

各委託契約において本投資法人が負担することと定められた委託業務又は事務を処理するために要した諸費

用

② 投資口及び投資法人債券の発行に関する費用

③ 借入れ等に関する費用

④ 分配金支払に関する費用

⑤ 有価証券届出書、目論見書、資産運用報告、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費

用

⑥ 本投資法人の公告に要する費用及び広告宣伝等に要する費用

⑦ 本投資法人の法律顧問及び税務顧問等に対する報酬及び費用

⑧ 執行役員、監督役員に係る実費及び立替金等

⑨ 運用資産の取得、管理、売却等に係る費用

⑩ 本投資口が東京証券取引所への上場及び上場を維持するのに要する費用

⑪ 本投資法人の格付け取得及び維持に係る費用

⑫ 信託報酬

⑬ その他上記①から⑫までに類する費用
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（5）【課税上の取扱い】

日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりで

す。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがありま

す。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。

①　投資主の税務

（イ）　個人投資主の税務

a.　利益の分配に係る税務

個人投資主が上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配の取扱いは、原則として上場株式

の配当の取扱いと同じです。ただし、配当控除の適用はありません。

ⅰ. 源泉徴収税率

分配金支払開始日 源泉徴収税率

2014年1月1日～2037年12月31日 20.315％　 （所得税15.315％　　 住民税5％）

2038年1月1日～ 20％　　　 （所得税15％　　　　 住民税5％）

(注1) 2014年1月1日～2037年12月31日の所得税率には、復興特別所得税（所得税の額の2.1％相当）を含みます。

(注2) 配当基準日において発行済投資口の総口数の3％以上を保有する個人（以下「大口個人投資主」といいます。）に対して

は、上記税率ではなく、所得税20％（2014年1月1日～2037年12月31日は20.42％）の源泉徴収税率が適用されます。

ⅱ. 確定申告

大口個人投資主を除き、金額にかかわらず、分配時の源泉徴収だけで納税を完結させることが可能で

す（確定申告不要制度）。ただし、次のケースでは、上場株式等の配当等について確定申告を行う方が

有利になることがあります。

（ⅰ）総合課税による累進税率が上記ⅰ.の税率より低くなる場合

（ⅱ）上場株式等を金融商品取引業者等（証券会社等）を通じて譲渡したこと等により生じた損失

（以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。）がある場合（後記「d. 投資口の譲渡に係る税

務　ⅱ. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」をご参照ください。）

 

確定申告をする

（下記のいずれか一方を選択）

確定申告をしない

（確定申告不要制度）

（注1）総合課税 申告分離課税

借入金利子の控除 あり あり

－

税率 累進税率 上記ⅰ.と同じ

配当控除 なし（注2） なし

上場株式等に係る譲渡損

失との損益通算
なし あり

扶養控除等の判定
合計所得金額に

含まれる

合計所得金額に

含まれる（注3）

合計所得金額に

含まれない

(注1) 大口個人投資主が1回に受け取る配当金額が5万円超（6か月決算換算）の場合には、必ず総合課税による確定申告を行う

必要があります。

(注2) 投資法人から受け取る利益の分配については、配当控除の適用はありません。

(注3) 上場株式等に係る譲渡損失との損益通算を行う場合にはその通算後の金額に、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を

行う場合にはその控除前の金額になります。

ⅲ. 源泉徴収選択口座への受入れ

源泉徴収ありを選択した特定口座（以下「源泉徴収選択口座」といいます。）が開設されている金融

商品取引業者等（証券会社等）に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出すること

により、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受け入れることができます。この場合、配当金の受

取方法については「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。

ⅳ. 少額投資非課税制度（NISA：ニーサ）

金融商品取引業者等（証券会社等）に開設した非課税口座（以下「一般NISA口座」といいます。）に

設けられた非課税管理勘定で取得した上場株式等に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1

日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。ただし、上場株

式等の配当等について非課税の適用を受けるためには、配当金の受取方法について「株式数比例配分方

式」を選択する必要があります。

なお、2018年に一般NISAとの選択制で非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度（つみたて

NISA）が導入されましたが、その対象商品は金融庁が定めた要件を満たす公募株式投資信託と上場株式

投資信託（ETF）に限定されているため、つみたてNISAでは上場株式等の個別銘柄の取得はできませ

ん。

また、現行の一般NISAの非課税管理勘定の設定期間の終了に合わせて、2024年からつみたてNISAとの

選択制で、特定非課税累積投資契約に係る非課税制度（新NISA）が導入されます。新NISAにおいては、

金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で取得した公募株式投資信託

等（対象商品はつみたてNISAと同様です。）に係る配当等及び特定非課税管理勘定で取得した上場株式
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等や公募株式投資信託等（上場株式等のうち整理銘柄や監理銘柄、また一定のデリバティブ取引に係る

権利に対する投資として運用を行うこととされていることが定められている公社債投資信託以外の証券

投資信託の受益権や投資法人の投資口、その他一定の上場株式等は除きます。）に係る配当等で、その

特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについ

ては、所得税及び住民税が課されません。

年間投資上限額 一般NISA ジュニアNISA
新NISA

（特定非課税管理勘定）

2014年～2015年 100万円 － －

2016年～2023年 120万円 80万円 －

2024年～2028年 － － 102万円

(注) 一般NISA及び新NISAはその年の1月1日において成年者である者、ジュニアNISAはその年の1月1日において未成年者である

者が非課税口座の開設が可能です。
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b.　一時差異等調整引当額の分配に係る税務

投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、税会不一致等に起因する課税の解消を目的とし

て行われる一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配（以下「一時差異等調整引当額の分配」といい

ます。）は、所得税法（昭和40年法律第33号。その後の改正を含みます。）上本則配当として扱われ、前

記「a. 利益の分配に係る税務」における利益の分配と同様の課税関係が適用されます（投資口の譲渡損

益は発生しません。）。

 

c.　その他の利益超過分配に係る税務

投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配以外のものは、投

資法人の資本の払戻しに該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして

取り扱われます。

ⅰ. みなし配当

この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には前記「a. 利益の分配に係る税務」における

利益の分配と同様の課税関係が適用されます。

ⅱ. みなし譲渡収入

資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされま

す。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価（注1）を算定し、投資口の譲渡損益（注2）を計算

します。この譲渡損益の取扱いは、下記「d. 投資口の譲渡に係る税務」における投資口の譲渡と原則

同様になります。また、投資口の取得価額の調整（減額）（注3）を行います。

(注1) 譲渡原価の額＝従前の取得価額×純資産減少割合

※　純資産減少割合は、本投資法人から通知します。

(注2) 譲渡損益の額＝みなし譲渡収入金額－譲渡原価の額

(注3) 調整後の取得価額＝従前の取得価額－譲渡原価の額

 

d.　投資口の譲渡に係る税務

個人投資主が上場投資法人である本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益は、上場株式等に係る譲渡

所得等として、一般株式等に係る譲渡所得等とは別の区分による申告分離課税の対象となります。譲渡損

が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、他の所得との損益通算はできませ

ん。

ⅰ. 税率

譲渡日 申告分離課税による税率

2014年1月1日～2037年12月31日 20.315％　 （所得税15.315％　　 住民税5％）

2038年1月1日～ 20％　　　 （所得税15％　　　　 住民税5％）

（注） 2014年1月1日～2037年12月31日の所得税率には、復興特別所得税（所得税の額の2.1％相当）を含みます。

ⅱ. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、確定申告により、その年に申告分離課税を選択し

た上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。また、損益通算してもなお控除

しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分

離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。なお、譲渡損

失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年に確定申告書を提出するとともに、その後の

年において連続して確定申告書を提出する必要があります。

ⅲ. 源泉徴収選択口座内の譲渡

源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による所得は、上記ⅰ.と同じ税率による源泉徴収だ

けで納税が完結し、確定申告は不要となります。また、上場株式等の配当等を前記「a. 利益の分配に

係る税務　ⅲ. 源泉徴収選択口座への受入れ」により源泉徴収選択口座に受け入れた場合において、

その年にその源泉徴収選択口座内における上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、年末に口

座内で損益通算が行われ、配当等に係る源泉徴収税額の過納分が翌年の初めに還付されます。

ⅳ. 少額投資非課税制度（NISA：ニーサ）

一般NISA口座に設けられた非課税管理勘定で取得した上場株式等を、その非課税管理勘定の開設年

の1月1日から5年内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されませ

ん。なお、一般NISA口座内で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、上記ⅱ.及びⅲ.の損益通

算や繰越控除は適用できません。

（注1） 一般NISAの年間投資上限額については前記「a. 利益の分配に係る税務　ⅳ. 少額投資非課税制度（NISA：ニー

サ）」をご参照ください。

（注2） 新NISAにおいても、金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定で取得した上場

株式等を、その特定非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に譲渡した場合には、一般NISAと同様の課税関係

が適用されます。
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（ロ）法人投資主の税務

a.　利益の分配に係る税務

法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配については、受取配当等の益金不算入の適用はありませ

ん。

上場投資法人である本投資法人から受け取る利益の分配については、下記の税率による源泉徴収が行わ

れますが、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となり

ます。

分配金支払開始日 源泉徴収税率

2014年1月1日～2037年12月31日 15.315％　（復興特別所得税0.315％を含みます。）

2038年1月1日～ 15％

 

b.　一時差異等調整引当額の分配に係る税務

投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配は、法人税法上本

則配当として扱われ、上記「a. 利益の分配に係る税務」における利益の分配と同様の課税関係が適用さ

れます（投資口の譲渡損益は発生しません。）。また、所得税額控除においては、利益の分配と同様に所

有期間の按分が必要となります。

 

c.　その他の利益超過分配に係る税務

投資法人から受け取る利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配以外のものは、投

資法人の資本の払戻しに該当し、投資主においては、みなし配当及びみなし譲渡収入から成るものとして

取り扱われます。

ⅰ. みなし配当

この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には上記「a. 利益の分配に係る税務」における

利益の分配と同様の課税関係が適用されます。なお、所得税額控除においては、所有期間の按分を行

いません。

ⅱ. みなし譲渡収入

資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされま

す。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益を計算します。また、

投資口の取得価額の調整（減額）を行います。

（注） 譲渡原価、譲渡損益、取得価額の調整（減額）の計算方法は、個人投資主の場合と同じです。

 

d.　投資口の譲渡に係る税務

法人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡損益は、原則として約定日の属する事業年度に計上します。
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②　投資法人の税務

（イ）利益配当等の損金算入

税法上、投資法人に係る課税の特例規定により、一定の要件（導管性要件）を満たした投資法人に対し

ては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入するこ

とが認められています。

投資法人の主な導管性要件

支払配当要件

配当等の額が配当可能利益の額の90％超であること

（利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可能

額の90％超であること）

国内50％超募集要件

投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募

集される投資口の発行価額の占める割合が50％を超える旨の記載又は記録

があること

借入先要件

機関投資家（租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ（2）に規定するもの

をいいます。次の所有先要件において同じです。）以外の者から借入れを

行っていないこと

所有先要件
事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有

されていること又は機関投資家のみによって所有されていること

非同族会社要件

事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行

済投資口の総口数あるいは議決権総数の50％超を保有されている同族会社

に該当していないこと

会社支配禁止要件
他の法人の株式又は出資の50％以上を有していないこと（匿名組合出資を

含み、一定の海外子会社の株式又は出資を除きます。）

 

（ロ）不動産流通税の軽減措置

a.　登録免許税

本投資法人が2021年3月31日までに取得する不動産に対しては、所有権の移転登記に係る登録免許税の

税率が1.3％に軽減されます。

不動産の所有権の取得日
2012年4月1日

～2021年3月31日
2021年4月1日～

土地（一般） 1.5％

2.0％（原則）建物（一般） 2.0％（原則）

本投資法人が取得する不動産 1.3％

 

b.　不動産取得税

本投資法人が2021年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準額が5分

の2に軽減されます。

（注1） 共同住宅とその敷地は、全ての居住用区画が50㎡以上（サービス付き高齢者向け住宅にあっては30㎡以上）のもの

に限り適用されます。

（注2） 倉庫とその敷地は、建物の床面積が3,000㎡以上で流通加工用空間が設けられているものに限り適用されます。

（注3） 介護施設等とその敷地は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64号。

その後の改正を含みます。）第2条に規定する公的介護施設等と特定民間施設に限り適用されます。
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5【運用状況】

（1）【投資状況】

資産の種類 用途
地域

（注1）

当期
2020年11月30日現在

保有総額
（百万円）(注2)

対総資産比率
（％）(注3)

信託不動産

物流不動産
関東エリア 53,421 63.2

関西エリア 17,466 20.7

インダストリアル

不動産
関西エリア 7,110 8.4

小計 77,999 92.3

預金・その他の資産 6,498 7.7

資産合計 84,498 100.0

（注1）「関東エリア」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県及び群馬県をいい、「関西エリア」とは、大阪

府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県及び三重県をいいます。以下同じです。

（注2）「保有総額」は、2020年11月30日現在における貸借対照表（信託不動産については、減価償却後の帳簿価額）によっており、

百万円未満を切り捨てて記載しています。

（注3）「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。

 

 

当期
2020年11月30日現在

金額
（百万円）(注1)

対総資産比率
（％）（注2）

負債総額 32,358 38.3

純資産総額 52,139 61.7

資産総額 84,498 100.0

（注1）負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、2020年11月30日現在における貸借対照表計上額によっており、百万円未満を

切り捨てて記載しています。

（注2）「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。

 

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

該当事項はありません。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】

 2020年11月末日現在における本投資法人の保有資産の概要は以下のとおりです。

 

（イ）　ポートフォリオ一覧

用途

（注1）

物件

番号

（注2）

物件名称 所在地

取得

年月日

（注3）

取得価格

（百万円）

（注4）

投資比率

（％）

（注5）

鑑定評価額

（百万円）

（注6）

鑑定NOI

利回り

（％）

（注7）

物流

不動産

L-01

SOSiLA横浜港北

（準共有持分80％）

（注8）

神奈川県

横浜市

（関東エリア）

2019年

12月10日
24,840 31.9 27,280 4.5

L-02 SOSiLA相模原

神奈川県

相模原市

（関東エリア）

2019年

12月10日
12,820 16.5 14,100 4.8

L-03 SOSiLA春日部

埼玉県

春日部市

（関東エリア）

2019年

12月10日
10,300 13.2 10,700 5.0

L-04 SOSiLA川越
埼玉県川越市

（関東エリア）

2019年

12月10日
4,124 5.3 4,750 5.5

L-05 SOSiLA西淀川Ⅰ
大阪府大阪市

（関西エリア）

2019年

12月10日
17,470 22.5 18,600 5.2

L-06
（仮称）平塚ラス

トマイルセンター

神奈川県平塚市

（関東エリア）

2020年

10月16日
1,200 1.5 1,230 4.8

インダス

トリアル

不動産

I-01
北港油槽所

（底地）（注9）

大阪府大阪市

（関西エリア）

2019年

12月10日
3,210 4.1 3,290 5.2

I-02
南港乗下船ヤード

（土地）（注9）

大阪府大阪市

（関西エリア）

2019年

12月10日
3,800 4.9 3,840 5.1

合計（平均） － － 77,764 100.0 83,790 4.9

（注1） 「用途」は、保有資産について、本投資法人の投資方針において定められる各用途の分類に応じて記載しています。以下、本「③ その

他投資資産の主要なもの」において同じです。

（注2） 「物件番号」は、保有資産を物流不動産（L）及びインダストリアル不動産（I）の2つに分類し、当該分類ごとに番号を付しています。

以下、本「③ その他投資資産の主要なもの」において同じです。

（注3） 「取得年月日」は、本投資法人の各保有資産に係る売買契約に記載された取得年月日を記載しています。

（注4） 「取得価格」は、本投資法人の各保有資産に係る売買契約に記載された保有資産の売買代金を記載しています。なお、売買代金には、

消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用は含みません。

（注5） 「投資比率」は、取得価格の合計額に対する各保有資産の取得価格の比率を、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、

各物件の投資比率の合計が合計欄と一致しない場合があります。

（注6） 「鑑定評価額」は、2020年11月30日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された評価額を記載しています。なお、保有資産の鑑

定評価については、一般財団法人日本不動産研究所、株式会社谷澤総合鑑定所、大和不動産鑑定株式会社及びJLL森井鑑定株式会社に

委託しています。

（注7） 「鑑定NOI利回り」は、取得価格に対する各保有資産の鑑定NOI（物流不動産については2020年11月30日を価格時点とする不動産鑑定評

価書に記載された直接還元法における運営純収益を、インダストリアル不動産については2020年11月30日を価格時点とする不動産鑑定

評価書に記載されたDCF法における1年目の運営純収益）の比率を、小数第2位を四捨五入して記載しています。SOSiLA横浜港北（準共

有持分80％）については、当該物件の準共有持分割合（80％）に相当する数値の比率を、小数第2位を四捨五入して記載しています。

なお、合計（平均）欄には、取得価格に基づく加重平均値を記載しています。

（注8）　SOSiLA横浜港北（準共有持分80％）に係る取得価格及び鑑定評価額については、当該物件の準共有持分割合（80％）に相当する数値を

用いています。

（注9）　物件名末尾の「（底地）」とは、当該物件が、借地権（借地借家法第2条第1号に定めるものをいいます。以下同じです。）が付着する

土地であることを意味し、物件名末尾の「（土地）」とは、当該物件が、借地権に該当しない地上権又は土地の賃借権が付着する土地

であることを意味します。以下同じです。
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（ロ）　不動産等の概要

用途 物件番号 物件名称
敷地面積
（㎡）
（注1）

延床面積
（㎡）
（注1）

賃貸可能面積
（㎡）
（注2）

賃貸面積
（㎡）
（注3）

建築時期
（竣工日）
（注1）

築年数
（年）
（注4）

物流

不動産

L-01

SOSiLA横浜港北

（準共有持分80％）

（注5）（注6）（注7）

39,041.22
83,782.32

(67,025.85)
62,173.90 62,173.90

2017年

9月21日
3.1

L-02 SOSiLA相模原 28,576.44 53,412.93 52,842.34 52,842.34
2018年

5月11日
2.5

L-03 SOSiLA春日部 24,394.93 48,420.86 47,827.90 47,827.90
2019年

3月8日
1.7

L-04 SOSiLA川越 11,924.85 21,818.73 21,211.56 21,211.56
2019年

1月18日
1.8

L-05 SOSiLA西淀川Ⅰ 38,024.00 71,416.86 70,959.63 70,959.63
2016年

6月30日
4.4

L-06
（仮称）平塚ラスト

マイルセンター
8,000.04 1,628.08 2,860.68 2,860.68

2003年

4月30日
17.6

インダス

トリアル

不動産

I-01
北港油槽所

（底地）
76,255.99 － 73,884.23 73,884.23 － －

I-02
南港乗下船ヤード

（土地）
56,237.09 － 56,237.09 56,237.09 － －

合計（平均） 282,454.56
280,479.78

(263,723.31)
387,997.33 387,997.33 － 3.3

（注1）「敷地面積」、「延床面積」及び「建築時期（竣工日）」は、登記簿上の記載に基づいて記載しており、現況とは一致しない場合があり

ます。なお、「延床面積」は、主たる建物と附属建物の延床面積の合計について、「建築時期（竣工日）」は附属建物を含まない主たる

建物について、それぞれ記載しています。

（注2）「賃貸可能面積」は、底地物件及び借地権に該当しない地上権又は土地の賃借権が付着する土地以外の物件については、2020年11月30日

時点における各物件について締結され賃貸している各建物賃貸借契約（屋根及び駐車場に係る賃貸借契約は除きます。）に表示された賃

貸面積及び建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる空室部分の面積の合計を、底地物件及び借地権に該当しない地上権又は土地の賃

借権が付着する土地については、2020年11月30日時点における各物件について締結され賃貸している各土地賃貸借契約に表示された賃貸

面積をそれぞれ記載しています。以下、本「（ロ）不動産等の概要」において同じです。

（注3）「賃貸面積」は、2020年11月30日時点における各物件について締結され賃貸している各賃貸借契約に表示された賃貸面積の合計を記載し

ています。以下、本「（ロ）不動産等の概要」において同じです。

（注4）「築年数」は、各物件の登記簿上の新築の日から2020年11月30日までの築年数を、小数第2位以下を切り捨てて記載しています。なお、

合計（平均）欄には、取得価格に基づく加重平均値を記載しています。

（注5）本投資法人は不動産信託受益権の準共有持分のうち80％を保有していますが、敷地面積については、当該物件全体に相当する数値を記載

しています。

（注6）SOSiLA横浜港北（準共有持分80％）に係る延床面積については、括弧内に当該物件の準共有持分割合（80％）に相当する数値を、小数第

3位以下を切り捨てて記載しています。

（注7）SOSiLA横浜港北（準共有持分80％）に係る賃貸可能面積及び賃貸面積については、当該物件の準共有持分割合（80％）に相当する数値

を、小数第3位以下を切り捨てて記載しています。
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（ハ）　賃貸借の状況

a.賃貸借の概要

用途
物件
番号

物件名称
賃貸

可能面積
（㎡）

賃貸
面積
（㎡）

テナント
数

（件）
（注1）

主要
テナント
（注2）

年間
賃料

（百万円）
（注3）

敷金・
保証金

（百万円）
（注4）

平均
賃貸借
契約期間
（年）
（注5）

平均
賃貸借
契約残存
期間
（年）
（注6）

稼働率
（％）
（注7）

物流

不動産

L-01

SOSiLA

横浜港北

（準共有

持分80％）

（注8）

62,173.90 62,173.90 6

イオング

ローバル

SCM

株式会社

非開示

（注9）
521 11.4 9.2 100.0

L-02
SOSiLA

相模原
52,842.34 52,842.34 1

サン都市

建物

株式会社

非開示

（注10）

非開示

（注10）
10.0 7.5 100.0

L-03
SOSiLA

春日部
47,827.90 47,827.90 3

ヤマトロジ

スティクス

株式会社

617
非開示

（注10）
5.0 3.5 100.0

L-04
SOSiLA

川越
21,211.56 21,211.56 2

株式会社

ハマキョウ

レックス

非開示

（注10）

非開示

（注10）

非開示

（注10）

非開示

（注10）
100.0

L-05
SOSiLA

西淀川Ⅰ
70,959.63 70,959.63 2

鴻池運輸

株式会社

非開示

（注10）

非開示

（注10）

非開示

（注10）

非開示

（注10）
100.0

L-06

（仮称）

平塚ラス

トマイル

センター

2,860.68 2,860.68 1
佐川急便

株式会社

非開示

（注10）

非開示

（注10）
15.0 14.9 100.0

インダ

ストリ

アル

不動産

I-01
北港油槽所

（底地）
73,884.23 73,884.23 1

アスト

株式会社

非開示

（注10）

非開示

（注10）

非開示

（注10）

非開示

（注10）
100.0

I-02

南港乗下船

ヤード

（土地）

56,237.09 56,237.09 1
栗林運輸

株式会社

非開示

（注10）

非開示

（注10）
20.0 15.4 100.0

合計（平均） 387,997.33 387,997.33 17 － 4,516 1,786 12.3 9.5 100.0

（注1）「テナント数」は、2020年11月30日時点における各物件について締結され賃貸している各賃貸借契約（屋根及び駐車場に係る賃貸借契約

は除きます。）に基づくテナント数の合計を記載しています。ただし、保有資産につき同一のテナントが複数の賃貸借契約を締結してい

る場合には、当該テナントは1として「テナント数」を算出しています。

（注2）「主要テナント」は、各物件について賃貸面積の最も大きいテナントの名称を記載しています。

（注3）「年間賃料」については、後記「⑤ 保有資産の個別の概要　（ニ） 「賃貸借の概要」の記載について」をご参照ください。以下同じで

す。

（注4）「敷金・保証金」は、2020年11月30日時点における各物件について締結され賃貸している各賃貸借契約に規定されている敷金・保証金の

合計金額を、単位未満を切り捨てて記載しています。

（注5）「平均賃貸借契約期間」は、2020年11月30日時点における各物件について締結され賃貸している各賃貸借契約に規定された契約期間を、

年間賃料で加重平均して算出しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。

（注6）「平均賃貸借契約残存期間」は、2020年11月30日時点における各物件について締結され賃貸している各賃貸借契約について、2020年11月

30日から当該契約に規定された賃貸借契約満了日までの期間を、年間賃料で加重平均して算出しており、小数第2位を四捨五入して記載

しています。

（注7）「稼働率」は、2020年11月30日時点における各物件に係る賃貸可能面積に対する賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記

載しています。

（注8）SOSiLA横浜港北（準共有持分80％）に係る賃貸可能面積及び賃貸面積については、当該物件の準共有持分割合（80％）に相当する数値

を、小数第3位以下を切り捨てて記載し、又は当該数値を用いて合計値を記載しています。また、当該物件に係る敷金・保証金について

は、当該物件の準共有持分割合（80％）に相当する数値を、百万円以下を切り捨てて記載しています。以下、本「③ その他投資資産の

主要なもの」において同じです。

（注9）SOSiLA横浜港北（準共有持分80％）に係る年間賃料を開示した場合、当該物件の賃貸面積当たりの単価（坪単価）等の契約条件が明らか

になる結果、本投資法人に、テナントとの間の賃料交渉等における不利益が生じ、その結果、本投資法人が得られる賃貸事業収入が減少

する等、本投資法人に競争上の悪影響が生じ、ひいては投資主の利益を害するおそれがあると本資産運用会社が判断したことから、非開

示としています。

（注10）賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
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b.稼働率の推移

用途
物件
番号

物件名称

稼働率（％）
（注）

2020年5月31日
時点

2020年11月30日
時点

物流

不動産

L-01
SOSiLA横浜港北

（準共有持分80％）
100.0 100.0

L-02 SOSiLA相模原 100.0 100.0

L-03 SOSiLA春日部 100.0 100.0

L-04 SOSiLA川越 100.0 100.0

L-05 SOSiLA西淀川Ⅰ 100.0 100.0

L-06
（仮称）平塚ラス

トマイルセンター
－ 100.0

インダ

ストリ

アル

不動産

I-01
北港油槽所

（底地）
100.0 100.0

I-02
南港乗下船ヤード

（土地）
100.0 100.0

平均 100.0 100.0

（注）「稼働率」は、各時点における各物件に係る賃貸可能面積に対する賃貸面積が占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
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（ニ）　鑑定評価書の概要

保有資産について、本投資法人及び本資産運用会社が一般財団法人日本不動産研究所、株式会社谷澤総

合鑑定所、大和不動産鑑定株式会社及びJLL森井鑑定株式会社に鑑定評価を委託し作成された各不動産鑑

定評価書の概要は以下のとおりです。当該鑑定評価書は、一定時点における評価者たる鑑定機関の判断と

意見であり、その内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありま

せん。なお、一般財団法人日本不動産研究所、株式会社谷澤総合鑑定所、大和不動産鑑定株式会社及び

JLL森井鑑定株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。

 

用途
物件
番号

物件名称 鑑定機関価格時点

鑑定

評価額

（百万円）

原価法

による

積算価格

（百万円）

収益還元法

直接還元法 DCF法

収益価格

（百万円）

還元

利回り

（％）

収益価格

（百万円）

割引率

（％）

最終

還元

利回り

（％）

物流

不動

産

L-01

SOSiLA横浜港北

（準共有持分80％）

（注1）

一般財団

法人日本

不動産研

究所

2020年

11月30日
27,280 25,920 27,440 4.1％ 27,040 3.7％ 4.3％

L-02 SOSiLA相模原

株式会社

谷澤総合

鑑定所

2020年

11月30日
14,100 13,300 14,200 4.3％ 14,100

4.2％（解

約不可期

間）

4.4％（解

約可能期

間）

4.5％

L-03 SOSiLA春日部

大和不動

産鑑定株

式会社

2020年

11月30日
10,700 11,400 10,900 4.7％ 10,600 4.5％ 4.9％

L-04 SOSiLA川越

一般財団

法人日本

不動産研

究所

2020年

11月30日
4,750 4,610 4,820 4.7％ 4,670 4.1％ 5.2％

L-05 SOSiLA西淀川Ⅰ

株式会社

谷澤総合

鑑定所

2020年

11月30日
18,600 17,700 18,500 4.8％ 18,700

初年度：

4.3％

2年度～10

年度：

4.4％

11年度：

4.5％

4.6％

L-06
（仮称）平塚ラスト

マイルセンター

JLL森井

鑑定株式

会社

2020年

11月30日
1,230 1,190 1,240 4.5％ 1,210 4.3％ 4.7％
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用途
物件
番号

物件名称 鑑定機関価格時点

鑑定

評価額

（百万円）

原価法

による

積算価格

（百万円）

収益還元法

直接還元法 DCF法

収益価格

（百万円）

還元

利回り

（％）

収益価格

（百万円）

割引率

（％）

最終

還元

利回り

（％）

イン

ダス

トリ

アル

不動

産

I-01
北港油槽所

（底地）

JLL森井

鑑定株式

会社

2020年

11月30日
3,290 － － －

3,330

(注2)
5.1％ －

I-02
南港乗下船ヤード

（土地）

一般財団

法人日本

不動産研

究所

2020年

11月30日
3,840 － － － 3,840 5.0％ －

合計 － － 83,790 74,120 77,100 － 83,490 － －

（注1）SOSiLA横浜港北（準共有持分80％）に係る鑑定評価額、原価法による積算価格、直接還元法による収益価格及びDCF法による収益価格に

ついては、当該物件の準共有持分割合（80％）に相当する数値を記載しています。

（注2）北港油槽所（底地）に係る収益価格は、当該物件の一部である土地（底地）に相当する数値を記載しています。
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（ホ）　建物状況調査報告書及び地震リスク評価報告書の概要

保有資産について、本投資法人及び本資産運用会社からの委託に基づき、株式会社アースアプレイザル

により行われた建物状況評価の結果作成された評価結果に係るエンジニアリング・レポート及び東京海上

日動リスクコンサルティング株式会社により行われた地震リスク分析の結果作成された評価結果に係る地

震リスク評価報告書の概要は、以下のとおりです。当該報告書の内容は、一定時点における調査業者の判

断と意見であり、その内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、株式会社アースア

プレイザル又は東京海上日動リスクコンサルティング株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間に

は、特別の利害関係はありません。本書の提出日現在、保有資産について地震保険は付保する予定はあり

ません。

 

用途
物件

番号
物件名称

建物状況調査報告書 地震リスク評価報告書

調査時点 調査業者

緊急・

早期修繕

更新費用

（千円）

（注1）

中長期修繕

更新費用

（千円）

（注2）

調査時点 調査業者

PML値

（予想最大

損失率）

（％）

（注3）

物流

不動産

L-01

SOSiLA横浜港北

（準共有持分80％）

（注4）

2019年10月

株式会社

アースアプ

レイザル

－ 130,517 2019年9月

東京海上日動

リスクコンサ

ルティング

株式会社

2.7

L-02 SOSiLA相模原 2019年10月

株式会社

アースアプ

レイザル

－ 125,385 2019年9月

東京海上日動

リスクコンサ

ルティング

株式会社

4.7

L-03 SOSiLA春日部 2019年10月

株式会社

アースアプ

レイザル

－ 100,279 2019年9月

東京海上日動

リスクコンサ

ルティング

株式会社

1.1

L-04 SOSiLA川越 2019年10月

株式会社

アースアプ

レイザル

－ 42,051 2019年9月

東京海上日動

リスクコンサ

ルティング

株式会社

2.9

L-05 SOSiLA西淀川Ⅰ 2019年10月

株式会社

アースアプ

レイザル

－ 135,523 2019年9月

東京海上日動

リスクコンサ

ルティング

株式会社

6.7

L-06
（仮称）平塚ラス

トマイルセンター
2020年8月

株式会社

アースアプ

レイザル

－ 38,791 2020年7月

東京海上日動

リスクコンサ

ルティング

株式会社

14.3

インダ

ストリ

アル不

動産

I-01
北港油槽所

（底地）
－ － － － － － －

I-02
南港乗下船ヤード

（土地）
－ － － － － － －

合計／ポートフォリオPML値

（注5）
－ － － 572,546 － － 2.7

（注1） 「緊急・早期修繕更新費用」は、調査時点から起算して緊急及び概ね1年以内に必要とされる修繕更新費用としてエンジニアリング・レ

ポートに記載された費用を記載しています。

（注2） 「中長期修繕更新費用」は、調査時点から起算して今後12年間の予測される修繕更新費用としてエンジニアリング・レポートに記載さ

れた費用を、単位未満を切り捨てて記載しています。

（注3） 「PML値（予想最大損失率）」は、調査業者から提供を受けた地震リスク評価報告書に記載された数値を記載しています。

（注4）　SOSiLA横浜港北（準共有持分80％）に係る緊急・早期修繕更新費用及び中長期修繕更新費用については、当該物件の準共有持分割合

（80％）に相当する数値を、単位未満を切り捨てて記載しています。

（注5） 「ポートフォリオPML値」は、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社による2020年11月付「6物件建物地震リスク調査ポート

フォリオ解析報告書」に基づいて保有資産6物件の集合体に対して個別物件と同様にPML値（予想最大損失率）を求めた数値を記載して

います。
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（ヘ）　設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関等

保有資産に係る設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算確認機関は、以下のとおりで

す。

 

物件

番号
物件名称 設計者 構造設計者 施工者 確認検査機関

構造計算

確認機関

L-01
SOSiLA横浜港北

（準共有持分80％）

前田建設工業株

式会社

前田建設工業株

式会社

前田建設工業株

式会社

一般財団法人日

本建築センター
－（注1）

L-02 SOSiLA相模原
浅井謙建築研究

所株式会社

浅井謙建築研究

所株式会社、株

式会社奥村組

株式会社奥村組

ビューローべリ

タスジャパン株

式会社

－（注1）

L-03 SOSiLA春日部
浅井謙建築研究

所株式会社

前田建設工業株

式会社

前田建設工業株

式会社

ビューローべリ

タスジャパン株

式会社

－（注1）

L-04 SOSiLA川越
西松建設株式会

社

西松建設株式会

社

西松建設株式会

社

一般財団法人さ

いたま住宅検査

センター

－（注1）

L-05 SOSiLA西淀川Ⅰ

大和ハウス工業

株式会社

株式会社

安藤・間

株式会社

安藤・間

大和ハウス工業

株式会社

株式会社

安藤・間

株式会社国際確

認検査センター
－（注1）

L-06
（仮称）平塚ラスト

マイルセンター

有限会社ムーブ

建築設計事務所

有限会社ムーブ

建築設計事務所
匠建設株式会社 平塚市 平塚市

I-01 北港油槽所（底地） － － － － －

I-02
南港乗下船ヤード

（土地）
－ － － － －

（注1） 構造計算適合性判定（注2）を受けているため記載していません。

（注2） 2007年6月20日施行の改正建築基準法により、同法改正日以降に建築確認申請された建築物で、高度な構造計算を要する一定の高さ以上

等の建築物について、構造計算適合性判定が義務付けられており、都道府県知事は、構造計算が適正に行われたかどうかを判定するこ

とになっています。
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（ト）　主要な不動産等の物件の概要

保有資産のうち、2020年11月30日時点において、年間賃料がポートフォリオ全体の年間賃料総額の10％

以上を占める不動産等の物件は、以下のとおりです。

 

物件番号 物件名称 年間賃料（百万円） 賃料比率（％）（注1）

L-01 SOSiLA横浜港北（準共有持分80％） 非開示（注2） 非開示（注2）

L-05 SOSiLA西淀川Ⅰ 非開示（注3） 非開示（注3）

L-02 SOSiLA相模原 非開示（注3） 非開示（注3）

L-03 SOSiLA春日部 617 13.7

合計 3,742 82.9

（注1）「賃料比率」は、当該物件の年間賃料のポートフォリオ全体の年間賃料総額に対する比率であり、小数第2位を四捨五入して記載してい

ます。

（注2）開示した場合、当該物件の賃貸面積当たりの坪単価が明らかになる結果、本投資法人に、テナントとの間の賃料交渉等における不利益が

生じ、その結果、本投資法人が得られる賃貸事業収入が減少する等、本投資法人に競争上の悪影響が生じ、ひいては投資主の利益を害す

るおそれがあると本資産運用会社が判断したことから非開示としています。

（注3）賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。

（注4）上記各物件のテナント数、賃貸面積、賃貸可能面積及び稼働率の推移については、前記「（ハ）賃貸借の状況」をご参照ください。

 

（チ）　主要なテナントの概要

保有資産のうち、2020年11月30日時点において、賃貸面積がポートフォリオ全体の総賃貸面積の10％以

上を占める各テナントに対する賃貸状況は、以下のとおりです。

 

テナント名称
業種

（注1）
物件名称

契約期間

満了日

年間賃料

（百万円）

賃料比率

（％）

賃貸面積

（㎡）

面積比率

（％）

（注2）

アスト株式会社 倉庫業
北港油槽所

（底地）

非開示

（注3）

非開示

（注3）

非開示

（注3）
73,884.23 19.0

栗林運輸株式会社 港湾運送業
南港乗下船ヤード

（土地）

2036年

4月30日

非開示

（注3）

非開示

（注3）
56,237.09 14.5

サン都市建物

株式会社
貸事務所業 SOSiLA相模原

2028年

5月31日

非開示

（注3）

非開示

（注3）
52,842.34 13.6

鴻池運輸株式会社
一般貨物自動車

運送業
SOSiLA西淀川Ⅰ

非開示

（注3）

非開示

（注3）

非開示

（注3）
48,198.63 12.4

合計 － 1,860 41.2 231,162.29 59.6

（注1） 「業種」は、株式会社帝国データバンクが公表する業種の区分に従った又は賃借人が公表する区分に従った賃借人の業種を記載してい

ます。

（注2） 「面積比率」は、各主要なテナントの賃貸面積のポートフォリオ全体の総賃貸面積に対する比率であり、小数第2位を四捨五入して記載

しています。

（注3）　賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。

（注4）　上記各テナントに係る賃貸借契約の契約更改の方法、敷金・保証金等賃貸借契約の内容については、後記「⑤ 保有資産の個別の概

要」をご参照ください。

 

（リ）　保有資産に係る担保提供の状況

該当事項はありません。
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（ヌ）個別物件の損益状況

（単位：千円）

物件名称
SOSiLA横浜港北

（準共有持分80％）
SOSiLA相模原 SOSiLA春日部 SOSiLA川越

取得価格（百万円） 24,840 12,820 10,300 4,124

運用日数 183日 183日 183日 183日

（A）不動産賃貸事業収入

非開示（注1） 非開示（注2）

329,195

非開示（注2）

 賃貸事業収入 309,015

 その他賃貸事業収入 20,180

（B）不動産賃貸事業費用 129,555

 管理業務費 20,819

 水道光熱費 21,611

 公租公課 29,812

 損害保険料 1,127

 修繕費 688

 その他賃貸事業費用 264

 減価償却費 108,412 69,183 55,231 30,805

（C）不動産賃貸事業損益＝（A）－（B） 454,902 243,119 199,640 84,231

（D）NOI＝（C）＋減価償却費 563,314 312,302 254,871 115,037

（注1）開示した場合、当該物件の賃貸面積当たりの坪単価が明らかになる結果、本投資法人に、テナントとの間の賃料交渉等における不利益が

生じ、その結果、本投資法人が得られる賃貸事業収入が減少する等、本投資法人に競争上の悪影響が生じ、ひいては投資主の利益を害す

るおそれがあると本資産運用会社が判断したことから非開示としています。

（注2）賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
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物件名称 SOSiLA西淀川Ⅰ

（仮称）平塚

ラストマイル

センター

北港油槽所

（底地）

南港乗下船ヤー

ド（土地）

取得価格（百万円） 17,470 1,200 3,210 3,800

運用日数 183日 46日 183日 183日

（A）不動産賃貸事業収入

非開示（注2） 非開示（注2） 非開示（注2） 非開示（注2）

 賃貸事業収入

 その他賃貸事業収入

（B）不動産賃貸事業費用

 管理業務費

 水道光熱費

 公租公課

 損害保険料

 修繕費

 その他賃貸事業費用

 減価償却費 98,567 909 － －

（C）不動産賃貸事業損益＝（A）－（B） 369,058 5,503 82,698 96,451

（D）NOI＝（C）＋減価償却費 467,625 6,413 82,698 96,451

（注2）賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。

 

物件名称 合計

取得価格（百万円） 77,764

運用日数 －

（A）不動産賃貸事業収入 2,354,862

 賃貸事業収入 2,238,488

 その他賃貸事業収入 116,373

（B）不動産賃貸事業費用 819,256

 管理業務費 75,490

 水道光熱費 122,283

 公租公課 235,706

 損害保険料 6,075

 修繕費 5,129

 その他賃貸事業費用 11,462

 減価償却費 363,109

（C）不動産賃貸事業損益＝（A）－（B） 1,535,605

（D）NOI＝（C）＋減価償却費 1,898,714
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（ル）資本的支出の状況

a.　資本的支出の予定

該当事項はありません。

 

b.　期中の資本的支出

該当事項はありません。

 

c.　長期修繕計画のために積立てた金銭

該当事項はありません。

 

④　ポートフォリオ分散の状況

保有資産に係るポートフォリオ分散の状況は、以下のとおりです。なお、（ハ）　築年数別及び（ニ）　賃

貸借契約期間別に係る分散状況は、それぞれ保有資産のうち、物流不動産に係る分散状況を示しています。

 

（イ）　用途別投資比率（取得価格ベース）

 

用途

（注1）

比率（％）

（注2）

物流不動産 91.0

インダストリアル不動産 9.0

合計 100.0

（注1） 「用途」の詳細については、前記「2 投資方針　（1） 投資方針　③ ポートフォリオ構築方針　（イ） ポート

フォリオ構築方針の基本的な考え方及び投資基準　a. 用途分散」をご参照ください。

（注2） 「比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。このため、合計しても100.0とならない場合がありま

す。以下、本「④ ポートフォリオ分散の状況」において同じです。

 

（ロ）　エリア別投資比率（取得価格ベース）

 

保有資産はいずれも関東エリア又は関西エリアに所在しています。

 

エリア

（注）
比率（％）

関東エリア 68.5

関西エリア 31.5

合計 100.0

（注） 「エリア」の詳細については、前記「2 投資方針　（1） 投資方針　③ ポートフォリオ構築方針　（イ） ポート

フォリオ構築方針の基本的な考え方及び投資基準　b. 地域分散」をご参照ください。

 

（ハ）　築年数別投資比率（物流不動産、取得価格ベース）（注1）

 

平均築年数

（注2）
比率

3年以内 38.5

3年超 61.5

合計 100.0

（注1）　上記数値は、保有資産のうち、物流不動産のみに係る値です。

（注2） 「平均築年数」の詳細については、前記「③ その他投資資産の主要なもの　（ロ） 不動産等の概要」をご参照

ください。

 

EDINET提出書類

ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人(E35254)

有価証券報告書（内国投資証券）

 96/172



（ニ）　賃貸借契約期間別投資比率（物流不動産、年間賃料ベース）（注1）

 

平均賃貸借契約期間（注2） 比率（％）

長期（10年以上） 65.1

中期（5年以上10年未満） 34.9

短期（5年未満） 0.0

合計 100.0

（注1）　上記数値は、保有資産のうち、物流不動産のみに係る値です。

（注2） 「平均賃貸借契約期間」の詳細については、前記「③ その他投資資産の主要なもの　（ハ）　賃貸借の状況」を

ご参照ください。
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⑤　保有資産の個別の概要

保有資産の個別の概要は、以下のとおりです。

なお、以下に記載する各物件の「用途」、「特定資産の概要」及び「賃貸借の概要」の各欄の記載につい

ては、特段の記載がない限り、以下のとおりであり、2020年11月末日時点の情報に基づいて記載していま

す。

 

（イ）　「物件番号」の記載について

・ 「物件番号」は、保有資産を物流不動産（L）及びインダストリアル不動産（I）の2つに分類し、当

該分類ごとに番号を付しています。

 

（ロ）　「用途」の記載について

・ 「用途」は、本投資法人の投資方針において定められる各用途の分類に応じて記載しています。

 

（ハ）　「特定資産の概要」の記載について

・ 「取得年月日」は、各保有資産に係る売買契約に記載された取得年月日を記載しています。

・ 「取得価格」は、各保有資産に係る売買契約に記載された各保有資産の売買代金を記載しています。

なお、売買代金には、消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用は含みません。

・ 「信託受託者」は、各保有資産について、信託受託者を記載しています。

・ 「信託設定日」は、信託契約所定の信託設定日を記載しています。

・ 「信託期間満了日」は、信託契約所定の信託期間の満了日を記載しています。

・ 「土地」及び「建物」の「所有形態」は、いずれも本投資法人又は信託受託者が保有する権利の種類

を記載しています。

・ 「土地」の「所在地」は、登記簿上の建物所在地（複数ある場合にはそのうちの一所在地、底地物件

の場合には、底地上に所在する建物の登記簿上の所在地、借地権に該当しない地上権又は土地の賃借

権が付着する土地の場合には、当該土地の登記簿上の所在地）を記載しています。また、「土地」の

「敷地面積」並びに「建物」の「延床面積」、「建築時期（竣工日）」、「種類」及び「構造・階

数」は、登記簿上の記載に基づいて記載しており、現況とは一致しない場合があります。なお、「建

物」の「延床面積」は主たる建物と附属建物の延床面積の合計について、建物の「建築時期（竣工

日）」、「種類」及び「構造・階数」は附属建物を含まない主たる建物について、それぞれ記載して

います。

・ 「土地」の「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類を記載していま

す。

・ 「土地」の「建蔽率」は、用途地域等に応じて都市計画で定められる建蔽率の上限値（指定建蔽率）

を記載しています。指定建蔽率は、防火地域内の耐火建築物であることその他の理由により緩和若し

くは割増され、又は減少することがあり、実際に適用される建蔽率とは異なる場合があります。

・ 「土地」の「容積率」は、容積率の上限値（指定容積率）を記載しています。指定容積率は、敷地に

接続する道路の幅員その他の理由により緩和若しくは割増され、又は減少することがあり、実際に適

用される容積率とは異なる場合があります。

・ 「プロパティ・マネジメント会社」は、プロパティマネジメント業務を委託しているプロパティ・マ

ネジメント会社を記載しています。

・ 「テナント数」は、各保有資産について締結され賃貸を開始している各賃貸借契約（屋根及び駐車場

に係る賃貸借契約は除きます。また、パス・スルー型マスターリース契約（エンドテナントからの賃

料等を原則としてそのまま受け取る方式でのマスターリース契約をいい、現実に転貸借がなされた場

合にのみ、賃料を収受することができます。以下同じです。）が締結されている場合には、エンドテ

ナントとの賃貸借契約とします。以下、本「⑤ 保有資産の個別の概要」において同じです。）に基づ

くテナント（ただし、パス・スルー型マスターリース契約が締結されている場合には、エンドテナン

トとします。以下、本「⑤ 保有資産の個別の概要」において同じです。）数の合計を記載していま

す。ただし、保有資産につき同一のテナントが複数の賃貸借契約を締結している場合には、当該テナ

ントは1として「テナント数」を算出しています。

・ 「特記事項」は、2020年11月30日時点における各保有資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事

項のほか、各保有資産の評価額、収益性及び処分性への影響等を考慮して重要と考えられる事項に関

して記載しています。
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（ニ）　「賃貸借の概要」の記載について

・ 「賃貸借の概要」は、各保有資産について賃貸可能面積（底地物件及び借地権に該当しない地上権又

は土地の賃借権が付着する土地以外の物件については、各建物賃貸借契約に表示された賃貸面積及び

建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる空室部分の面積の合計をいい、底地物件及び借地権に該

当しない地上権又は土地の賃借権が付着する土地については、土地賃貸借契約に表示された賃貸面積

をそれぞれいいます。以下、本「⑤ 保有資産の個別の概要」において同じです。）に対する賃貸面積

（賃貸借契約に表示された賃貸面積の合計をいいます。）の比率が上位の3テナント（同順位のテナン

トがある場合には、それらのいずれも含みます。）及び当該テナントとの各賃貸借契約に関する事項

を、各賃貸借契約の内容に基づいて記載しています。

・ 「業種」は、株式会社帝国データバンクが公表する業種の区分に従った又は賃借人が公表する区分に

従った賃借人の業種を記載しています。

・ 「賃貸面積」は、当期末現在において賃貸を開始している賃貸借契約に表示された賃貸面積を記載し

ています。

・ 「面積比率」は、各保有資産の賃貸可能面積に対する賃貸面積の比率を、小数第2位を四捨五入して

記載しています。

・ 「賃貸借契約期間」は、当期末現在において賃貸を開始している賃貸借契約に規定された契約期間を

記載しています。当該契約期間は、契約書所定の賃貸借開始日から、賃貸借の終了日までの期間であ

り、本投資法人の取得時点における賃貸借契約残存期間とは異なります。なお、各保有資産のテナン

トの平均賃貸借契約残存期間については、前記「③ その他投資資産の主要なもの　（ハ） 賃貸借の

状況」をご参照ください。

・ 「年間賃料」は、当期末現在において賃貸を開始している賃貸借契約に表示された月間賃料（共益費

を含みます。）を12倍することにより年換算して算出した金額（年間賃料の定めのある場合には共益

費を含む年間賃料）の金額（複数の賃貸借契約が締結されている場合はその合計額）を、単位未満を

切り捨てて記載しています。なお、同日時点のフリーレント及びレントホリデー（特定の月の賃料の

支払を免除することをいいます。）は考慮しないものとします。

・ 「敷金・保証金」は、当期末現在において賃貸を開始している賃貸借契約に規定されている敷金・保

証金の金額を、単位未満を切り捨てて記載しています。

・ 「賃貸借形態」、「中途解約」、「賃料改定」及び「契約更改の方法」は、当期末現在において賃貸

を開始している賃貸借契約の規定に基づいて記載しています。
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物件番号 L-01 物件名
SOSiLA横浜港北

（準共有持分80％）
用途 物流不動産

特定資産の概要

特定資産の種類 不動産信託受益権

（準共有持分80％）

信託受益

権の概要

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得年月日 2019年12月10日 信託設定日 （土地）

2015年9月29日

（建物：追加信託）

2019年12月10日

取得価格 24,840百万円（注1）

 

信託期間満了日 （土地）

2029年12月31日

（建物）

2029年12月31日

土地 所有形態 所有権 建物 所有形態 所有権

所在地 神奈川県横浜市緑区

上山一丁目162番地1

延床面積 83,782.32㎡

（67,025.85㎡）（注2）

敷地面積 39,041.22㎡（注3） 建築時期

（竣工日）

2017年9月21日

用途地域 工業地域 種類 倉庫

建蔽率 60％ 構造・階数 鉄筋コンクリート・鉄骨造

合金メッキ鋼板ぶき4階建容積率 200％

プロパティ・マネジメント会

社

住商ビルマネージメント

株式会社

テナント数 6

 

特記事項：

・本投資法人は、本物件の取得に伴い、本投資法人80％、住友商事20％の割合で不動産信託受益権を準共有しており、

住友商事と信託受託者である三井住友信託銀行株式会社との間で不動産信託受益権準共有者間協定書が締結されてい

ます。当該不動産信託受益権準共有者間協定書には以下の内容が規定されています。

①本物件にかかる意思形成に関し、信託不動産の処分や担保権設定、賃貸借契約の締結等、一定の重要事項については

準共有者全員の合意が必要とされています。

②準共有者は、準共有持分を処分する場合には、第三者に優先して事前に他の準共有者との間で譲渡交渉を行うものと

し、譲渡価格について協議することとされています。また、当該準共有者が、かかる優先交渉の後、第三者との間で

準共有持分の譲渡について合意した場合には、他の準共有者に対して、譲渡予定価格その他の条件を通知するものと

し、当該他の準共有者は、当該譲渡予定価格で当該準共有持分を譲り受けることができることとされています。

③準共有者が不動産信託受益権準共有者間協定書又は本物件に係る信託契約上の義務を履行しない場合には、他の準共

有者は当該義務を履行しない準共有者に対してその保有する準共有持分の全部又は一部を譲渡するよう請求すること

ができることとされています。
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賃貸借の概要

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

イオングローバ

ルSCM株式会社

他運輸付帯

サービス業

39,908.09㎡

（注4）
51.4％

非開示

（注5）

非開示

（注5）

非開示

（注5）

賃貸借形態：定期建物賃貸借契約

中途解約：非開示（注5）

賃料改定：非開示（注5）

契約更改の方法：定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

アサヒロジス

ティクス

株式会社

一般貨物自動車

運送業

18,805.00㎡

（注4）
24.2％

非開示

（注5）

非開示

（注5）

非開示

（注5）

賃貸借形態：定期建物賃貸借契約

中途解約：非開示（注5）

賃料改定：非開示（注5）

契約更改の方法：定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

ヤマト運輸

株式会社

一般貨物自動車

運送業

9,538.85㎡

（注4）
12.3％

非開示

（注5）

非開示

（注5）

非開示

（注5）

賃貸借形態：定期建物賃貸借契約

中途解約：非開示（注5）

賃料改定：非開示（注5）

契約更改の方法：定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

（注1） SOSiLA横浜港北（準共有持分80％）に係る取得価格については、当該物件の準共有持分割合（80％）に相当する数値を用いています。

（注2） SOSiLA横浜港北（準共有持分80％）に係る延床面積については、括弧内に当該物件の準共有持分割合（80％）に相当する数値を、小数

第3位以下を切り捨てて記載しています。

（注3） 本投資法人は不動産信託受益権の準共有持分のうち80％を保有していますが、敷地面積については、当該物件全体に相当する数値を記

載しています。

（注4） 本投資法人は不動産信託受益権の準共有持分のうち80％を保有していますが、賃貸面積については、当該物件全体に相当する数値を記

載しています。

（注5） 賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
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物件番号 L-02 物件名 SOSiLA相模原 用途 物流不動産

特定資産の概要

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受益

権の概要

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得年月日 2019年12月10日 信託設定日 （土地）

2016年3月31日

（建物）

2019年3月25日

取得価格 12,820百万円 信託期間満了日 （土地）

2029年12月31日

（建物）

2029年12月31日

土地 所有形態 所有権 建物 所有形態 所有権

所在地 神奈川県相模原市中央区

田名字黄金山4171番地

延床面積 53,412.93㎡

敷地面積 28,576.44㎡ 建築時期

（竣工日）

2018年5月11日

用途地域 準工業地域 種類 倉庫・事務所

建蔽率 60％ 構造・階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

4階建容積率 200％

プロパティ・マネジメント会

社

住商ビルマネージメント

株式会社

テナント数 1

特記事項：

・該当事項はありません。

 

賃貸借の概要

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

サン都市建物

株式会社
貸事務所業 52,842.34㎡ 100.0％ 10.0年

非開示

（注）

非開示

（注）

賃貸借形態：定期建物賃貸借契約

中途解約：非開示（注）

賃料改定：非開示（注）

契約更改の方法：定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

（注） 賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
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物件番号 L-03 物件名 SOSiLA春日部 用途 物流不動産

特定資産の概要

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受益

権の概要

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得年月日 2019年12月10日 信託設定日 （土地）

2019年3月29日

（建物）

2019年12月10日

取得価格 10,300百万円 信託期間満了日 （土地）

2029年12月31日

（建物）

2029年12月31日

土地 所有形態 所有権 建物 所有形態 所有権

所在地 埼玉県春日部市下柳字香取前

1584番地1

延床面積 48,420.86㎡

敷地面積 24,394.93㎡ 建築時期

（竣工日）

2019年3月8日

用途地域 市街化調整区域 種類 倉庫

建蔽率 60％ 構造・階数 鉄筋コンクリート・鉄骨造

合金メッキ鋼板ぶき4階建容積率 200％

プロパティ・マネジメント会

社

住商ビルマネージメント

株式会社

テナント数 3

特記事項：

・該当事項はありません。
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賃貸借の概要

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

ヤマトロジス

ティクス

株式会社

物流サービス業 23,551.41㎡ 49.2％
非開示

（注）

非開示

（注）

非開示

（注）

賃貸借形態：定期建物賃貸借契約

中途解約：非開示（注）

賃料改定：非開示（注）

契約更改の方法：定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

株式会社ベク

ターロジス

ティクス

一般貨物自動車

運送業
16,256.49㎡ 34.0％

非開示

（注）

非開示

（注）
98百万円

賃貸借形態：定期建物賃貸借契約

中途解約：本契約は中途解約することはできないものとされています。ただし、賃借人が本契約解約日から賃貸借期間

満了日までの賃料及び共益費に相当する額を違約金として賃貸人に一括して支払った上で、本契約の解約により賃貸人

が被った一切の損害を賠償する場合で、かつ当該解約についての賃貸人の合意がある場合に限り、賃借人は本契約を解

約できるものとされています。

賃料改定：賃貸人及び賃借人は、賃貸借期間中、賃料の改定を行わないものとされています。ただし、経済情勢、周辺

の賃料相場、本物件の所有にかかる公租公課、若しくは火災保険料等に著しい変動があった場合、賃貸人から賃借人に

対して賃料の改定の協議を申し入れることができ、合意に至った場合には賃料の額を直ちに変更することができるもの

とされています（ただし、本契約締結時の賃料を下限とするとされています。）。

契約更改の方法：定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

株式会社

サンファミリー

一般貨物自動車

運送業
8,020.00㎡ 16.8％

非開示

（注）

非開示

（注）
48百万円

賃貸借形態：定期建物賃貸借契約

中途解約：本契約は中途解約することはできないものとされています。ただし、賃借人が本契約解約日から賃貸借期間

満了日までの賃料及び共益費に相当する額を違約金として賃貸人に一括して支払った上で、本契約の解約により賃貸人

が被った一切の損害を賠償する場合で、かつ当該解約についての賃貸人の合意がある場合に限り、賃借人は本契約を解

約できるものとされています。

賃料改定：賃貸人及び賃借人は、賃貸借期間中、賃料の改定を行わないものとされています。ただし、経済情勢、周辺

の賃料相場、本物件の所有にかかる公租公課、若しくは火災保険料等に著しい変動があった場合、賃貸人から賃借人に

対して賃料の改定の協議を申し入れることができ、合意に至った場合には賃料の額を直ちに変更することができるもの

とされています（ただし、本契約締結時の賃料を下限とするとされています。）。

契約更改の方法：定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

（注） 賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
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物件番号 L-04 物件名 SOSiLA川越 用途 物流不動産

特定資産の概要

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受益

権の概要

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得年月日 2019年12月10日 信託設定日 2019年12月10日

取得価格 4,124百万円 信託期間満了日 2029年12月31日

土地 所有形態 所有権 建物 所有形態 所有権

所在地 埼玉県川越市芳野台二丁目

8番地70

延床面積 21,818.73㎡

敷地面積 11,924.85㎡ 建築時期

（竣工日）

2019年1月18日

用途地域 工業専用地域 種類 倉庫・事務所

建蔽率 60％ 構造・階数 鉄骨・鉄筋コンクリート造

合金メッキ鋼板ぶき4階建
容積率 200％

プロパティ・マネジメント会

社

住商ビルマネージメント

株式会社

テナント数 2

特記事項：

・本土地において、土壌汚染（ふっ素の指定基準値超過）が確認されており、土壌汚染対策法第11条第１項に定める形

質変更時要届出区域に指定されています。本投資法人は、株式会社アースアプレイザルに対して土壌汚染リスク調査

を委託しており、「有害物質の摂取経路がなく、現時点では汚染除去等の措置が不要であり、健康被害が生じるおそ

れがないと行政が判断しており、また対象土地の現況利用において井戸水の使用はなく、対象土地は建物、アスファ

ルト、コンクリート、タイル、植栽等により被覆されているため、現況の土地利用に支障が生じる可能性は少なく、

更に人体への健康被害が生じる可能性は少ないと考えられる。」旨の意見を得ています。

 

賃貸借の概要

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

株式会社

ハマキョウ

レックス

物流センター

事業
10,713.44㎡ 50.5％

非開示

（注）

非開示

（注）

非開示

（注）

賃貸借形態：定期建物賃貸借契約

中途解約：非開示（注）

賃料改定：非開示（注）

契約更改の方法：定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

日本通運

株式会社

一般貨物自動車

運送業
10,498.12㎡ 49.5％ 9.9年

非開示

（注）

非開示

（注）

賃貸借形態：定期建物賃貸借契約

中途解約：非開示（注）

賃料改定：非開示（注）

契約更改の方法：定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

（注） 賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
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物件番号 L-05 物件名 SOSiLA西淀川Ⅰ 用途 物流不動産

特定資産の概要

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受益

権の概要

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行

株式会社

取得年月日 2019年12月10日 信託設定日 （土地）

2013年10月21日

（建物）

2017年10月2日

取得価格 17,470百万円 信託期間満了日 （土地）

2029年12月31日

（建物）

2029年12月31日

土地 所有形態 所有権 建物 所有形態 所有権

所在地 大阪府大阪市西淀川区

中島二丁目13番地5

延床面積 71,416.86㎡

敷地面積 38,024.00㎡ 建築時期

（竣工日）

2016年6月30日

用途地域 工業専用地域 種類 倉庫・事務所

建蔽率 60％（注1） 構造・階数 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

4階建
容積率 200％

プロパティ・マネジメント会

社

住商ビルマネージメント

株式会社

テナント数 2

特記事項：

・該当事項はありません。
 
 

賃貸借の概要

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

鴻池運輸

株式会社

一般貨物自動車

運送業
48,198.63㎡ 67.9％

非開示

（注2）

非開示

（注2）

非開示

（注2）

賃貸借形態：定期建物賃貸借契約

中途解約：非開示（注2）

賃料改定：非開示（注2）

契約更改の方法：定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

トナミ運輸

株式会社

一般貨物自動車

運送業
22,761.00㎡ 32.1％

非開示

（注2）

非開示

（注2）

非開示

（注2）

賃貸借形態：定期建物賃貸借契約

中途解約：非開示（注2）

賃料改定：非開示（注2）

契約更改の方法：定期建物賃貸借契約のため、該当事項はありません。

（注1） 本物件の指定建蔽率は本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。

（注2） 賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
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物件番号 L-06 物件名
（仮称）平塚ラストマイルセ

ンター
用途 物流不動産

特定資産の概要

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受益

権の概要

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得年月日 2020年10月16日 信託設定日 2020年10月16日

取得価格 1,200百万円 信託期間満了日 2030年10月31日

土地 所有形態 所有権 建物 所有形態 所有権

所在地 神奈川県平塚市東豊田字散田

603番地12

延床面積 1,628.08㎡

敷地面積 8,000.04㎡ 建築時期

（竣工日）

2003年4月30日

用途地域 工業専用地域 種類 事務所・倉庫・荷捌場

建蔽率 60％ 構造・階数 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2

階建
容積率 200％

プロパティ・マネジメント会

社

株式会社東急コミュニティー テナント数 1

特記事項：

・該当事項はありません。

 

賃貸借の概要

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

佐川急便

株式会社

一般貨物自動車

運送業
2,860.68㎡ 100.0％ 15.0年

非開示

（注）

非開示

（注）

賃貸借形態：非開示（注）

中途解約：非開示（注）

賃料改定：非開示（注）

契約更改の方法：非開示（注）

（注） 賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
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物件番号 I-01 物件名 北港油槽所（底地） 用途 インダストリアル不動産

特定資産の概要

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受益

権の概要

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行

株式会社

取得年月日 2019年12月10日 信託設定日 2019年4月3日

取得価格 3,210百万円 信託期間満了日 2029年12月31日

土地 所有形態 所有権 建物 所有形態 －

所在地 大阪府大阪市此花区

北港二丁目5番地1

延床面積 －

敷地面積 76,255.99㎡（注） 建築時期

（竣工日）

－

用途地域 工業専用地域 種類 －

建蔽率 60％ 構造・階数 －

容積率 200％

プロパティ・マネジメント会

社

住商建物株式会社 テナント数 1

特記事項：

・本土地の一部（69㎡）について、大阪市のために、大阪港改修事業北港北地区橋梁の建設及び管理を目的とする地上

権が設定されています。

・本土地は、大阪市から占用許可又は使用承認を得た通路を介して公道に接道しています。

・本土地においては、土壌汚染（1,2-ジクロロベンゼン及びテトラクロロエチレン等の基準不適合）が確認されていま

す。本投資法人は、株式会社アースアプレイザルに対して土壌汚染リスク調査を委託しており、「本土地では地下水

の飲用がないこと、本土地の大部分がコンクリートやアスファルトにより被覆又は芝生等で植栽されていること、ま

た裸地の部分も見られるが、敷地内には人の立ち入りが制限されていることから、本土地において健康被害が生じる

リスクは低いと考える。」旨の意見を得ています。

・本物件の賃貸借契約においては、賃貸人が本物件を譲渡する際には、他の第三者に優先して賃借人に本物件の買い取

りの意向を打診し、賃借人がこれに応じて双方の条件が合致したときには、賃借人に本物件を譲渡するものとされて

います。

（注） 私道負担部分（2,124.99㎡）を含みます。

 
 

賃貸借の概要

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

アスト株式会社 倉庫業 73,884.23㎡ 100.0％
非開示

（注）

非開示

（注）

非開示

（注）

賃貸借形態：事業用定期借地権設定契約

中途解約：原則として、賃貸借期間中に本契約を解約することはできません。

賃料改定：非開示（注）

契約更改の方法：事業用定期借地権設定契約のため、該当事項はありません。

（注） 賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
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物件番号 I-02 物件名 南港乗下船ヤード（土地） 用途 インダストリアル不動産

特定資産の概要

特定資産の種類 不動産信託受益権 信託受益

権の概要

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得年月日 2019年12月10日 信託設定日 2016年10月27日

取得価格 3,800百万円 信託期間満了日 2029年12月31日

土地 所有形態 所有権 建物 所有形態 －

所在地 大阪府大阪市住之江区南港南

四丁目1番15

延床面積 －

敷地面積 56,237.09㎡ 建築時期

（竣工日）

－

用途地域 準工業地域 種類 －

建蔽率 60％ 構造・階数 －

容積率 300％

プロパティ・マネジメント会

社

住商建物株式会社 テナント数 1

特記事項：

・該当事項はありません。

 

賃貸借の概要

テナント名 業種 賃貸面積 面積比率 賃貸借契約期間 年間賃料 敷金・保証金

栗林運輸

株式会社
港湾運送業 56,237.09㎡ 100.0％ 20.0年

非開示

（注）

非開示

（注）

賃貸借形態：土地賃貸借契約

中途解約：原則として、賃貸借期間中に本契約を中途解約することはできないものとされています。ただし、解約予定

日の1年前までに書面をもって賃貸人に通知した上で、解約予定日の翌日から賃貸借期間の末日までの賃料相当額を賃

貸人に一括して支払う場合には、賃借人は、賃貸借期間中に本契約を中途解約することができるものとされています。

賃料改定：法令の制定又は改廃により、土地に対する租税その他の公課の増加により、土地の価格の上昇その他の経済

事情及び金融情勢の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、賃貸人は賃料の増額

を請求することができるものとされています。

契約更改の方法：該当事項はありません。

（注） 賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
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（3）【運用実績】

①【純資産等の推移】

年月日
総資産額
（百万円）

純資産総額
（百万円）

1口当たり純資産額
（円）

2019年6月26日

（設立時）
300 300 100,000

2020年5月31日

（第1期計算期間末）

87,625

（86,508）

52,136

（51,018）

101,363

（99,190）

2020年11月30日

（第2期計算期間末）

84,498

（83,269）

52,139

（50,910）

101,369

（98,979）

（注1） 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。

（注2） 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末におけ

る推移は記載していません。

（注3） 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。

 

　本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2019年12月10日付にて上場されており、同所における

市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・

最低投資口価格

（注）

期 第1期 第2期

決算年月 2020年5月 2020年11月

最高（円） 132,500 155,400

最低（円） 83,000 122,000

 

月別最高・最低投資

口価格（注）

月別 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月

最高（円） 133,100 150,700 155,400 140,700 141,600 138,900

最低（円） 122,200 131,800 138,500 132,000 131,200 122,000

（注）最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
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②【分配の推移】

計算期間
分配総額
（百万円）

  
1口当たり
分配金
（円）

  

うち利益
分配金総額
（百万円）

うち利益
超過分配金総

額
（百万円）

うち1口当たり
利益分配金
（円）

うち1口当たり
利益超過分配

金
（円）

第1期
自　2019年6月26日

至　2020年5月31日
1,117 1,010 106 2,173 1,965 208

第2期
自　2020年 6月 1日

至　2020年11月30日
1,229 1,120 108 2,390 2,179 211

 

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

計算期間
自己資本利益率（％）

（注1）
年換算値（％）

（注2）

第1期 自　2019年6月26日　至　2020年 5月31日 2.0 4.2

第2期 自　2020年6月 1日　至　2020年11月30日 2.1 4.3

（注1）自己資本利益率＝当期純利益／{（期首純資産額＋期末純資産額）÷2}×100

（注2）第1期計算期間における年換算の数値は、当該計算期間である2019年6月26日から2020年5月31日までの日数に基づいて年換算した値を記

載しています。
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第二部【投資法人の詳細情報】

第1【投資法人の追加情報】

1【投資法人の沿革】

2019年6月18日  設立企画人（本資産運用会社）による投信法第69条第1項に基づく本投資法人の設立に

係る届出

2019年6月26日  投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立

2019年7月12日  投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請

2019年8月6日  内閣総理大臣による投信法第189条に基づく本投資法人の登録の実施

（登録番号　関東財務局長　第144号）

2019年10月18日

2019年12月10日

 第1回投資主総会（規約の変更）

東京証券取引所に上場
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2【役員の状況】

  （本書の日付現在）
 

役職名 氏名 主要略歴（会社名等当時）

所有
投資
口数
（口）

執行役員 矢野　正明 1990年4月 住友商事株式会社　建設不動産本部　ビル事業部

－

  1994年10月 同社　建設不動産本部　海外不動産事業部

  1995年9月 同社　建設不動産本部（ジャカルタ駐在）

P.T.SUMMITMAS PROPERTY事務従事

  1999年5月 同社　建設不動産本部　ビル事業部

  2003年4月 同社　建設不動産本部　ビル事業部長付（東京）

兼　エス・シー・プロパティーズ株式会社事務従事

  2004年6月 同社　建設不動産本部　ビル事業部長付（ニューヨーク）

  2005年9月 米州住友商事会社　SCOA生活産業グループ（ニューヨーク）

  2007年9月 米州住友商事会社事務従事　SCOA生活産業グループ（アトランタ）

兼　同社アトランタ店長

  2009年4月 北米住友商事グループ　北米生活産業グループ（アトランタ）

米州住友商事会社事務従事　同社アトランタ店長

  2010年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役投資営業部長

  2011年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役投資営業第一部長

  2013年10月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役資産運用部長

  2015年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役リート事業部長

  2017年4月 住友商事株式会社　生活資材・不動産本部　不動産戦略事業部長付

（東京）

  2019年3月 同社　生活資材・不動産本部　不動産投資開発事業部長付（東京）

兼　住商リアルティ・マネジメント株式会社社長付

  2019年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役

  2019年6月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役上場リート事業部長

（現任）

  2019年6月 本投資法人　執行役員（現任）

監督役員 堂場　学 1997年4月 住友金属工業株式会社

鹿島製鉄所 総務部 グループ事業室

－

  2002年10月 新日本監査法人 東京事務所　監査第四部

  2006年5月 公認会計士登録

  2006年7月 同法人 金融サービス部

  2015年7月 同法人 アカウンティング・ソリューション事業部　FIDS

  2017年8月 堂場公認会計士事務所 所長（現任）

  2018年3月 株式会社キッズコーポレーションホールディングス

社外監査役（非常勤）

  2019年6月 本投資法人　監督役員（現任）

監督役員 緑川　芳江 2007年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

－

  2008年1月 森・濱田松本法律事務所

  2014年9月 シンガポールAllen & Gledhill 法律事務所（出向）

  2015年1月 ニューヨーク州弁護士登録

  2016年10月 Freshfields Bruckhaus Deringer 法律事務所

  2017年10月 のぞみ総合法律事務所オブ・カウンセル

  2019年1月 三浦法律事務所パートナー（現任）

  2019年6月 株式会社アイ・ピー・エス　社外監査役（非常勤）（現任）

  2019年6月 本投資法人　監督役員（現任）

（注） 執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2019年10月18日開催の投資主総会において、2019年10月19日付で補欠執行役

員として松本展彦を選任することを決議しました。なお、松本展彦は、本書の日付現在、本投資法人の資産運用会社である住商リアル

ティ・マネジメント株式会社の取締役コーポレート本部長です。
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3【その他】

（1）役員の変更

執行役員及び監督役員は、法令又は規約に別段の定めがない限り、投資主総会の決議によって選任されます

（投信法第96条、規約第17条第1項）。ただし、役員が欠けた場合等において、関東財務局長は、必要があると

認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができます（投信法

第108条第2項、第225条第1項及び第6項）。

執行役員及び監督役員の任期は、選任後2年です。ただし、投資主総会の決議によって、法令の定める範囲内

で、その任期を短縮又は延長することを妨げません（規約第17条第2項）。また、補欠又は増員のために選任さ

れた執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とします（規約第17条第2項）。な

お、補欠の執行役員又は監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会

（当該投資主総会において執行役員又は監督役員が選任されなかった場合には、執行役員又は監督役員が選任

された直近の投資主総会）において選任された被補欠者である執行役員又は監督役員の任期が満了する時まで

とします。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げないものとします（規約第17条

第3項）。

執行役員及び監督役員の解任は、投資主総会において、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出

席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う必要があります（規約第11条第2項

第1号）。執行役員又は監督役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実が

あったにも関わらず、当該役員を解任する旨の議案が投資主総会において否決されたときは、発行済投資口の

100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、当該投資主総会の日から30日以内に、訴

えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます（投信法第104条第3項、会社法第854条

第1項第2号）。

 

（2）規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

①　規約等の重要事項の変更

後記「第3 管理及び運営　1 資産管理等の概要　(5) その他　③ 規約の変更に関する手続」をご参照くだ

さい。

 

②　事業譲渡又は事業譲受

該当事項はありません。

 

③　出資の状況その他の重要事項

本投資法人は、2020年12月に新投資口の発行を行いました。出資の状況については、前記「第一部ファンド

情報　第1　ファンドの状況　1　投資法人の概況　(5)投資法人の出資総額」をご参照ください。

 

（3）訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

本書の日付現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

 

EDINET提出書類

ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人(E35254)

有価証券報告書（内国投資証券）

114/172



第2【手続等】

1【申込（販売）手続等】

該当事項はありません。

 

2【買戻し手続等】

本投資口は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません（規約第8条第1

項）。ただし、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとし

ています（規約第8条第2項）。

本投資口は、東京証券取引所に上場されており、同金融商品取引所を通じて売買することが可能です。また、同

金融商品取引所外で本投資口を譲渡することも可能です。
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第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①　本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「（4） 計算期間」記載の決算期毎に、以下

の算式にて算出します。

　　　1口当たり純資産額＝（総資産の資産評価額－負債総額）÷発行済投資口の総口数

 

②　本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投信法、投資法人の計算に関する規則、投信協会が定める不動産

投資信託及び不動産投資法人に関する規則その他の法令諸規則並びに一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準その他の企業会計の慣行に従い、次のとおり運用資産の種類毎に定めます（規約第33条）。

（イ）　不動産、不動産の賃借権及び地上権（規約第29条第1項第1号①乃至④に定めるもの）

取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建

物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。ただし、設備等については、正当な事由に

より定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる

場合に限り、他の算定方法に変更することができるものとします。

 

（ロ）　不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権又は外国の法令に準拠して組成されたこ

れと同様の性質を有する資産（規約第29条第1項第1号⑤又は⑨に定めるもの）

信託財産が前（イ）に掲げる資産の場合は前（イ）に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当

該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。

 

（ハ）　不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益

権又は外国の法令に準拠して組成されたこれと同様の性質を有する資産（規約第29条第１項第1号⑥又

は⑨に定めるもの）

信託財産の構成資産が前（イ）に掲げる資産の場合は、前（イ）に従った評価を行い、金融資産の場合

は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額

を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。

 

（ニ）　不動産に関する匿名組合出資持分又は外国の法令に準拠して組成されたこれと同様の性質を有する資

産（規約第29条第1項第1号⑦又は⑨に定めるもの）

匿名組合出資持分の構成資産が前（イ）乃至（ハ）に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に

従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った

上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします。

 

（ホ）　信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする

金銭の信託の受益権又は外国の法令に準拠して組成されたこれと同様の性質を有する資産（規約第29条

第1項第1号⑧又は⑨に定めるもの）

信託財産である匿名組合出資持分について前（ニ）に従った評価を行った上で、これらの合計額から負

債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。

 

（へ）　有価証券（規約第29条第1項第1号⑩、第29条第1項第2号、第2項第1号③乃至⑦、⑨、⑩、⑫、⑬及び

⑯に定めるもの）

当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額（金融商品取引所における取引価格、

日本証券業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで

成立する取引価格をいいます。以下同じです。）を用いるものとします。市場価格がない場合には、合理

的な方法により算定された価額により評価するものとします。また、付すべき市場価格及び合理的に算定

された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様の方法により入手するものとします。市場価格

及び合理的に算定された価格のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものと

します。
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（ト）　金銭債権（規約第29条第2項第1号⑪及び⑭に定めるもの）

取得価額から、貸倒引当金を控除した価額とします。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価

額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却

原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額とします。

 

（チ）　信託財産を主として第29条第2項第1号①乃至⑭に掲げる資産に対する投資として運用することを目的

とする金銭の信託の受益権（規約第29条第2項第1号⑮に定めるもの）

信託財産の構成資産が前（へ）又は（ト）の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの

合計額をもって評価します。

 

（リ）　デリバティブ取引に係る権利（規約第29条第2項第2号に定めるもの）

a.　金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務

当該金融商品取引所の最終価格（終値、終値がなければ気配値（公表された売り気配の最安値又は買い

気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値））に基づき算出した価額により評

価します。なお、同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格に基づき算出した

価額により評価します。

 

b.　金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務

市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額により評価します。なお、公正な評価

額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。

 

c.　一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会

計が適用できるものとします。また、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件

を充足するものについては、前記a.及びb.にかかわらず金利スワップの特例処理を適用できるものとしま

す。

 

（ヌ）　その他

上記（イ）から（リ）までに定めがない場合には、投信法、投資法人の計算に関する規則、投信協会の

評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準により付されるべ

き評価額をもって評価します。

 

③　資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価する

ものとします（規約第33条第2項）。

（イ）　不動産、不動産の賃借権及び地上権

原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額

 

（ロ）　不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分

信託財産又は匿名組合の構成資産が前記(イ)に掲げる資産の場合は前記(イ)に従った評価を、金融資産

の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債

の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額

 

④　資産評価の基準日は、各決算期（毎年5月末日及び11月末日）とします。ただし、規約第29条第1項第2号又

は第2項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末日とします（規

約第33条第3項）。

 

⑤　1口当たりの純資産額については、本投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています（投資

法人計算規則第58条、第68条）。本投資法人は、各営業期間（毎年6月1日から11月末日まで及び12月1日から

翌年5月末日まで）に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書を含みます。）、資産運用報告及び金銭の分配

に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し（投信法第129条）、役員会により承認された場合、遅滞な

く投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供します

（投信法第131条第2項から第5項まで、投資法人計算規則第81条）。また、1口当たりの純資産額は、金融商品

取引法に基づいて決算期後3か月以内に提出される有価証券報告書にも記載されます。

投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することがで

きます。
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⑥　投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

住商リアルティ・マネジメント株式会社

東京都中央区京橋一丁目17番10号

住友商事京橋ビル9階

電話番号　03-4346-0579

 

（2）【保管】

本投資口は、振替投資口であるため、本(2)について該当事項はありません。ただし、投資主は、保管振替機構

が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承

継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に

対し、投資証券の発行を請求することができます（振替法第227条第2項）。この場合、投資主は証券会社等と保

護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。

 

（3）【存続期間】

本投資法人には存続期間の定めはありません。

 

（4）【計算期間】

本投資法人の営業期間は、毎年6月1日から11月末日まで及び12月1日から翌年5月末日までとします（規約第35

条本文）。ただし、設立当初の第1期営業期間は、本投資法人の設立の日である2019年6月26日から2020年5月末日

までとします（規約第35条ただし書）。

 

（5）【その他】

①　増減資に関する制限

（イ）　最低純資産額

本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします（規約第7条）。

 

（ロ）　投資口の追加発行

本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数

の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことがで

きます。募集投資口（当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口

をいいます。）1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役

員会で承認した金額とします（規約第5条第1項及び第3項）。

 

（ハ）　国内における募集

本投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分

の50を超えるものとします（規約第5条第2項）。

 

②　解散条件

本投資法人における解散事由は、以下のとおりです（投信法第143条）。

（イ）　投資主総会の決議

（ロ）　合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。）

（ハ）　破産手続開始の決定

（ニ）　解散を命ずる裁判

（ホ）　投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し

 

③　規約の変更に関する手続

規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席

した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって可決される必要があります（投信法第93条の2第2

項、第140条）。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権

利　（1） 投資主総会における議決権」をご参照ください。

投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨

が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更

に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、

変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示さ

れます。
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④　関係法人との契約の更改等に関する手続

本投資法人（スポンサーサポート契約については本資産運用会社）と各関係法人との間で締結されている契

約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。

（イ）　本資産運用会社：住商リアルティ・マネジメント株式会社

資産運用委託契約（以下、下記表において「本契約」といいます。）

期間 本契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を

生ずるものとし、その契約期間は定めないものとします。

更新 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。

解約 ⅰ.　本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資

主総会の決議を経たうえで、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより

直ちに本契約を解約することができます。

ⅱ.　本資産運用会社は、本投資法人に対し、6か月前までに書面をもって解約の予告を

し、本投資法人の同意を得た上で、本契約を解約することができます。ただし、本投資

法人が本ⅱ.の同意を与えるためには、投資主総会の承認又はこれに代わる内閣総理大

臣の許可を必要とします。

ⅲ.　本投資法人は、本資産運用会社に対し、6か月前までに書面をもって解約の予告を

し、本投資法人の投資主総会の承認を得た上で、本契約を解約することができます。

ⅳ.　前記ⅰ.及びⅲ.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事

由のいずれかに該当する場合、役員会の決議により本契約を解約することができます。

（ⅰ）　本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき

（ⅱ）　前記（ⅰ）に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託するこ

とに堪えない重大な事由があるとき

ⅴ.　前記i.、iii.及びiv.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定

める事由のいずれかに該当する場合、本契約を解約することができます。

（ⅰ）　投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき

（ⅱ）　投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき

（ⅲ）　解散したとき

ⅵ.　前記ⅰ.乃至ⅴ.の規定に基づく解約がなされたときは、本投資法人は、解約日の後、

直ちに、解約日までに相当する委託業務報酬額を本資産運用会社に支払うものとしま

す。

ⅶ.　前記ⅰ.乃至ⅴ.の規定に基づく解約がなされたときは、本資産運用会社は、委託業務

の引継ぎに必要な事務を行う等、本契約終了後の事務の移行に関して協力する義務を負

うものとします。

ⅷ.　前記ⅰ.乃至ⅴ.の規定に基づく解約がなされたときは、本資産運用会社は、本投資法

人に代わり保管していた全ての記録書類、資料等（書類上の記録、電磁的記録その他の

媒体で記録が合理的に保存されるものを含みますが、これらに限られません。）及びそ

れらを複製した場合には、その全ての複製物を、本投資法人又は本投資法人の指定する

第三者に対して引き渡すものとします。

変更等 本契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができる

ものとします。

再委託 ⅰ.　本資産運用会社は、委託業務の全部を第三者に再委託することができないものとしま

す。また、本資産運用会社は、本投資法人の事前の書面による承諾を得ることなく、委

託業務の一部を第三者に再委託することができないものとします。なお、本資産運用会

社は、本投資法人の資産の運用に係る権限の一部の再委託は行わないものとします。

ⅱ.　本資産運用会社は、前記ⅰ.に基づき委託業務の一部を第三者に再委託した場合で

も、本契約に定める義務を免れるものではなく、当該第三者による業務の遂行につい

て、当該第三者と連帯して本投資法人に対して責任を負うものとします。
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（ロ）　一般事務受託者及び資産保管会社：三井住友信託銀行株式会社

一般事務（資産保管）委託契約（以下、下記表において「本契約」といいます。）

期間 本契約の有効期間は、本契約の締結日から5年を経過した日とします。

更新 有効期間満了の6か月前までに本投資法人又は一般事務受託者（資産保管会社）のいずれか

らも書面による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自

動的に5年間延長するものとし、その後も同様とします。

解約 ⅰ.　本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。

（ⅰ）　当事者間の書面による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件

とする。この場合には本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効し

ます。

（ⅱ）　当事者のいずれか一方が本契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方当事

者が行う書面による解除の通知があった場合。この場合、当該書面で指定された日

をもって本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員会

の承認を条件とします。

（ⅲ）　当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生

手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処

分が生じたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合。この場合、当

該書面で指定された日をもって本契約は失効するものとします。

ⅱ.　本投資法人及び一般事務受託者（資産保管会社）は本契約失効後においても本契約に

基づく残存債権を相互に請求することを妨げられません。

ⅲ.　本投資法人又は一般事務受託者（資産保管会社）は、相手方が、暴力団、暴力団員、

暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者

（以下、本契約において「暴力団員等」といいます。）若しくは後記（ⅰ）の表明・確

約事項のいずれかに該当し、若しくは後記（ⅱ）の確約事項のいずれかに該当（その執

行役員、監督役員、取締役、執行役、監査役（以下、本契約において「役員等」といい

ます。）が対応する場合を含みます。）する行為をし、又は後記（ⅰ）の規定に基づく

表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続することが

不適切である場合には、何ら事前の催告なくして、相手方に対する通知をもって本契約

を直ちに解除することができます。この場合における通知は、相手方の直近の届出住所

に宛てて発送することにより、通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、

本ⅲ.による解除に伴い、解除の相手方に費用が発生し、若しくは損害が生じた場合で

あっても、本契約における他の規定にかかわらず、当該相手方は当該費用及び損害の請

求を行わないものとします。
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解約 （表明・確約）

（ⅰ）　本投資法人及び一般事務受託者（資産保管会社）は、本投資法人及び一般事務

受託者（資産保管会社）、本投資法人及び一般事務受託者（資産保管会社）の役員

等が、現在、暴力団員等に該当しないこと、及び次の（a）乃至（e）のいずれにも

該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

（a）　暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

（b）　暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

（c）　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有す

ること

（d）　暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められる関係を有すること

（e）　役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること

（ⅱ）　本投資法人及び一般事務受託者（資産保管会社）は、自ら又は第三者を利用し

て次の（a）乃至（e）に該当する行為を行わないことを確約する。

（a）　暴力的な要求行為

（b）　法的な責任を超えた不当な要求行為

（c）　取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（d）　風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手

方の業務を妨害する行為

（e）　その他前各号に準ずる行為

変更等 ⅰ.　本契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面

による合意により、これを変更することができます。この場合、本契約変更の効力は、

当該承認手続の完了時（ただし、両当事者が合意によりそれより遅い時点を効力発生時

として定めた場合は、当該時点）に生じるものとします。

ⅱ.　前記ⅰ.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等

を遵守するものとします。

 

（ハ）　投資主名簿等管理人：三井住友信託銀行株式会社

投資主名簿等管理事務委託契約（以下、下記表において「本契約」といいます。）

期間 本契約の有効期間は、本契約の締結日から5年を経過した日とします。

更新 有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれからも書面によ

る別段の申出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に5年間延長

するものとし、その後も同様とします。

解約 ⅰ.　本契約は、次に掲げる事由によって終了します。

（ⅰ）　本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、本投資法人及び投資主名簿等

管理人間の書面による解約の合意がなされたとき。この場合には、本契約は本投資

法人及び投資主名簿等管理人間の合意によって指定した日に終了します。

（ⅱ）　前記（ⅰ）の協議が調わない場合、当事者の何れか一方より他方に対してなさ

れた書面による解約の通知。この場合には、本契約はその通知到達の日から6か月以

上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。

（ⅲ）　当事者の何れか一方が本契約に違反した場合、他方からの書面による解約の通

知。この場合には、本契約はその通知到達の日から6か月以上経過後の当事者間の合

意によって指定した日に終了します。

ただし、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断される

ときは、その通知において指定した日に終了します。

（ⅳ）　以下の（a）又は（b）に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う書面による解

約の通知。この場合には、本契約はその通知において指定する日に終了します。

（a）　当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手

続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が

生じたとき。
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解約 （b）　住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投

資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。

ⅱ.　前ⅰ.の通知は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地若しくは相手方が他方当事者

に届出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみ

なします。

ⅲ.　本投資法人及び投資主名簿等管理人は、本契約終了後においても本契約に基づく残存

債権を相互に請求することを妨げません。

ⅳ.　本投資法人又は投資主名簿等管理人は、次に掲げる事由が一つでも生じた場合には、

本契約に基づく相手方に対する手数料、経費その他本契約に基づく一切の債務について

当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

（ⅰ）　前記ⅰ.（ⅳ）（a）又は（b）に定める事由が発生したとき。

（ⅱ）　本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債権について、仮差押、保全差押、

又は差押の命令、通知が発送されたとき。

ⅴ.　本投資法人又は投資主名簿等管理人は、前記ⅰ.（ⅲ）の事由が生じ、催告後もかか

る事由が解消されない場合、相手方からの請求があれば、本契約に基づく相手方に対す

る手数料、経費その他本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債

務を弁済します。

ⅵ.　期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、本投資法人が、投資主名簿等

管理人に対する債務を履行しなければならない場合には、投資主名簿等管理人は、その

債務と本投資法人の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらずいつで

も相殺し、又は、本投資法人の預金その他の債権につき、事前の通知及び所定の手続を

省略し、払戻し、解約又は処分の上、その取得金をもって債務の弁済に充当することが

できます。

ⅶ.　前記ⅵ.によって本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債務を弁済する場合、債

権債務の利息、精算金、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし

て、利率、料率は投資主名簿等管理人の定めによるものとし、また外国為替相場につい

ては投資主名簿等管理人の計算実行時の相場を適用します。

ⅷ.　本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団、暴力団員、暴

力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以

下、本契約において「暴力団員等」といいます。）若しくは後記（ⅰ）の表明・確約事

項のいずれかに該当（自社並びに自社の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査

役（以下、本契約において「役員等」といいます。）が該当する場合を含みます。）

し、若しくは後記（ⅱ）の確約事項のいずれかに該当する行為をし、又は後記（ⅰ）の

規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者（以

下、本契約において「相手方」といいます。）から書面による解約の通知を受けた場合

には、当該通知において指定された日に本契約は終了します。なお、当該通知について

は、契約の相手方の登記簿上の本店所在地若しくは相手方が他方当事者に届出た住所に

宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。

（表明・確約）

（ⅰ）　本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、現在、役員等が、暴力団員等

に該当しないこと、及び次の（a）乃至（e）のいずれにも該当しないことを表明

し、かつ将来にわたって、次の（a）乃至（e）のいずれにも該当しないことを確約

します。

（a）　暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

（b）　暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

（c）　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有す

ること

（d）　暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を

有すること
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解約 （e）　役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること

（ⅱ）　本投資法人及び投資主名簿等管理人は、自ら又は第三者を利用して次の（a）乃

至（e）に該当する行為を行わないことを確約します。

（a）　暴力的な要求行為

（b）　法的な責任を超えた不当な要求行為

（c）　取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（d）　風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手

方の業務を妨害する行為

（e）　その他前各号に準ずる行為

変更等 該当事項はありません。

 

（ニ）　スポンサー：住友商事

スポンサーサポート契約（以下、下記表において「本契約」といいます。）

サポート

の内容

ⅰ.　パイプラインサポート（優先交渉権の付与）

（ⅰ）　住友商事は、自らが保有（信託受益権等による保有を含みます。以下、本表に

おいて同じです。）し（住友商事が匿名組合出資、優先出資その他の手法により、

出資する特別目的会社が対象不動産（本投資法人の投資基準を満たす不動産又は当

該不動産に係る不動産信託受益権その他の資産をいいます。）を保有する場合を含

みます。）、住友商事の生活資材・不動産本部が所管する対象不動産（生活資材・

不動産本部の物流施設事業部が通常の業務遂行過程で情報を入手できないものを除

きます。）を売却しようとする場合、第三者に売却を申し入れる前に、本資産運用

会社に対して売却を申し入れるものとし、本資産運用会社が取得を希望する場合に

は、本資産運用会社に対して優先交渉権を付与するものとします（注）。

（注）以下の場合には、優先交渉権は付与されません。

（a）　住友商事が行政機関の要請に基づいて対象不動産を売却する場合。

（b）　住友商事が、本契約締結前に締結済の第三者との契約に基づき、当該第三者に

対して優先交渉権を付与している又は付与することを要する場合。

（c）　住友商事が本投資法人以外の特定の第三者への売却を前提に、対象不動産の開

発を開始又は取得した場合。

（d）　対象不動産の共有者等、対象不動産の優先交渉権の付与に関し利害関係を有す

る関係者から、優先交渉権の付与について同意が得られない場合。

（e）　その他、対象不動産に関して優先交渉権を付与することができないことについ

てやむを得ない事情が存在する場合。

（ⅱ）　本契約に基づく、優先交渉権の付与及びその後の交渉等に係る詳細フローは以

下のとおりです。

（a）　住友商事は本資産運用会社に対し、対象不動産について売却する意向である旨

を通知します。

（b）　上記（a）に定める通知を受けた場合、本資産運用会社は、通知を受けた日

（当日を含みます。）から10営業日が経過するまでに、住友商事に対し、取得の意

向である旨を通知するものとします。

（ⅲ）　住友商事は、上記（ii）（a）の通知を受けた日（当日を含みます。）から20営

業日が経過するまでの期間（以下、本表において「条件協議期間」といいます。）

中、当該対象不動産の売却に関し、本資産運用会社と誠実に協議を行うものとし、

本資産運用会社以外の第三者と売却に向けた協議を行わないものとします。

（ⅳ）　条件協議期間を経過しても上記（ⅲ）に定める協議が合意に至らない場合で、

住友商事が引き続き協議を行うことを希望する場合、条件協議期間を延長すること

ができます。

（ⅴ）　条件協議期間（上記（ⅳ）に基づく延長後の条件協議期間を含みます。）を経

過しても上記（ⅲ）に定める協議が合意に至らない場合には、住友商事は、第三者

に対して対象不動産を売却することができます。
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サポート

の内容

ⅱ.　売却情報の優先提供

住友商事の生活資材・不動産本部は、住友商事以外の第三者が保有する既開発の物流

不動産に係る売却情報（対象不動産の売却に関する情報をいいます。）を取得した場

合、当該情報を、本資産運用会社に対し、第三者に優先して提供するよう努力する義務

を負います。

 

ⅲ.　ウェアハウジング機能の提供

本資産運用会社は、将来における本投資法人による物件取得を実現するために、第三

者が保有又は運用する対象不動産について、本投資法人への譲渡を前提とする取得及び

保有を、住友商事に依頼することができるものとし、住友商事は、当該依頼があった場

合、本資産運用会社と誠実に協議を行うものとします。

 

ⅳ.　保有資産の再開発のための売却

（i）本資産運用会社は、相応の築年数が経過し、再開発の必要性を認めた本投資法人の

保有資産を売却しようとする場合、住友商事に対して、当該保有資産の買取りを要

請することができるものとします。

（ii）本資産運用会社は、本投資法人が保有する不動産のうち、住友商事が開発したも

の又は住友商事から取得したものを売却しようとする場合、第三者に売却を申し入

れる前に、住友商事に対して売却を申し入れるものとし、住友商事が取得を希望す

る場合には住友商事に対して優先交渉権を付与するものとします。

 

ⅴ.　賃料固定型マスターリース契約の締結

本資産運用会社は、住友商事に対し、必要に応じて、本投資法人の保有資産について

賃料固定型のマスターリース契約を締結することを検討するよう申し入れることがで

き、住友商事はかかる申入れがあった場合、当該申入れについて誠実に検討するものと

します。

 

ⅵ.　セイムボート出資

住友商事は、本投資法人の投資口に関して、以下の事項を本資産運用会社に対して表

明します。

（ⅰ）　本投資法人の投資口の東京証券取引所が開設するJ-REIT市場への上場時点にお

いて、本投資法人の発行済投資口数の5%程度を保有すること。

（ⅱ）　本投資法人が新たに投資口を発行する際に、本投資法人からの要請があった場

合は、当該投資口の一部を自らにおいて取得することを誠実に検討すること。

（ⅲ）　本投資法人の投資口を取得する場合には、取得した投資口について、当面の

間、保有するように努めること。

 

ⅶ.　人材確保に関する協力

住友商事は本資産運用会社の運営に関して必要であるとして本資産運用会社から要請

された場合に、当該要請に応じて必要とされる人材を本資産運用会社に出向させる等、

必要とされる人材の確保に合理的な範囲で最大限協力します。

 

ⅷ.　その他スポンサーサポート

住友商事は、本資産運用会社に対して、本資産運用会社の要請に応じ、以下に掲げる

サポートを行います。

（ⅰ）　物流不動産に関連する情報（物流不動産開発、テナント及び荷主等の動向）の

提供

（ⅱ）　物流不動産のバリューアップ・再開発等に関する専門的知見の提供

（ⅲ）　本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の必要な支援

（ⅳ）　投資法人が保有する不動産に関して締結されたPBM（プロパティ・マネジメン

ト／ビルマネジメント）契約における受託者の監督・指導

（ⅴ）　その他上記に付随する業務

期間 本契約の有効期間は、本契約の締結日から5年間とします。
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更新 本契約は、有効期間満了日の3か月前までにいずれかの本契約当事者が更新しない旨を文書

で通知した場合を除き、同一の内容で更に5年間有効なものとして更新されるものとし、以

後も同様とします。

解約 本契約は、住友商事、本投資法人若しくは本資産運用会社のいずれかが解散した場合、本

資産運用会社が住友商事の子会社でなくなった場合、本資産運用会社が投資運用業登録を

有する金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産を運

用する資産運用会社ではなくなった場合は、本契約の有効期間にかかわらず、当該時点に

おいて何らの通知を要することなく終了するものとします。

変更等 本契約の規定は、本契約当事者全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正するこ

とができます。

 

ロジスティクスマネジメント契約（以下、下記表において「本契約」といいます。）

サポート

の内容

本投資法人は、本投資法人が保有（信託受益権等による保有を含みます。）する本契約に

定める不動産について、以下に定めるリーシング業務及びテナントマネジメント業務を住

友商事に委託し、住友商事はこれを受託します。

ⅰ.　リーシング業務一覧

（ⅰ）新規テナント候補先への営業活動

（ⅱ）募集のための広告宣伝の実施

（ⅲ）テナント候補現地案内

（ⅳ）誘致活動（仲介業者との調整）

（ⅴ）貸室申込書取得

（ⅵ）賃貸条件の折衝窓口及び貸付伺いの作成

（ⅶ）賃貸借契約締結の取次

（ⅷ）更新折衝窓口

（ⅸ）賃貸借契約書案その他の関連文書の作成

（ⅹ）その他上記に付随する業務

ⅱ.　テナントマネジメント業務一覧

（ⅰ）テナント審査サポート

（ⅱ）募集条件の内容作成

（ⅲ）入居関連工事の取次

（ⅳ）賃料改定折衝窓口

（ⅴ）既存テナントへの訪問及び既存テナントとの面談

（ⅵ）既存テナントの拡張・縮小等のニーズの把握及び対応

（ⅶ）マーケティング資料作成、プロモーション・イベント企画開催

（ⅷ）既存テナントへの物流効率化ソリューションの提案

（ⅸ）空室発生時や既存テナントの契約期間満了を見据えてのリーシング方針及び計画

の策定

（ⅹ）その他上記に付随する業務

期間 本契約の有効期間は、本契約の締結日から5年間とします。

更新 本契約は、有効期間満了日の3か月前までにいずれかの本契約当事者が更新しない旨を文書

で通知した場合を除き、同一の内容で更に5年間有効なものとして更新されるものとし、以

後も同様とします。

解約 本契約は、住友商事、本投資法人若しくは本資産運用会社のいずれかが解散した場合、本

資産運用会社が住友商事の子会社でなくなった場合、本資産運用会社が投資運用業登録を

有する金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産を運

用する資産運用会社ではなくなった場合は、本契約の有効期間にかかわらず、当該時点に

おいて何らの通知を要することなく終了するものとします。

変更等 本契約の規定は、書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。
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商標使用許諾契約（以下、下記表において「本契約」といいます。）

契約の

内容

住友商事は本投資法人に対し、本契約の対象となる「SOSiLA」の商標（以下、本表におい

て「本件商標」といいます。）について、その指定役務及び適用法令の範囲内における通

常使用を許諾します。

期間 2019年6月26日から2029年6月25日まで（以下、本表において「使用期間」といいます。）

更新 本契約は、使用期間満了の6か月前までに、住友商事又は本投資法人から相手方への特段の

意思表示がない限り、同一の条件で2年間更新され、以後も同様とします。

解約 ⅰ.　住友商事及び本投資法人は、相手方に以下の事由が生じた場合、何らの催告なく直ち

に本契約を解除することができます。

（ⅰ）　手形又は小切手が不渡となったとき

（ⅱ）　その財産に対する差押、強制執行、競売等の申立があったとき

（ⅲ）　支払の停止があった場合、又は破産、会社更生、民事再生の各手続開始若しく

は特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申立を自ら行ったとき、若しくは

申立てられたとき

（ⅳ）　解散を決議したとき

（ⅴ）　公租公課を滞納し若しくは滞納処分を受け、又は滞納処分を受けるべき事由が

生じた場合

（ⅵ）　本契約の条項に違反した相手方が、書面による催告を受領した後1か月後以内に

かかる違反を治癒しなかった場合

ⅱ.　住友商事は、本投資法人に以下の事由が生じた場合、何らの催告なく直ちに本契約を

解除することができます。

（ⅰ）　本件商標の使用が適用法令等に違反し、住友商事が本投資法人に書面により違

反の是正を勧告した後1か月以内に当該違反が治癒されない場合

（ⅱ）　住友商事及びその連結子会社以外の特定の第三者が、本投資法人の投資ロの過

半数を直接又は間接に保有することとなった場合、その他本投資法人の支配権を住

友商事以外の特定の第三者が取得した場合

（ⅲ）　本投資法人と本資産運用会社との間の2019年6月26日付「資産運用委託契約書」

（その後の変更を含みます。）が終了した場合

（ⅳ）　住友商事が本資産運用会社の主要株主でなくなった場合等、住友商事において

本投資法人による本件商標の使用が適切でないと判断した場合

ⅲ.　住友商事及び本投資法人は、それぞれ、自己又は自己の役員（取締役、監査役、執行

役員及び監督役員をいいます。）が、（ⅰ）暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力

団員•暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋

等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者でないこと、

（ⅱ）暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布•偽計による

信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと（第三者を利

用して行う場合を含みます。）を表明し、保証する。住友商事又は本投資法人が本

（ⅰ）及び（ⅱ）に一つでも違反した場合、その相手方は、何らの催告なく直ちに本契

約を解除することができます。

変更等 該当事項はありません。

使用料 本件商標の使用料は無償とします。
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（ホ）　関係法人との契約の変更に関する開示の方法

関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合

があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは

分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報

告書により開示されます。

 

⑤　会計監査人：EY新日本有限責任監査法人

本投資法人は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。

会計監査人は、法令に別段の定めがない限り、投資主総会の決議によって選任します（規約第23条）。会計

監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までと

します。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会にお

いて再任されたものとみなします（規約第24条）。

 

⑥　公告の方法

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（規約第4条）。
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2【利害関係人との取引制限】

（1）法令に基づく制限

①　利益相反取引の制限

資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録

投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(ⅰ)有価証券の取得若しくは譲渡、(ⅱ)有価証券の貸

借、(ⅲ)不動産の取得若しくは譲渡又は(ⅳ)不動産の貸借が行われることとなるときは、当該資産運用会社

は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意

を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています（投信法第201条の2）。

また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、自己やその親法人等又は子法人等が関与する以下の行

為を禁止されています（金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法

施行令第130条第2項等）。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有

していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件

に該当する者をいい（金融商品取引法第31条の4第3項）、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の

議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と

して政令で定める要件に該当する者をいいます（金融商品取引法第31条の4第4項）。

（イ）　資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用

を行うこと（金融商品取引法第42条の2第1号）又は資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職に

ある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（業府令第130条第1項第

1号）。ただし、業府令に定めるものを除きます。

 

（ロ）　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引

業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売

買その他の取引を行うこと（金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施

行令第130条第2項）。

 

（ハ）　当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結する

ことを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りなが

ら、当該顧客との間で当該契約を締結すること（金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条

の3第3項）。

 

（ニ）　当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用

の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行う

こと（金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項）。

 

（ホ）　上記(ロ)から(ニ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与す

る行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ

せるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為（金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第

153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条）。

 

②　利益相反のおそれがある場合の書面の交付

資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の

投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特

定資産（指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本②において、以下同じです。）の売買その

他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事

項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象

とするものに限ります。）その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません（投信法第203

条第2項）。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該

資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする

ものに限ります。）その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供

することができます（投信法第203条第4項、第5条第2項）。
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③　資産の運用の制限

登録投資法人は、a.その執行役員又は監督役員、b.その資産運用会社、c.その執行役員又は監督役員の親族

（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。）、d.当該資産運用会社の取締役、会計参与（会計参

与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類

する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為（投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認めら

れる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。）を行ってはなりません（投信法第195条、第193条、

投信法施行令第116条から第118条まで）。

（イ）　有価証券の取得又は譲渡

（ロ）　有価証券の貸借

（ハ）　不動産の取得又は譲渡

（ニ）　不動産の貸借

（ホ）　宅地の造成若しくは建物の建築や再生可能エネルギー発電設備の製造若しくは設置等を自ら行うこと

に係る取引等以外の特定資産に係る取引（ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代

理又は媒介を行わせること等は認められています。）

 

④　特定資産の価格等の調査

資産運用会社は、特定資産（土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令

で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等資産」といいます。）の取得又は譲渡が行われたと

きは、当該特定資産に係る不動産資産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせ

なければならないものとされています（ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場

合は、この限りでありません。）。

また、資産運用会社は、不動産等資産以外の特定資産（指定資産を除きます。）の取得又は譲渡等の行為が

行われたときは、投資法人、その資産運用会社（その利害関係人等を含みます。）及びその資産保管会社以外

の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています

（ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。）（投信法第201

条）。

 

（2）利害関係者取引規程

本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、利害関係者取引規程を大要以下のとおり定めてい

ます。

①　利害関係者の定義

「利害関係者」とは、以下の（イ）乃至（ニ）に該当するものをいいます。

（イ）　本資産運用会社の役員及び株主

（ロ）　（イ）に該当する者の子会社及び関連会社（それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則第8条第3項に定義される子会社及び同規則第8条第5項に定義される関連会社を意味します。）

（ハ）　（イ）及び（ロ）に掲げる者のほか、本資産運用会社の利害関係人等（投信法第201条第1項に定義さ

れる利害関係人等を意味します。）

（ニ）　本資産運用会社又は（イ）乃至（ハ）のいずれかに該当する者が、①投資顧問契約、投資一任契約若

しくは資産運用委託契約に基づき投資助言又は投資運用を行っていること、②過半の出資、匿名組合出

資若しくは優先出資を行っていること、③当該者の役職員がその役員の過半数を占めていること、又は

④その他の関係を有することにより、その意思決定に重要な影響を及ぼしうると認められる特別目的会

社（特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問いません。以下、本（2）において

同じです。）

 

②　利害関係者取引の定義及び取引基準

本資産運用会社は、本投資法人と利害関係者との間で以下の（イ）乃至（ヘ）に定める取引が発生する場合

には、以下の（イ）乃至（ヘ）にそれぞれ定める基準に基づかなければなりません。

（イ）　物件の取得

利害関係者から資産を取得する場合の取得価格（不動産関連資産そのものの取得価格とし、不動産鑑定

評価額の対象となっていない税金及び取得費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、

信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。）は、鑑定評価額（調査価額を

含みます。本②において以下同じです。ただし、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に

SPC等の組成を行うなどして負担した合理的かつ適正な費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加

えた額とします。）を上限とします。

 

（ロ）　物件の譲渡
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利害関係者に資産を売却する場合の売却価格（不動産関連資産そのものの売却価格とし、税金及び売却

費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算

額等を含まないものとします。）は、鑑定評価額を下限とします。

 

（ハ）　物件の賃貸（月額賃料100万円以下の契約を除きます。）

利害関係者に対して物件を賃貸する場合、市場実勢、周辺相場及び対象の物件の標準的な賃貸条件等を

総合的に勘案して、また、利害関係のない独立した第三者による価格調査書等を取得する等、適正な水準

についての客観性を確保した上で、適正と判断される条件とします。

 

（ニ）　不動産管理業務等委託（月額委託料100万円以下の契約を除きます。）

利害関係者へ運用資産の管理を委託する場合（プロパティ・マネジメント業務及びビルマネジメント業

務の委託を含むがこれらに限られません。）、資産運用ガイドライン等所定の条件に基づき、実績、管理

の効率性を検討し、提供役務の内容、業務総量等も勘案した上で、適正と判断される条件で委託しなけれ

ばならないものとします。委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し、また、

利害関係のない独立した第三者による価格調査書等を取得する等、適正な水準についての客観性を確保し

た上で、決定するものとします。取得する物件について、利害関係者が既に不動産管理業務等を行ってい

る場合は、取得後の不動産管理業務等は当該利害関係者に委託することとしますが、条件及び委託料につ

いては、上記を勘案の上交渉、決定するものとします。

 

（ホ）　物件の売買及び賃貸の媒介の委託（1件当たり1,000万円以下の取引を除きます。）

利害関係者に物件の売買又は賃貸に係る媒介を委託する場合、支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建

物取引業法に規定する報酬の範囲内（信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準と

します。）とし、役務業務の内容等を勘案した上で、適正と判断される条件とします。

 

（ヘ）　工事等の発注（1工事又は1発注当たり1,000万円以下の取引を除きます。）

利害関係者に不動産等資産に係る工事を発注する場合、原則として利害関係者以外の第三者の複数の見

積価格を取得した上で、役務提供の内容等を比較検討した上で適正と判断される条件とします。

 

③　利害関係者取引に関する意思決定手続

（イ）　利害関係者取引を行おうとする場合、上場リート投資委員会規程その他の社内規程に定める手続に従

いコンプライアンス室長が法令等（本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、政省

令、条例、その他の命令、投信協会、一般社団法人投資顧問業協会その他の自主規制機関の諸規則、本

投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内規程並びにこれらに基づき本資産運用会社が締結した

諸契約（資産運用委託契約を含みます。）等をいいます。本③において以下同じです。）の遵守、その

他コンプライアンスに関連する問題（以下「コンプライアンス上の問題」といいます。）の有無につき

承認した後、コンプライアンス室長は、必ずコンプライアンス・リスク管理委員会を招集し、コンプラ

イアンス・リスク管理委員会においてコンプライアンス上の問題の有無を審議し、その承認を得なけれ

ばならないものとします。なお、当該取引が投信法第201条の2第1項に定める本投資法人と本資産運用

会社の利害関係人等（投信法第201条第1項に定義される利害関係人等を意味します。）との取引に該当

する場合は、上場リート投資委員会規程に定めるところ従い、上記の手続に加え、あらかじめ、本投資

法人の役員会の承認を得なければならないものとします。

 

（ロ）　利害関係者取引を担当する部署は、当該議案に係る上場リート投資委員会における審議及び決議を経

て決定された利害関係者取引の概要及びその付随関連資料を、取締役会に遅滞なく報告するものとしま

す。ただし、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締

役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
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（3）利害関係者との取引状況等

①　取引状況

該当事項はありません。

 

②　支払手数料等の金額

区分
支払手数料等

総額（A）

利害関係人等との取引内訳 総額に対する

割合（B/A）支払先 支払金額（B）

管理業務費 75,490千円

エス・シー・ビルサービス

株式会社
907千円 1.2％

住商建物株式会社 1,650千円 2.2％

住商ビルマネージメント

株式会社
72,554千円 96.1％

その他支払手数料 56,494千円 住友商事株式会社 11,415千円 20.2％

（注）「利害関係人等」とは、投信法施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等

に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等

をいいます。
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3【投資主・投資法人債権者の権利】

（1）投資主総会における議決権

①　本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています（投信法第77

条第2項第3号、第94条第1項、会社法第308条第1項本文）。投資主総会において決議される事項は、以下のと

おりです。

（イ）　執行役員、監督役員及び会計監査人の選任（ただし、設立の際選任されたものとみなされる者の選任

を除きます。）及び解任（投信法第96条、第104条、第106条）

（ロ）　資産運用会社との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意（投信法第198条第2項、第205

条、第206条第1項）

（ハ）　投資口の併合（投信法第81条の2第2項、会社法第180条第2項（第3号を除きます。））

（ニ）　投資法人の解散（投信法第143条第3号）

（ホ）　規約の変更（投信法第140条）

（ヘ）　その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項（投信法第89条）

 

②　投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下のとおりです。

（イ）　投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、投資主総会に出席した投資主の

議決権の過半数によって行います（規約第11条第1項）が、役員の解任（規約第11条第2項第1号）、本

投資法人と本資産運用会社との間の資産の運用に係る業務の委託契約の承認及び解約（規約第11条第2

項第2号及び第3号）にかかる決議、並びに、規約の変更（投信法第140条）等の投信法第93条の2第2項

に定める決議については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資

主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって、決議されなければなりません（投信法第93条の2第2

項）。

 

（ロ）　投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1人を代理人として、その議決権を行使すること

ができます（規約第12条第1項）。この場合に、投資主又は代理人は、投資主総会毎にその代理権を証

明する書面を本投資法人に提出しなければなりません（投信法第94条第1項、会社法第310条第1項及び

第2項、規約第12条第2項）。

 

（ハ）　投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます。書面による議決

権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使

書面を本投資法人に提出して行います（投信法第90条の2第2項、第92条第1項、規約第13条第1項）。

 

（ニ）　書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します（投信法第92条第2

項、規約第13条第3項）。

 

（ホ）　電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定

める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本投資法人に提供して行います（投

信法第92条の2第1項、規約第13条第2項）。

 

（ヘ）　電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します（投信法第92

条の2第3項、規約第13条第3項）。

 

（ト）　投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会

に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案がある

ときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなします（投信法第93条第1

項、規約第14条第1項）。

 

（チ）　上記(ト)の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資

主の議決権の数に算入します（投信法第93条第3項、規約第14条第2項）。

 

（リ）　2021年8月1日及び同日以後遅滞なく招集され、以後、隔年毎の8月1日及び同日以後遅滞なく招集され

る投資主総会においては、2021年5月末日及び以降、隔年毎の5月末日における最終の投資主名簿に記載

又は記録されている投資主をもって、当該投資主総会において議決権を行使することのできる投資主と

します。

　また、上記の定めにかかわらず、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い

あらかじめ公告して、一定の日における投資主名簿に記載又は記録されている投資主をもって、投資主
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総会においてその権利を行使することができる者とすることができます（投信法第77条の3第2項、規約

第15条）。

 

（2）その他の共益権

①　代表訴訟提起権（投信法第204条、第116条、第119条、会社法第847条（第2項を除きます。））

6か月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対し、書面その他投信法施行規則で定める方

法により、資産運用会社、執行役員、監督役員若しくは会計監査人、又は一般事務受託者の責任を追及する訴

えの提起を請求することができ、本投資法人が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、当該請求を

した投資主は、本投資法人のために訴えを提起することができます。

 

②　投資主総会決議取消訴権等（投信法第94条第2項、会社法第830条、第831条）

投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し、若しくは著しく不公正な

とき、決議の内容が規約に違反するとき、又は決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したこ

とによって著しく不当な決議がされたときには、決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消し

を請求することができます。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法令に違反する場合

には、それぞれ投資主総会の決議が存在しないこと又は無効であることの確認を訴えをもって請求することが

できます。

 

③　執行役員等の違法行為差止請求権（投信法第109条第5項、第153条の3第2項、会社法第360条第1項）

6か月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若

しくは規約に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投

資法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役員に対し、その行為をやめる

ことを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様です。

 

④　新投資口発行の差止請求権（投信法第84条第1項、会社法第210条）

投資主は、新投資口の発行が法令若しくは規約に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われる場合

において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、投資法人に対し、新投資口の発行をやめることを請

求することができます。

 

⑤　新投資口発行無効訴権（投信法第84条第2項、会社法第828条第1項第2号、第2項第2号）

投資主は、新投資口の発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発行の効力が生じ

た日から6か月以内に、本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。

 

⑥　投資口併合差止請求権（投信法第81条の2第2項、会社法第182条の3）

投資主は、投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあると

きは、本投資法人に対し、投資口の併合をやめることを請求することができます（投信法第81条の2第2項、会

社法第182条の3）。

 

⑦　合併差止請求権（投信法第150条、会社法第784条の2、第796条の2、第805条の2）

投資主は、本投資法人の合併が法令又は規約に違反する場合等において、投資主が不利益を受けるおそれが

あるときは、一定の場合を除き、当該投資法人に対して、当該合併をやめることを請求することができます。

 

⑧　合併無効訴権（投信法第150条、会社法第828条第1項第7号、第8号、第2項第7号、第8号）

投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、合併の効力が生じた日から6か月以内に、合併無効

の訴えを提起することができます。

 

⑨　設立無効訴権（投信法第75条第6項、会社法第828条第1項第1号、第2項第1号）

投資主は、設立手続に重大な瑕疵があった場合には、本投資法人の成立の日から2年以内に設立無効の訴え

を提起することができます。

 

⑩　投資主提案権（投信法第94条第1項、会社法第303条第2項、第305条第1項）

発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し投資

主総会の日の8週間前までに、一定の事項を投資主総会の目的とすることを請求することができ、また、投資

主総会の目的である事項につき当該投資主が提出しようとする議案の要領を招集通知に記載又は記録すること

を請求することができます。
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⑪　投資主総会招集権（投信法第90条第3項、会社法第297条第1項、第4項）

発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、投

資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して投資主総会の招集を請求することができ、請求の後遅滞な

く招集の手続が行われない場合又は請求があった日から8週間以内の日を投資主総会の日とする投資主総会の

招集の通知が発せられない場合には、内閣総理大臣の許可を得て招集することができます。

 

⑫　検査役選任請求権（投信法第94条第1項、会社法第306条第1項、投信法第110条）

発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を有する投資主は、投資主総会に係る招集の手続及び決議の方

法を調査させるため、当該投資主総会に先立ち、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立てをすることがで

きます。また、発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行に関

し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、本

投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立てをすることが

できます。

 

⑬　執行役員等解任請求権（投信法第104条第1項、第3項、会社法第854条第1項第2号）

発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6か月前から引き続き有する投資主は、執行役員又は監督役

員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにも関わらず、当該役

員を解任する旨の議案が投資主総会において否決されたときには、当該投資主総会の日から30日以内に訴えを

もって当該役員の解任を請求することができます。

 

⑭　解散請求権（投信法第143条の3）

発行済投資口の10分の1以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行において著しく困

難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるときや、本投資

法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、本投資法人の存立を危うくするときにおいて、やむを得ない事由

があるときは、訴えをもって本投資法人の解散を請求することができます。

 

（3）分配金請求権（投信法第77条第2項第1号、第137条）

本投資法人の投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に

基づき、各投資主の有する投資口の口数に応じて金銭の分配を受けることができます。

なお、本振替投資口については、本投資法人が誤って本投資法人に対抗できないものとされた振替投資口につ

いて行った金銭の分配についても、本投資法人は当該分配に係る金額の返還を求めることができません。この場

合、本投資法人は、当該分配に係る金額の限度において、投資主の振替機関等に対する損害賠償請求権を取得し

ます（振替法第228条、第149条）。

 

（4）残余財産分配請求権（投信法第77条第2項第2号、第158条）

本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分配を

受ける権利を有しています。

 

（5）払戻請求権（規約第8条第1項）

投資主は、投資口の払戻請求権を有していません。

 

（6）投資口の処分権（投信法第78条第1項から第3項まで）

投資主は投資口を自由に譲渡することができます。

本振替投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人の口

座に本振替投資口の振替（譲受人の口座における保有欄の口数を増加させることをいいます。以下同じです。）

が行われることにより、本振替投資口の譲渡を行うことができます（振替法第228条、第140条）。ただし、本振

替投資口の譲渡は、本振替投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなけ

れば、本投資法人に対抗することができません（投信法第79条第1項）。なお、投資主名簿の記載又は記録は、

総投資主通知により行われます（振替法第228条、第152条第1項）。
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（7）投資証券交付請求権（振替法第227条第1項、第2項、投信法第85条第1項）

本投資口は、振替法の適用を受ける振替投資口であり、本投資法人は、投資証券を発行することができません

（振替法第227条第1項）。ただし、投資主は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該

指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は本振替投資口が振替

機関によって取り扱われなくなった場合には、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求することができます

（振替法第227条第2項）。

 

（8）帳簿等閲覧請求権（投信法第128条の3）

投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求する

ことができます。ただし、この場合においては、当該請求の理由を明らかにして行わなければなりません。

 

（9）投資口買取請求権（投信法第149条の3、第149条の8、第149条の13）

本投資法人が合併する場合に、合併契約承認のための投資主総会に先立って合併に反対する旨を本投資法人に

通知し、かつ、当該投資主総会において合併に反対した投資主は、本投資法人に対し自己の有する投資口を公正

な価格で買い取ることを請求することができます。

 

（10）少数投資主権の行使手続（振替法第228条、第154条）

振替投資口に係る少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の記載

又は記録により判定されることになります。したがって、少数投資主権を行使しようとする投資主は、保管振替

機構が個別投資主通知を行うよう、投資主の口座を開設している口座管理機関に対して申し出ることができま

す。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後4週間が経過する日までに限り、少数投

資主権を行使することができます。
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第4【関係法人の状況】

1【資産運用会社の概況】

（1）【名称、資本金の額及び事業の内容】

①　名称

住商リアルティ・マネジメント株式会社

東京都中央区京橋一丁目17番10号

住友商事京橋ビル9階

 

②　資本金の額

本書の日付現在　　1億円

 

③　事業の内容

・不動産投資、取得、処分に係る助言・代理業

・不動産の企画・調査及び不動産市場に関する調査・分析

・不動産の管理、運営、売却及び流動化に関するコンサルティング業務

・不動産の管理の受託

・不動産の開発業務の受託

・金融商品取引業（投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業）

・宅地建物取引業

・不動産投資顧問業

・資金調達に関するコンサルティング・アレンジメント業務

・前各号に付帯関連する一切の業務

 

（イ）　会社の沿革

 

 2007年9月20日  住商リアルティ・マネジメント株式会社設立

 2007年11月30日  宅地建物取引業者としての免許取得

（東京都知事（3）第88541号）

 2008年4月10日  投資助言・代理業/第二種金融商品取引業登録

（関東財務局長（金商）第1807号）

 2014年5月1日  宅地建物取引業法の取引一任代理等の認可取得

（国土交通大臣認可第80号）

 2014年7月7日  金商法第31条第4項に基づく投資運用業の変更登録（投資法人資産運用業務開始）

（関東財務局長（金商）第1807号）

 2014年10月16日  一般社団法人投資信託協会入会

 

（ロ）　株式の総数及び資本金の額の増減

a.　発行可能株式総数（本書の日付現在）

20,000株

 

b.　発行済株式の総数（本書の日付現在）

2,000株

 

c.　最近5年間における資本金の額の増減

最近5年間における資本金の額の増減はありません。
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（ハ）経理の概況

a.最近の事業年度における資産、負債の概況

（単位：千円）

 第14期

2020年3月31日現在

総資産 3,459,419

総負債 1,272,695

純資産 2,186,724

 

b.最近の事業年度における損益の概況

（単位：千円）

 第14期

自　2019年4月1日

至　2020年3月31日

売上高 3,690,748

経常利益 2,637,718

当期純利益

（税引後）
1,819,858

 

（ニ）　その他

a.　役員の変更

本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決

権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任します。取締役の選任につい

ては、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、

他の在任取締役の残任期間と同一とし、補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期

間と同一とします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に監督

官庁へ届け出ます（金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号）。また、本資産運用会社の取締

役は、他の会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役

若しくは執行役に就任した場合（他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の

取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。）又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若

しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません（金融

商品取引法第31条の4第1項）。

 

b.　訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想さ

れる事実はありません。

 

④　関係業務の概要

本投資法人が、資産運用委託契約に基づき本資産運用会社に委託する業務の内容は、以下のとおりです。

（イ）　本投資法人の運用資産の運用に係る業務

（ロ）　本投資法人の資金調達に係る業務

（ハ）　本投資法人への報告業務

（ニ）　本投資法人の運用資産に係る運用計画の策定業務

（ホ）　その他本投資法人が随時委託する上記a.からd.までに関連し又は付随する業務（本投資法人の役員

会に出席して報告を行うことを含みます。）
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（2）【運用体制】

　本資産運用会社の運用体制については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概

況 (4) 投資法人の機構」をご参照ください。

 

（3）【大株主の状況】

  （本書の日付現在）

名称 住所
所有株式数

（株）

比率

（％）

(注)

住友商事株式会社 東京都千代田区大手町二丁目3番2号 2,000 100.00

（注） 「比率」とは、発行済株式総数に対する所有株式数の比率をいいます。
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（4）【役員の状況】

（本書の日付現在）

役職名 氏名 主要略歴

所有

株式数

（株）

代表取締役

社長

（常勤）

矢野　秀樹

1983年4月 住友商事株式会社　建設不動産本部　大阪不動産第一部（大

阪）

－

1984年5月 同社　建設不動産本部　建設不動産開発室（大阪）

1984年9月 同社　建設不動産本部　東京不動産第一部（東京）

1988年4月 同社　建設不動産本部　東京不動産開発室（東京）

1991年4月 同社　建設不動産本部　東京不動産開発室（東京）

兼　みなとみらい２１プロジェクト企画室（東京）

1992年6月 米州住友商事会社　ＳＣＯＡ不動産部（ニューヨーク）

1996年2月 同社　ＳＣＯＡ物資・不動産部門（アトランタ）

2000年11月 住友商事株式会社　建設不動産本部　東京住宅事業部長付（東

京）

2003年11月 同社　建設不動産本部　不動産企画開発部長付（東京）

2005年4月 同社　建設不動産本部　不動産戦略事業推進部長（東京）

2007年9月 同社　建設不動産本部　不動産戦略事業部長

兼　住商リアルティ・マネジメント株式会社代表取締役社長

2008年2月 住友商事株式会社　建設不動産本部　不動産戦略事業部長（東

京）

2010年4月 同社　北米住友商事グループ北米生活産業グループ長（ニュー

ヨーク）

2013年10月 同社　生活資材本部　生活資材事業推進部長(東京）

2015年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社代表取締役社長（現

任）

2015年6月 SCリアルティプライベート投資法人　執行役員

取締役

（常勤）
松本　展彦

1986年4月 住友商事株式会社　建設不動産本部　東京建設第一部（東京）

－

1995年5月 同社　建設不動産本部　大阪建設部（大阪）

1997年4月 同社　建設不動産本部　大阪建設部長付（大阪）

1999年10月 同社　建設不動産本部　大阪開発建設部長付（大阪）

2005年4月 同社　建設不動産本部　大阪住宅・都市事業部長付（大阪）

2006年3月 同社　建設不動産本部　住宅・都市事業部長付（大阪）

兼　大阪不動産建設部長付

2007年9月 同社　建設不動産本部　不動産戦略事業部長付（大阪）

兼　大阪不動産建設部長付

2008年4月 同社　建設不動産本部　不動産戦略事業部長付（大阪）

2011年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役投資運用第二部

長

2013年10月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役投資営業部長

2014年4月 住友商事株式会社　生活資材・不動産本部

不動産戦略事業部長付（大阪）

2016年4月 同社　生活資材・不動産本部　不動産戦略事業部長付（大阪）

兼　大阪不動産建設部長付

2018年4月 同社　生活資材・不動産本部　不動産投資開発事業部長付（大

阪）

2019年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役

2020年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役コーポレート本

部長（現任）
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役職名 氏名 主要略歴

所有

株式数

（株）

取締役

（常勤）
原嶋　英行

1990年4月 住友商事株式会社　投資事業本部　国内事業部（東京）

－

1993年10月 同社　建設不動産本部（東京）

1995年7月 同社　建設不動産本部　大阪住宅事業部

2003年4月 同社　建設不動産本部　大阪不動産事業部長付

2005年4月 同社　建設不動産本部　商業施設事業部長付（大阪）

2008年5月 住商リアルティ・マネジメント株式会社

2009年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社投資営業部長

2010年4月 住友商事株式会社　生活産業・建設不動産総括部長付（東京）

2013年4月 同社　メディア・生活関連総括部長付（東京）

2014年6月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役業務企画部長

2016年10月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役事業企画部長

2017年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役投資営業部長

2020年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役私募ファンド本

部長 兼 投資運用第1部長（現任）

取締役

（常勤）
矢野　正明 前記「第1　投資法人の追加情報　2　役員の状況」をご参照ください。 －

取締役

（常勤）
長田　重治

1991年4月

 

住友商事株式会社　建設不動産本部　東京不動産開発室

兼　東京ベイエリアプロジェクト企画室

－

1996年8月 同社　建設不動産本部　仙台不動産事業部（仙台）

1998年4月 同社　仙台不動産事業部（仙台） 住商エステート株式会社事務

従事（出向）

2001年4月

 

同社　仙台不動産事業部（仙台） 住商アーバン開発株式会社事

務従事（出向）

2002年10月 同社　建設不動産本部　不動産企画開発部長付（東京）

2003年6月 同社　建設不動産本部　不動産企画開発部長付（ニューヨー

ク）

米州住友商事会社におけるトレイニー

2004年7月 同社　建設不動産本部　不動産企画開発部長付（東京）

2006年6月 同社　建設不動産本部　商業施設事業部長付（東京）

2007年10月 同社　建設不動産本部　商業施設事業部参事（東京）

住商アーバン開発株式会社事務従事（出向）

2010年4月 住友商事株式会社　建設不動産本部　商業施設事業部長付（大

阪）

2016年4月 同社　生活資材・不動産本部　商業施設事業部参事（東京）

住商アーバン開発株式会社事務従事（出向）

2018年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役リート事業部長

2019年4月 SCリアルティプライベート投資法人　執行役員（現任）

2019年6月 住商リアルティ・マネジメント株式会社取締役私募リート事業

部長（現任）
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役職名 氏名 主要略歴

所有

株式数

（株）

取締役

（非常勤）
西谷　剛彦

1991年4月 住友商事株式会社　建設不動産本部　大阪不動産第一部（大

阪）

－

1994年4月 同社　建設不動産本部　大阪住宅事業部（大阪）

1996年1月 同社　建設不動産本部　大阪住宅・都市開発事業部（大阪）

1999年10月 同社　建設不動産本部　大阪住宅事業部（大阪）

2003年4月 同社　建設不動産本部　大阪不動産事業部長付（大阪）

2005年4月 同社　建設不動産本部　住宅・都市事業部長付（東京）

2007年4月 同社　建設不動産本部　住宅・都市事業部長付（東京）

兼　建設不動産本部長付

2009年11月 同社　建設不動産本部長付（東京）

2013年4月 同社　メディア・生活関連事業部門　建設不動産本部長付（東

京）

2015年4月 同社　メディア・生活関連事業部門　生活資材・不動産本部長

付（東京）

2018年4月 同社　生活・不動産事業部門　生活資材・不動産本部長付（東

京）（現任）

2019年10月 住商リアルティ・マネジメント株式会社　取締役（非常勤）

（現任）

監査役

（非常勤）
石原　進

1999年4月 住友商事株式会社　管理協力部門　管理・投資事業グループ

－

2004年7月 同社　中部ブロック 中部ブロック総括部

2009年10月 同社　コーポレート部門　フィナンシャル・リソーシズグルー

プ

2014年10月 同社　メディア・生活関連事業部門　メディア・生活関連総括

部

2016年4月 同社　コーポレート部門　リスクマネジメント第五部（現任）

2019年4月 住商リアルティ・マネジメント株式会社　監査役（非常勤）

（現任）

監査役

（非常勤）
野本　明彦

2003年4月 新日本監査法人

－

2018年11月 住友商事株式会社　メディア・生活関連経理部参事（東京）

住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社事務従事（出

向）（現任）

2019年1月 住商リアルティ・マネジメント株式会社

監査役（非常勤）（現任）
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（5）【事業の内容及び営業の概況】

①　事業の内容

　本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として登録投資法人の資産運用を行っています。

 

②　営業の概況

　本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人及びSCリアルティプライベー

ト投資法人です。

 本投資法人 SCリアルティプライベート投資法人

基本的性格 中長期にわたる安定した収益の確保と運用

資産の着実な成長を目指して資産の運用を

行うことを基本方針とし、主として、不動

産関連資産のうちその本体をなす又はその

裏付けとなる不動産が物流不動産又はイン

ダストリアル不動産であるものに投資して

運用を行います。

中長期の安定した収益の確保と運用資産の着実

な成長を図ることにより、投資主の利益の最大

化を目指して資産の運用を行うことを基本方針

とし、主としてオフィスビル、商業施設、物流

施設、住居系施設及びホテルに投資して運用を

行います。

設立年月日 2019年6月26日 2014年8月1日

純資産総額

（百万円）

（注）

52,139

（2020年11月30日時点）

97,811

（2020年12月31日時点）

1口当たりの純

資産額（円）

101,369 10,661,799

（注） 純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。

 

③　関係業務の概況

　本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務を行っています。

 

④　資本関係

　本書の日付現在、本資産運用会社は、本投資法人の投資口を保有していません。
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2【その他の関係法人の概況】

A　投資主名簿等管理人兼一般事務受託者兼資産保管会社（投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係、投信法第

117条第4号、第5号及び第6号関係並びに投信法第208条関係）

（1）名称、資本金の額及び事業の内容

①　名称

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

②　資本金の額

2020年9月30日時点　　342,037百万円

③　事業の内容

銀行法（昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。）に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の

信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。）に基づき信託業務を営

んでいます。

 

（2）関係業務の概要

①　投資主名簿等管理人としての業務

（イ）　投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務

（ロ）　投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等（以下「投資主等」といいま

す。）の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合

に関する事務

（ハ）　投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務

（ニ）　投資主等の提出する届出の受理に関する事務

（ホ）　投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返

戻履歴の管理に関する事務

（へ）　議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務

（ト）　金銭の分配（以下、本（2）において「分配金」といいます。）の計算及び支払に関する事務

（チ）　分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務

（リ）　新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務

（ヌ）　新投資口予約権の行使に関する事務

（ル）　新投資口予約権原簿への新投資口予約権者及び登録新投資口予約権質権者（以下「新投資口予約権者

等」といいます。）の新投資口予約権原簿記載事項の記録並びに新投資口予約権原簿と振替口座簿に記

録すべき振替新投資口予約権数との照合に関する事務

（ヲ）　新投資口予約権者等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務

（ワ）　投資主名簿及び新投資口予約権原簿の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務

（カ）　自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務

（ヨ）　投資口及び新投資口予約権に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資

料の作成事務

（タ）　投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行及び新投資口予約権無償割当て、並びに合併等に関

する事務等の臨時事務

（レ）　委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務

（ソ）　支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号（以下「個人番

号等」といいます。）について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務

（ツ）　本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務

（ネ）　本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経

過後の廃棄又は削除に関する事務

（ナ）　行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務

（ラ）　その他振替機関との情報の授受に関する事項

（ム）　前記（イ）乃至（ラ）に関する照会に対する応答

（ウ）　前記（イ）乃至（ム）に掲げる事項に付随する事務

 

②　一般事務受託者としての業務

（イ）　本投資法人の計算に関する事務

（ロ）　本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務

（ハ）　本投資法人の納税に関する事務
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（ニ）　本投資法人の機関（役員会及び投資主総会をいいます。）の運営に関する事務（ただし、投資主総会

関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務等の投資主名簿の作成及び備置に関する事務

を委託した一般事務受託者が行う事務を除きます。）

（ホ）　その他前記（イ）乃至（ニ）に付随関連する事務

 

③　資産保管会社

（イ）　資産保管業務

（ロ）　金銭出納管理業務

（ハ）　その他前記（イ）及び（ロ）に付随関連する業務

 

（3）資本関係

本書の日付現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。

 

B　スポンサー／本資産運用会社の親会社

（1）名称、資本金の額及び事業の内容

①　名称

住友商事株式会社

東京都千代田区大手町二丁目3番2号

②　資本金の額

2020年3月31日時点　　219,612百万円

③　事業の内容

卸売業

 

（2）関係業務の概要

本投資法人のスポンサーとして、スポンサーサポート契約に基づき、優先交渉権の提供その他のサポート業務

を提供し、ロジスティクスマネジメント契約に基づき、賃貸募集業務に係るサポート業務を提供しています。ま

た、商標使用許諾契約に基づき、本投資法人に対して「SOSiLA」の商標の使用を許諾しています。詳細について

は、前記「第3 管理及び運営　1 資産管理等の概要　（5） その他　④ 関係法人との契約の更改等に関する手

続」をご参照ください。

 

（3）資本関係

住友商事は、本資産運用会社の直接の親会社です。2020年11月30日現在、住友商事は、本投資法人の投資口の

うち24,500口（発行済投資口の総口数の4.76％）を所有しています。

 

C　特定関係法人

（1）名称、資本金の額及び事業の内容

①　名称

ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

②　資本金の額

2020年3月31日時点　　200百万円

③　事業の内容

金融サービス業

 

（2）関係業務の概要

本資産運用会社の親会社である住友商事が50％の株式を保有する三井住友ファイナンス＆リース株式会社の

100％子会社であり、2019年12月10日に本投資法人に対してSOSiLA西淀川Ⅰに係る信託受益権を譲渡しました。

 

（3）資本関係

本書の日付現在、本投資法人と特定関係法人との間には資本関係はありません。
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第5【投資法人の経理状況】
1．財務諸表の作成方法について

　本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。

その後の改正を含みます。）及び同規則第2条の規定により、「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内閣府

令第47号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成しています。

 

2．監査証明について

　本投資法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2020年6月1日から2020年11月

30日まで）の財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けています。

 

3．連結財務諸表について

　本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。
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1【財務諸表】

（1）【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前期

(2020年5月31日)
当期

(2020年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,613,347 3,912,198

信託現金及び信託預金 3,139,378 2,201,607

営業未収入金 226,188 212,299

前払費用 39,504 30,114

未収消費税等 3,334,404 －

その他 875 1,307

流動資産合計 10,353,699 6,357,528

固定資産   

有形固定資産   

信託建物 32,479,523 32,560,598

減価償却累計額 △316,952 △639,289

信託建物（純額） 32,162,571 31,921,309

信託構築物 1,715,214 1,727,798

減価償却累計額 △40,419 △81,190

信託構築物（純額） 1,674,795 1,646,607

信託土地 43,278,649 44,431,515

有形固定資産合計 77,116,015 77,999,431

無形固定資産   

ソフトウエア 8,635 7,696

無形固定資産合計 8,635 7,696

投資その他の資産   

長期前払費用 136,176 122,399

繰延税金資産 29 12

差入敷金及び保証金 10,000 10,000

信託差入敷金及び保証金 1,243 1,243

投資その他の資産合計 147,449 133,655

固定資産合計 77,272,100 78,140,783

資産合計 87,625,799 84,498,312

負債の部   

流動負債   

営業未払金 39,945 133,657

短期借入金 5,600,000 2,100,000

未払金 14,170 9,557

未払費用 277,190 305,299

未払法人税等 1,711 852

未払消費税等 － 146,495

前受金 406,502 412,673

その他 14,250 59,140

流動負債合計 6,353,771 3,167,675

固定負債   

長期借入金 27,400,000 27,400,000

信託預り敷金及び保証金 1,735,555 1,791,095

固定負債合計 29,135,555 29,191,095

負債合計 35,489,326 32,358,770
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  （単位：千円）

 
前期

(2020年5月31日)
当期

(2020年11月30日)

純資産の部   

投資主資本   

出資総額 51,125,633 51,125,633

出資総額控除額 － △106,984

出資総額（純額） 51,125,633 51,018,648

剰余金   

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 1,010,839 1,120,893

剰余金合計 1,010,839 1,120,893

投資主資本合計 52,136,472 52,139,541

純資産合計 ※ 52,136,472 ※ 52,139,541

負債純資産合計 87,625,799 84,498,312
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（2）【損益計算書】

  （単位：千円）

 
前期

自　2019年6月26日
至　2020年5月31日

当期
自　2020年 6月 1日
至　2020年11月30日

営業収益   

賃貸事業収入 ※ 2,141,765 ※ 2,238,488

その他賃貸事業収入 ※ 102,586 ※ 116,373

営業収益合計 2,244,352 2,354,862

営業費用   

賃貸事業費用 ※ 666,455 ※ 819,256

資産運用報酬 210,986 237,095

資産保管及び一般事務委託手数料 6,523 11,775

役員報酬 6,000 3,000

その他営業費用 47,776 68,035

営業費用合計 937,741 1,139,163

営業利益 1,306,610 1,215,698

営業外収益   

受取利息 10 32

還付加算金 － 5,992

営業外収益合計 10 6,024

営業外費用   

支払利息 80,887 83,321

創立費 50,450 －

投資口交付費 93,103 －

融資関連費用 69,656 16,776

営業外費用合計 294,097 100,097

経常利益 1,012,523 1,121,625

税引前当期純利益 1,012,523 1,121,625

法人税、住民税及び事業税 1,713 856

法人税等調整額 △29 17

法人税等合計 1,684 874

当期純利益 1,010,839 1,120,751

前期繰越利益 － 141

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 1,010,839 1,120,893
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（3）【投資主資本等変動計算書】

前期（自　2019年6月26日　至　2020年5月31日）

    （単位：千円）

 投資主資本

純資産合計
 

出資総額

剰余金

投資主資本合計
 

当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）

剰余金合計

当期首残高 － － － － －

当期変動額      

新投資口の発行 51,125,633   51,125,633 51,125,633

当期純利益  1,010,839 1,010,839 1,010,839 1,010,839

当期変動額合計 51,125,633 1,010,839 1,010,839 52,136,472 52,136,472

当期末残高 ※ 51,125,633 1,010,839 1,010,839 52,136,472 52,136,472

 

当期（自　2020年6月1日　至　2020年11月30日）

     （単位：千円）

 投資主資本

 出資総額 剰余金

 出資総額 出資総額控除額
出資総額（純

額）

当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）

剰余金合計

当期首残高 51,125,633 － 51,125,633 1,010,839 1,010,839

当期変動額      

利益超過分配  △106,984 △106,984   

剰余金の配当    △1,010,697 △1,010,697

当期純利益    1,120,751 1,120,751

当期変動額合計 － △106,984 △106,984 110,053 110,053

当期末残高 ※ 51,125,633 △106,984 51,018,648 1,120,893 1,120,893

 

 （単位：千円）

 投資主資本

純資産合計
 投資主資本合計

当期首残高 52,136,472 52,136,472

当期変動額   

利益超過分配 △106,984 △106,984

剰余金の配当 △1,010,697 △1,010,697

当期純利益 1,120,751 1,120,751

当期変動額合計 3,068 3,068

当期末残高 52,139,541 52,139,541
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（4）【金銭の分配に係る計算書】

 
前　期

（自　2019年 6月26日
　　至　2020年 5月31日）

当　期
（自　2020年 6月 1日

　　至　2020年11月30日）

Ⅰ．当期未処分利益 1,010,839,586円 1,120,893,016円

Ⅱ．利益超過分配金加算額   

出資総額控除額 106,984,800円 108,527,850円

Ⅲ．分配金の額 1,117,682,550円 1,229,296,500円

（投資口1口当たり分配金の額） (2,173円) (2,390円)

うち利益分配金 1,010,697,750円 1,120,768,650円

（うち1口当たり利益分配金） (1,965円) (2,179円)

うち利益超過分配金 106,984,800円 108,527,850円

（うち1口当たり利益超過分配金） (208円) (211円)

Ⅳ．次期繰越利益 141,836円 124,366円

分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第36条第1項に

定める分配方針に基づき、分配金額

は、租税特別措置法第67条の15に規

定されている「配当可能利益の額」

の100分の90に相当する金額を超え

るものとしています。

かかる方針により、当期について

は、当期未処分利益を超えない額で

発行済投資口の総口数514,350口の

整数倍の最大値となる

1,010,697,750円を利益分配金とし

て分配することとしました。

なお、本投資法人は、本投資法人

の規約第36条第2項に定める金銭の

分配の方針に基づき、毎期継続的に

利益を超える金銭の分配（税法上の

出資等減少分配に該当する出資の払

戻し）を行います。

かかる方針をふまえ、減価償却費

の30％にほぼ相当する額である

106,984,800円を、利益を超える金

銭の分配（税法上の出資等減少分配

に該当する出資の払戻し）として分

配することとしました。

本投資法人の規約第36条第1項に

定める分配方針に基づき、分配金額

は、租税特別措置法第67条の15に規

定されている「配当可能利益の額」

の100分の90に相当する金額を超え

るものとしています。

かかる方針により、当期について

は、当期未処分利益を超えない額で

発行済投資口の総口数514,350口の

整数倍の最大値となる

1,120,768,650円を利益分配金とし

て分配することとしました。

なお、本投資法人は、本投資法人

の規約第36条第2項に定める金銭の

分配の方針に基づき、毎期継続的に

利益を超える金銭の分配（税法上の

出資等減少分配に該当する出資の払

戻し）を行います。

かかる方針をふまえ、減価償却費

の30％にほぼ相当する額である

108,527,850円を、利益を超える金

銭の分配（税法上の出資等減少分配

に該当する出資の払戻し）として分

配することとしました。
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（5）【キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前期

自　2019年6月26日
至　2020年5月31日

当期
自　2020年 6月 1日
至　2020年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,012,523 1,121,625

減価償却費 358,126 364,048

投資口交付費 93,103 －

受取利息 △10 △32

支払利息 80,887 83,321

営業未収入金の増減額（△は増加） △226,188 13,888

未収消費税等の増減額（△は増加） △3,334,404 3,334,404

未払消費税等の増減額（△は減少） － 146,495

前払費用の増減額（△は増加） △39,504 9,389

営業未払金の増減額（△は減少） 39,010 94,647

未払金の増減額（△は減少） 14,170 △4,613

未払費用の増減額（△は減少） 250,395 28,185

前受金の増減額（△は減少） 406,502 6,171

長期前払費用の増減額（△は増加） △136,176 13,776

その他 13,374 42,981

小計 △1,468,189 5,254,288

利息の受取額 10 32

利息の支払額 △54,092 △83,397

法人税等の支払額 △1 △1,716

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,522,272 5,169,206

投資活動によるキャッシュ・フロー   

信託有形固定資産の取得による支出 △77,472,452 △1,247,459

無形固定資産の取得による支出 △9,389 －

差入敷金及び保証金の差入による支出 △10,000 －

信託差入敷金及び保証金の差入による支出 △1,243 －

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 1,735,555 110,840

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 － △55,300

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,757,531 △1,191,919

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,600,000 －

短期借入金の返済による支出 － △3,500,000

長期借入れによる収入 27,400,000 －

投資口の発行による収入 51,032,529 －

分配金の支払額 － △1,116,206

財務活動によるキャッシュ・フロー 84,032,529 △4,616,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,752,726 △638,919

現金及び現金同等物の期首残高 － 6,752,726

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 6,752,726 ※ 6,113,806
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（6）【注記表】

[継続企業の前提に関する注記]

　　　該当事項はありません。

 

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1．固定資産の減価償却の方法

 

(1)有形固定資産（信託財産を含む）

定額法を採用しています。

なお、主な有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物  3～76年

構築物  6～23年

(2)無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、主な無形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。

ソフトウエア 5年

(3)長期前払費用

定額法を採用しています。

2．繰延資産の処理方法 (1)創立費

発生時に全額費用処理しています。

(2)投資口交付費

発生時に全額費用処理しています。

3．収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法

保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等について

は、賦課決定された税額のうち、当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用と

して費用処理する方法を採用しています。

なお、不動産等の取得に伴い、譲渡人に支払った固定資産税等の精算金は賃

貸事業費用として計上せず、当該不動産等の取得原価に算入しています。

不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、前期については

36,385千円、当期については1,027千円です。

4．キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金及び信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっています。

5．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する処理方法

保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内全

ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定につ

いて、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。

なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目に

ついては、貸借対照表において区分掲記しています。

①　信託現金及び信託預金

②　信託建物、信託構築物、信託土地

③　信託差入敷金及び保証金

④　信託預り敷金及び保証金

(2)消費税及び地方消費税の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理によっています。ただし、

固定資産等に係る控除対象外消費税は個々の資産の取得原価に算入していま

す。

 

[未適用の会計基準等に関する注記]

1.収益認識に関する会計基準

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日　企業会計基準委員

会）
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・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日　企業会計基準委

員会）

 

（1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計

基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては

Topic 606）を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic 606は2017年12月15日

より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的

な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性

を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点

とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合に

は、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。

 

（2）適用予定日

2021年11月期の期首から適用します。

 

（3）当該会計基準の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。

 

2.時価の算定に関する会計基準

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日　企業会計基準委員

会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日　企業会計基準委

員会）

 

（1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳

細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては

Accounting Standards CodigicationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委

員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合

性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法

を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを

基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較

可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

 

（2）適用予定日

2021年11月期の期首から適用します。

 

（3）当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。

 

3.会計上の見積りの開示に関する会計基準

・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日　企業会計基準委員会）

 

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）が2003年に公表した国際会計基準（IAS）第1号「財務諸表の表示」（以下「IAS第1

号」といいます。）第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利

用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が

寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準（以下「本会計基準」といいま

す。）が開発され、公表されたものです。
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企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、

原則（開示目的）を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあ

たっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。

 

(2)適用予定日

2021年5月期の期末から適用します。

 

4.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3月31日　企

業会計基準委員会）

 

(1)概要

「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実に

ついて検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開

示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。

なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の

充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないた

めに、企業会計原則注解（注1-2）の定めを引き継ぐこととされております。

 

(2)適用予定日

2021年5月期の期末から適用します。

 

[貸借対照表に関する注記]

※投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

前期

（2020年5月31日）

当期

（2020年11月30日）

50,000千円 50,000千円
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[損益計算書に関する注記]

※　不動産賃貸事業損益の内訳

（単位：千円）

 

前期

自　2019年6月26日

至　2020年5月31日

当期

自　2020年 6月 1日

至　2020年11月30日

A．不動産賃貸事業収益     

賃貸事業収入     

賃料収入 2,069,176  2,161,603  

共益費収入 58,030  60,980  

駐車場収入 14,178  15,504  

その他賃貸収入 380 2,141,765 400 2,238,488

その他賃貸事業収入     

水道光熱費収入 99,626  115,357  

その他雑収入 2,960 102,586 1,015 116,373

不動産賃貸事業収益合計  2,244,352  2,354,862

B．不動産賃貸事業費用     

賃貸事業費用     

管理業務費 72,478  75,490  

水道光熱費 108,362  122,283  

公租公課 117,870  235,706  

損害保険料 5,760  6,075  

修繕費 879  5,129  

減価償却費 357,371  363,109  

その他賃貸事業費用 3,733 666,455 11,462 819,256

不動産賃貸事業費用合計  666,455  819,256

C．不動産賃貸事業損益（A－B）  1,577,897  1,535,605

 

[投資主資本等変動計算書に関する注記]

※　発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数

 
前期

自　2019年6月26日
至　2020年5月31日

当期
自　2020年 6月 1日
至　2020年11月30日

発行可能投資口総口数 10,000,000口 10,000,000口

発行済投資口の総口数 514,350口 514,350口
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[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前期

自　2019年6月26日
至　2020年5月31日

当期
自　2020年 6月 1日
至　2020年11月30日

現金及び預金 3,613,347千円 3,912,198千円

信託現金及び信託預金 3,139,378千円 2,201,607千円

現金及び現金同等物 6,752,726千円 6,113,806千円

 

[リース取引に関する注記]

オペレーティング・リース取引（貸主側）

未経過リース料

 
前期

（2020年5月31日）
当期

（2020年11月30日）

1年内 4,315,516千円 4,236,139千円

1年超 33,224,663千円 32,136,152千円

合計 37,540,179千円 36,372,291千円

 

[金融商品に関する注記]

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、金融機関からの借

入れ、投資法人債の発行又は新投資口の発行等により、バランスのとれた資金調達を行います。

金融機関からの借入れ及び投資法人債の発行に際しては、資金調達の機動性と財務の安定性のバランス、並び

に取得する不動産の特性等に配慮した資金調達を行います。具体的には調達方法、長期借入比率、固定金利比

率、返済期限の分散を検討します。

借入れを実施する場合、借入先は金融商品取引法に規定する適格機関投資家（ただし、租税特別措置法第67条

の15に規定する機関投資家に限ります。）に限るものとし、無担保・無保証を原則としますが、調達環境や経済

条件等を考慮し本投資法人の資産を担保として提供することがあります。また、資産の取得又は敷金及び保証金

の返還等に係る本投資法人の運用に係る必要資金の機動的な調達を目的として、極度借入枠設定契約、コミット

メントライン契約等の事前の借入枠の設定又は随時の借入れの予約契約を締結することがあります。

新投資口の発行は、運用資産の規模の成長と収益性の向上を目的として、LTV、既存投資主の権利の希薄化及び

それに伴う投資口の取引価格の低下等を勘案し、金融環境を踏まえた上で実施を決定します。

また、一時的な余剰資金の効率的な運用に資するため、各種の預金等で運用することがあります。

本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてデリバティブ

取引を行うことがあります。なお、前期及び当期においてデリバティブ取引は行っていません。

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

借入金は、主に資産の取得資金、債務の返済資金の調達を目的とします。借入金は、弁済期の到来時に借換え

を行うことができないリスク、並びに支払金利の上昇リスク等に晒されますが、調達先の分散及び返済期日の分

散を図るとともに、投資口の発行等バランスの取れた資金調達を検討することにより、リスクの低減を図りま

す。加えて、金利の動向を注視し、LTVの適切なコントロールにより、金利上昇が投資法人の運営に与えるリスク

を管理します。

 

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価については、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用い

た場合、当該価額が異なる場合もあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて

困難と認められるものは、次表には含めていません（注2）。

前期（2020年5月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

（1）現金及び預金

（2）信託現金及び信託預金

3,613,347

3,139,378

3,613,347

3,139,378

－

－

資産計 6,752,726 6,752,726 －

（3）短期借入金

（4）長期借入金

5,600,000

27,400,000

5,600,000

27,531,450

－

131,450

負債計 33,000,000 33,131,450 131,450

 

当期（2020年11月30日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

（1）現金及び預金

（2）信託現金及び信託預金

3,912,198

2,201,607

3,912,198

2,201,607

－

－

資産計 6,113,806 6,113,806 －

（3）短期借入金

（4）長期借入金

2,100,000

27,400,000

2,100,000

27,643,278

－

243,278

負債計 29,500,000 29,743,278 243,278

 

（注1）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

資産

（1）現金及び預金、（2）信託現金及び信託預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負債

（3）短期借入金

短期間で決済され、かつ、変動金利であるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（4）長期借入金

固定金利による長期借入金の時価については、その将来キャッシュ・フローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で

割り引いた現在価値により算定しています。

 
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

 
前期

（2020年5月31日）
当期

（2020年11月30日）

信託預り敷金及び保証金 1,735,555千円 1,791,095千円

※信託預り敷金及び保証金については、市場価格がなく、かつ、賃貸借契約の期間の定めがあっても中途解約や更新・再契約の可能性

があり、実質的な預託期間を算定することができないことから、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認

められるため、時価開示の対象とはしていません。
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（注3）金銭債権の決算日（2020年5月31日）後の償還予定額

（単位：千円）
 

区分 1年以内
1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

現金及び預金 3,613,347 － － － － －

信託現金及び信託預金 3,139,378 － － － － －

合　計 6,752,726 － － － － －

 
金銭債権の決算日（2020年11月30日）後の償還予定額

（単位：千円）
 

区分 1年以内
1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

現金及び預金 3,912,198 － － － － －

信託現金及び信託預金 2,201,607 － － － － －

合　計 6,113,806 － － － － －

 
（注4）借入金の決算日（2020年5月31日）後の返済予定額

(単位：千円)
 

 1年以内
1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

短期借入金 5,600,000 － － － － －

長期借入金 － － － 8,000,000 － 19,400,000

合　計 5,600,000 － － 8,000,000 － 19,400,000

 

借入金の決算日（2020年11月30日）後の返済予定額

(単位：千円)
 

 1年以内
1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

短期借入金 2,100,000 － － － － －

長期借入金 － － － 8,000,000 － 19,400,000

合　計 2,100,000 － － 8,000,000 － 19,400,000

 

[有価証券に関する注記]

前期（2020年5月31日）

該当事項はありません。

 

当期（2020年11月30日）

該当事項はありません。

 

[デリバティブ取引に関する注記]

①ヘッジ会計が適用されていないもの

前期（2020年5月31日）

該当するものはありません。

 

当期（2020年11月30日）

該当するものはありません。

 

②ヘッジ会計が適用されているもの

前期（2020年5月31日）

該当するものはありません。

 

当期（2020年11月30日）

該当するものはありません。
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[退職給付に関する注記]

前期（2020年5月31日）

本投資法人は、退職給付金制度がありませんので、該当事項はありません。

 

当期（2020年11月30日）

本投資法人は、退職給付金制度がありませんので、該当事項はありません。

 

[資産除去債務に関する注記]

前期（自　2019年6月26日　至　2020年5月31日）

該当事項はありません。

 

当期（自　2020年6月1日　至　2020年11月30日）

該当事項はありません。

 

[税効果会計に関する注記]

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

 
前期

（2020年5月31日）

当期

（2020年11月30日）

繰延税金資産   

未払事業税損金不算入額 29千円 12千円

繰延税金資産合計 29千円 12千円

繰延税金資産の純額 29千円 12千円

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

項目別の内訳

 
前期

（2020年5月31日）

当期

（2020年11月30日）

法定実効税率 31.51％ 31.46％

（調整）   

支払分配金の損金算入額 △31.45％ △31.44％

その他 0.11％ 0.05％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.17％ 0.08％

 

[持分法損益等に関する注記]

前期（自　2019年6月26日　至　2020年5月31日）

本投資法人には、関連会社はありませんので、該当事項はありません。

 

当期（自　2020年6月1日　至　2020年11月30日）

本投資法人には、関連会社はありませんので、該当事項はありません。
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[関連当事者との取引に関する注記]

1.親会社及び法人主要投資主等

前期（自　2019年6月26日　至　2020年5月31日）

属性

会社等の

名称又は

氏名

住所

資本金

又は

出資金

（百万円）

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残

高（千

円）
役員の

兼任等

事業上

の関係

親会社

住友商事

株式会社

（注3）

東京都

千代田区
219,612 総合商社 100.00 －

スポン

サーサ

ポート

等

出資の受け

入れ（私募

設立）

300,000 － －

（注1）開示対象となる関連当事者との取引のうち、重要な取引を含む関連当事者との取引を開示しています。

（注2）上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれていませんが、期末残高には含まれています。

（注3）住友商事株式会社は、取引時においては、議決権の被所有割合は100.00％であり、親会社に該当していましたが、公募による新投資口の

発行により議決権の被所有割合が4.76％となったため、期末日現在においては親会社に該当しません。そのため、議決権等の被所有割合

及び取引金額には親会社であった期間の割合及び金額を記載しています。

 

当期（自　2020年6月1日　至　2020年11月30日）

該当事項はありません。

 

2.関連会社等

前期（自　2019年6月26日　至　2020年5月31日）

該当事項はありません。

 

当期（自　2020年6月1日　至　2020年11月30日）

該当事項はありません。
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3.兄弟会社等

前期（自　2019年6月26日　至　2020年5月31日）

属性

会社等の

名称又は

氏名

住所

資本金

又は

出資金

（百万円）

事業の内容

又は職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残

高（千

円）
役員の

兼任等

事業上

の関係

親会社

の子会

社

住商リア

ルティ・

マネジメ

ント株式

会社

東京都

中央区
100 投資運用業 －

役員の

兼任1名

資産運

用委託

先

設立企画人

報酬の支払
50,000 － －

（注1）開示対象となる関連当事者との取引のうち、重要な取引を含む関連当事者との取引を開示しています。

（注2）上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれていませんが、期末残高には含まれています。

（注3）「1.親会社及び法人主要投資主」の（注3）に記載の通り、住友商事株式会社が親会社に該当しなくなったことに伴い、住商リアル

ティ・マネジメント株式会社も兄弟会社等に該当しなくなっています。そのため、設立企画人報酬に係る取引金額には兄弟会社等で

あった期間の金額を記載しています。

（注4）設立企画人報酬の額は、本投資法人の規約に基づき一般的な取引条件で行っております。

 

当期（自　2020年6月1日　至　2020年11月30日）

該当事項はありません。

 

4.役員及び個人主要投資主等

前期（自　2019年6月26日　至　2020年5月31日）

該当事項はありません。

 

当期（自　2020年6月1日　至　2020年11月30日）

該当事項はありません。

 

[賃貸等不動産に関する注記]

本投資法人は、関東エリア及び関西エリア（注1）において、賃貸収益を得ることを目的として、物流不動産及

びインダストリアル不動産を所有しております。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価

は、次のとおりです。

（単位：千円）

 
前期

自　2019年 6月26日
至　2020年 5月31日

当期
自　2020年 6月 1日
至　2020年11月30日

貸借対照表計上額（注2）   

 

期首残高 － 77,116,015

期中増減額（注3） 77,116,015 883,415

期末残高 77,116,015 77,999,431

期末時価（注4） 80,830,000 83,790,000

（注1）「関東エリア」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県及び群馬県をいい、「関西エリア」

とは、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県及び三重県をいいます。以下同じです。

（注2）貸借対照表計上額は、取得原価（取得に伴う付帯費用を含みます。）から減価償却累計額を控除した金額です。

（注3）期中増減額のうち、前期の主な増加額は不動産信託受益権7物件の取得（77,473,387千円）等によるものであり、主な

減少額は減価償却費(357,371千円）等によるものです。また、当期の主な増加額は不動産信託受益権1物件の

取得（1,246,524千円）等によるものであり、主な減少額は減価償却費（363,109千円）等によるものです。

（注4）期末時価は、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める

規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額を記載しています。

 

また、賃貸等不動産に関する損益は、前記「損益計算書に関する注記」をご参照ください。
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[セグメント情報等に関する注記]

（セグメント情報）

本投資法人は、不動産賃貸事業の単一のセグメントのため、記載を省略しています。

 

（関連情報）

前期（自　2019年6月26日　至　2020年5月31日）

1.製品及びサービスに関する情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省

略しています。

 

2.地域に関する情報

(1)営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しています。

 

3.主要な顧客に関する情報

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

イオングローバルSCM株式会社 非開示（注） 不動産賃貸事業

鴻池運輸株式会社 非開示（注） 不動産賃貸事業

サン都市建物株式会社 非開示（注） 不動産賃貸事業

（注）賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。

 

当期（自　2020年6月1日　至　2020年11月30日）

1.製品及びサービスに関する情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省

略しています。

 

2.地域に関する情報

(1)営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しています。

 

3.主要な顧客に関する情報

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

イオングローバルSCM株式会社 非開示（注） 不動産賃貸事業

鴻池運輸株式会社 非開示（注） 不動産賃貸事業

サン都市建物株式会社 非開示（注） 不動産賃貸事業

（注）賃借人からの同意を得られていないため、非開示としています。
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[1口当たり情報に関する注記]

 
前期

自　2019年6月26日
至　2020年5月31日

当期
自　2020年 6月 1日
至　2020年11月30日

1口当たり純資産額 101,363円 101,369円

1口当たり当期純利益 3,838円 2,178円

（注1）1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することに

より算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口

がないため記載していません。

（注2）1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前期

自　2019年6月26日
至　2020年5月31日

当期
自　2020年 6月 1日
至　2020年11月30日

当期純利益（千円） 1,010,839 1,120,751

普通投資主に帰属しない金額（千円） － －

普通投資口に係る当期純利益（千円） 1,010,839 1,120,751

期中平均投資口数（口） 263,352 514,350
 

 

[重要な後発事象に関する注記]

1.新投資口の発行

本投資法人は、2020年11月13日及び2020年11月24日開催の役員会の承認を受け、以下の条件にて新投資口の発

行を行い、2020年12月1日及び2020年12月29日に払込が完了しました。この結果、本投資法人の出資総額（純額）

は62,128百万円、発行済投資口の総口数は611,685口となりました。

 

(1)公募による新投資口発行（一般募集）

発行新投資口数 92,700口

発行価格 1口当たり118,206円

発行価格の総額 10,957,696,200円

発行価額 1口当たり114,144円

発行価額の総額 10,581,148,800円

払込期日 2020年12月1日

 

(2)第三者割当による新投資口発行

発行新投資口数 4,635口

発行価額 1口当たり114,144円

発行価額の総額 529,057,440円

払込期日 2020年12月29日

割当先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

 

2.資金の借入れ

本投資法人は、以下のとおり資金の借入れを行いました。

区分 借入先
借入金額

（百万円）
利率

借入

実行日
返済期日 返済方法 担保

短期

(注1)

株式会社三井住友銀行 900

基準金利

＋0.15％

(注2)

(注3)

2020年

12月10日 2021年

11月30日

期限一括

返済

無担保

無保証

三井住友信託銀行株式会社 600

株式会社みずほ銀行 600

株式会社三井住友銀行 1,500
2020年

12月4日
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区分 借入先
借入金額

（百万円）
利率

借入

実行日
返済期日 返済方法 担保

長期

(注1)

株式会社三井住友銀行 1,450

0.41755％

(注4)

2020年

12月4日

2026年

11月30日

期限一括

返済

無担保

無保証

三井住友信託銀行株式会社 1,100

株式会社みずほ銀行 1,100

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 400

株式会社福岡銀行 400

株式会社日本政策投資銀行 200

みずほ信託銀行株式会社 200

株式会社三井住友銀行 1,450

0.55763％

(注4)

2028年

11月30日

三井住友信託銀行株式会社 1,100

株式会社みずほ銀行 1,100

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 400

株式会社福岡銀行 400

株式会社日本政策投資銀行 200

みずほ信託銀行株式会社 200

（注1）「短期」とは、借入実行日から返済期日までの期間が1年以下の借入れをいい、「長期」とは、借入実行日から返済期日までの期間が1年

超の借入れをいいます。

（注2）利払期日は、2020年12月30日を初回とし、その後は毎月末日及び返済期日です。

（注3）基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する当該利息期間に対応する1か月日本円TIBORです。

（注4）利払期日は、2021年2月26日を初回とし、その後は5月、8月、11月及び2月の各末日並びに返済期日です。

 

3.資産の取得

本投資法人は、規約に定める資産運用の方針に基づき、上記「1.新投資口の発行(1)公募による新投資口発行

（一般募集）」に記載の新投資口の発行による手取金及び借入金により、以下に掲げる資産を取得しました。

 

(1)SOSiLA海老名（準共有持分62％）

特定資産の種類 不動産信託受益権

取得価格 14,694百万円

取得日 2020年12月4日

所在地 神奈川県海老名市中新田五丁目1432番地

用途 物流不動産

敷地面積 33,816.68㎡(注)

延床面積 71,963.60㎡(注)

構造・階数 鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建

（注）「敷地面積」及び「延床面積」は当該物件全体に相当する数値を記載しています。
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(2)SOSiLA西淀川Ⅱ

特定資産の種類 不動産信託受益権

取得価格 8,404百万円

取得日 2020年12月4日

所在地 大阪府大阪市西淀川区中島二丁目5番地26

用途 物流不動産

敷地面積 23,635.00㎡

延床面積 47,494.24㎡

構造・階数 鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
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（7）【附属明細表】

①　有価証券明細表

（イ）株式

該当事項はありません。

 

（ロ）株式以外の有価証券

　　　該当事項はありません。

 

②　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

　　該当事項はありません。

 

③　不動産等明細表のうち総括表

 

       (単位：千円)
 

資産の種類
当期首

残高

当期

増加額

当期

減少額

当期末

残高

減価償却累計額 差引

当期末

残高

摘要又は償却

累計額
当期

償却額

有形固定

資産

信託建物 32,479,523 81,075 － 32,560,598  639,289 322,337 31,921,309 （注）

信託構築物 1,715,214 12,583 － 1,727,798  81,190 40,771  1,646,607 （注）

信託土地 43,278,649 1,152,865 － 44,431,515 － － 44,431,515 （注）

小計 77,473,387 1,246,524 － 78,719,911  720,480 363,109 77,999,431  

無形固定

資産

ソフトウェア 9,389 － － 9,389  1,693 938  7,696  

小計 9,389 － － 9,389 1,693 938  7,696  

合計 77,482,776 1,246,524 － 78,729,301  722,174 364,048 78,007,127  

(注) 有形固定資産の当期増加の主な内訳は以下の物件を取得したことによるものです。

（仮称）平塚ラストマイルセンター

 

④　その他特定資産の明細表

　　該当事項はありません。

 

⑤　投資法人債明細表

　　該当事項はありません。
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⑥　借入金明細表

(単位：千円)

 区　　分
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

平均利率

（注1）
返済期限 使途 摘要

 借入先

短

期

借

入

金

株式会社三井住友

銀行
900,000 － － 900,000

0.20629％

（変動金利）
2020年

12月10日

（注2）
無担保

無保証

三井住友信託銀行

株式会社
600,000 － － 600,000

株式会社みずほ銀

行
600,000 － － 600,000

株式会社三井住友

銀行
3,500,000 － 3,500,000 －

0.19992％

（変動金利）

2020年

12月10日

（注3）

小計 5,600,000 － 3,500,000 2,100,000  

長

期

借

入

金

株式会社三井住友

銀行
2,800,000 － － 2,800,000

0.39370％

（固定金利）

2023年

12月11日

（注2）
無担保

無保証

三井住友信託銀行

株式会社
2,400,000 － － 2,400,000

株式会社みずほ銀

行
1,800,000 － － 1,800,000

株式会社福岡銀行 1,000,000 － － 1,000,000

株式会社三井住友

銀行
2,600,000 － － 2,600,000

0.53388％

（固定金利）

2025年

12月10日

三井住友信託銀行

株式会社
2,500,000 － － 2,500,000

株式会社みずほ銀

行
1,800,000 － － 1,800,000

株式会社三菱ＵＦ

Ｊ銀行
700,000 － － 700,000

株式会社福岡銀行 1,000,000 － － 1,000,000

株式会社日本政策

投資銀行
500,000 － － 500,000

株式会社三井住友

銀行
1,800,000 － － 1,800,000

0.69162％

（固定金利）

2027年

12月10日

三井住友信託銀行

株式会社
1,000,000 － － 1,000,000

株式会社みずほ銀

行
1,700,000 － － 1,700,000

株式会社三菱ＵＦ

Ｊ銀行
1,300,000 － － 1,300,000

株式会社日本政策

投資銀行
500,000 － － 500,000

みずほ信託銀行株

式会社
500,000 － － 500,000

株式会社三井住友

銀行
1,200,000 － － 1,200,000

0.86056％

（固定金利）

2029年

12月10日

三井住友信託銀行

株式会社
600,000 － － 600,000

株式会社みずほ銀

行
1,200,000 － － 1,200,000

みずほ信託銀行株

式会社
500,000 － － 500,000

小計 27,400,000 － － 27,400,000  

合計 33,000,000 － 3,500,000 29,500,000  

（注1）利率は、ローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入して記載しています。また、変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載

しています。

（注2）資金使途は、不動産信託受益権の購入資金（付帯費用を含みます。）等です。

（注3）2020年9月30日付で期限前弁済を行いました。
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（注4）長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。

     （単位：千円）
 

 1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内

長期借入金 － － － 8,000,000 －
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2【投資法人の現況】

【純資産額計算書】

（2020年11月30日時点）
 

 金　　　額

Ⅰ．資産総額 84,498百万円

Ⅱ．負債総額 32,358百万円

Ⅲ．純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 52,139百万円

Ⅳ．発行済数量 514,350口

Ⅴ．1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 101,369円
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第6【販売及び買戻しの実績】

計算期間 販売日
販売口数

（口）

買戻し口数

（口）

発行済投資口の

総口数

（口）

第1期

（自　2019年 6月26日

至　2020年 5月31日）

2019年6月26日 3,000 － 3,000

2019年12月9日 487,000 － 490,000

2020年1月7日 24,350 － 514,350

第2期

（自　2020年 6月 1日

至　2020年11月30日）

－ － － 514,350

（注1） 本邦外における販売及び買戻しの実績はありません。

（注2） 本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。

 

第7【参考情報】
　当計算期間の開始日から本有価証券報告書提出日までの間に、以下の書類を関東財務局長に提出しました。

 

2020年8月28日 有価証券報告書（第1期 自 2019年6月26日 至 2020年5月31日）

2020年11月13日 有価証券届出書（一般募集）

2020年11月13日 有価証券届出書（第三者割当）

2020年11月24日 有価証券届出書の訂正届出書（一般募集）

2020年11月24日 有価証券届出書の訂正届出書（第三者割当）
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独立監査人の監査報告書
 

    2021年2月25日

SOSiLA物流リート投資法人  

 役　員　会　御中   

 

 
EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 竹之内　和徳

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 井上　　裕人

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」に掲げ

られているSOSiLA物流リート投資法人の2020年6月1日から2020年11月30日までの第2期計算期間の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び

附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SOSiLA物

流リート投資法人の2020年11月30日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損益及びキャッシュ・フ

ローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、投資法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

財務諸表に対する経営者及び監督役員の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監督役員の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
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を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、投資法人は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、執行役員に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、執行役員に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人

の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている

場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）1．上記は独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人が別

途保管しております。

2．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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